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研究要旨 

本研究では，機械設備の設計段階及び使用段階におけるリスクアセスメント（：Risk 
assessment. 以下，「RA」という。）について，中小規模事業場での普及を促すことを目的に，機

械安全に関する知識や RA の経験が限られた設計技術者及び生産技術管理者を支援する際の

要点を検討するとともに，これらを満たす具体的な支援システムの例を開発し，その過程で得

られる知見や有効性評価の結果などを一般化して，情報通信技術を活用した様々な RA 支援シ

ステムが新たに開発・構築される際に広く共通に参照されるべき「基本要求仕様」を確立する。

この目的に対し，設計段階 RA 支援システムの開発を「項目 1」とし，また，使用段階 RA
支援システム 2 種の開発・検証を各々「項目 2」及び「項目 3」と設定して検討を進める。そ

して，これらを通じて得た知見や有効性評価の結果から，最終的な成果として，RA 支援を目

的にしたシステムに対する「基本要求仕様」を確立する。第 3 年度（令和 4 年度）において，

各項目で得られた結果及び考察の要点は次のとおりである。

項目 1：設計段階 RA 支援システムの開発 
1）昨年度までの検討において，項目 1 で開発を目指す設計段階 RA 支援システムでは「危険

源の同定」の支援に焦点を当てることを定め，その核となる具体的なアプローチとして，

①すべての機械に共通して適用される A／B 規格の安全要求事項から危険源・危険区域を

抽出し，確実に同定すべき範囲と定めて提示すること，②特定の機械に対し，国内で報告

された災害事例の情報から当該機械の C 規格にある危険源リストの項目を明確化又は拡

充することで，危険源同定のガイドとすること，③公表されている労働災害データベース

の災害事例とその防止に関連する規格類の安全要求事項とをリンクさせ，多角的に関連情

報を収集できるようにすることの 3 方針を検討した。さらに，これらとは異なる側面から

の支援として，④人が危険源にアクセスする可能性を客観的に評価できるように指標とな

る機械の形状や空間寸法を明示することを考案した。

2）上記①～④を総合的に検討し，これらを統合する形で，項目 1 で開発する支援システムの

コンセプトを，現在までに対応 JIS として制定されている A／B 規格の安全要求事項から

抽出した危険源・危険区域をリスト化し，具体的な判断基準を技術情報（寸法，推力，速

度など）の形で分かり易く提示するとともに，アクセス可能性の評価に対する支援を加味

することで，設計技術者が危険源を自身のもつ知識や経験から主観的に判断する必要なく，

危険源の原因（Origin）の物理的性質とアクセス可能性とを整理して技術的視点から客観

的に検討できるよう支援するものと定めた。機械に起こり得るすべての災害シナリオを網

羅するのが危険源同定の理想である。しかし，知識や経験の限られた設計技術者が RA を

実施する上で達成すべき要件を考えれば，検討範囲の広さよりも重大な見落しを防ぐこと

が重要であると考え，この開発コンセプトを定めた。

3）危険源同定の支援に焦点を当てた設計段階 RA 支援システムの基本機能及び要求仕様を明

確化し，これを実現した例として，JIS B 9700 及び液圧／空気圧／電気／制御の各分野で

設計原則を扱う B 規格の安全要求事項から計 187 項目の危険源細目を抽出して一覧化し
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た上で，デスクトップ PC 上で利用する危険源同定支援ツールを試作した。これを用いて，

労働安全コンサルタント及び中小メーカの設計技術者を対象に，提案する支援のアプロー

チ，実装した支援機能及び提示情報の有効性を評価した。 

4） 結果として，機械安全の知識に係わらず技術的視点から客観的に危険源を認識可能とする

ことで危険源同定の難しさを軽減し，RA 実施に着手する出発点を提供する支援として，

設計技術者ならびに同定結果を検証・承認する立場の者にとって有効であるとの評価を得

た。ただし，様々な点で本ツールだけを提供しても設計者支援として限界のあることが指

摘され，設計段階 RA 全体に関する初歩的な説明や本支援ツールを使用する上での留意点

をまとめた資料を別途提供する必要があることが明らかになった。そのため，取扱説明書

とは別の副読本「設計段階 RA ガイドブック」を，これまで設計段階で実施すべき RA 及

びリスク低減全般に対して行ってきた考察を反映して作成した。 
 
項目 2：選択式使用段階 RA 支援システムの開発 
1） 平成 28～30 年度に実施した厚労科研費「機械設備に係る簡易リスクアセスメント手法の

開発に関する調査研究」（以下，既実施研究という。）で提案したイラスト等を用いた簡易

RA 手法について，文字情報を可能な限り排し，できるだけ容易に理解できるようにする

方向で再検討するとともに，「危険源の同定」に焦点を当てた支援を提供できるよう見直

した。その結果，RA の対象とする機械に係る災害発生の経緯（危険シナリオ）をイラス

ト化して提示し，実際の機械や作業場面を撮影した画像上で該当する危険個所を指定して

いく方式の危険源同定手法を新たに考案した。 

2） 考案した危険源同定手法を事業場で実行できる具体的手段の例として，タブレット PC 上

で動作するアプリケーションソフトウェアを試作し，第 2 年度では理工系大学の学生と職

員及び労働安全コンサルタントを対象に提案する同定支援及び実装した支援機能の有効

性を評価した。これを受けて，本年度では，機械を用いて生産活動を行う中小規模事業場

を対象に，安全担当者にアンケートを行う形で評価を実施した。 

3） その結果，試作したアプリが提案する同定支援の効果を確認することを主眼に試作したも

のであることからユーザビリティの観点で以下のような課題が示されたものの，機械の災

害発生の経緯（災害シナリオ）をイラストで提示するという危険源同定手法は概ね評価さ

れ，中小規模の事業場が RA に着手するための有効な支援になり得ると判断できた。 

・ 非定常作業を想定した危険イラストをできるだけ多く用意するとともに，各事業場の機

械に応じた危険源同定を容易にするため，事業場自らイラストを作画して追加できるよ

うにする。 

・ 写真表示に拡大機能を付加し，機械の全体と危険箇所の細部を表示できるようにする。 

・ 支援アプリの操作方法を説明したマニュアルを動画資料とするなど充実させるととも

に，危険源同定及び RA の基礎的事項に関する説明を併せて提供するようにする。 
 
項目 3：典型災害事例を応用した使用段階 RA 支援システムの検証 
1） 昨年度までに，既実施研究において提案した典型災害事例を応用した簡易 RA 手法で扱え

る機械を 15 種に拡充し，整備した情報を実装して，タブレット PC 上で動作する簡易使用

段階 RA 支援システムを構築した。その際，タブレット PC の長所を活用した支援機能と

して，安全の専門家から遠隔で RA 結果の妥当性確認やアドバイスを受けられる仕組み「遠

隔安全診断」を新たに考案し，具体的な支援機能としてシステムに実装した。 

2） 本支援システムを用いて，機械設備に対する RA にまだ十分には取り組んでいない中小規

模事業場 3 社（労働者数：13～104 人）の安全管理担当者等を対象に調査を行い，簡易 RA
手法及び構築したシステムの有効性を評価した。結果として，本システムを用いた簡易 RA
手法について「専門知識が無くとも RA を実施できると感じたか」という観点で質問した

ところ，全社から概ね肯定的な回答が得られ，労働災害の経験や機械安全に関する知識の

限られた事業場に対する使用段階 RA 支援として所要の目的を一定程度達成したことが確

認できた。 
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3） ただし，いくつかの点で，タブレット PC 自体を含めた本システムの操作に習熟する必要

がある点に懸念が示された。操作説明書の記載内容の拡充や何らかのガイダンス資料を用

意するなどの措置を検討する必要があること，加えて，タブレット PC の活用について，

RA 支援が適用される業種における動向を踏まえた検討が必要であると考えられた。 

 
RA 支援システムの基本要求仕様の確立 
 以上の項目 1～3 を通じて得られた知見や有効性評価の結果などを一般化し，RA 支援を目

的に開発されるすべてのシステムに共通に適用される「基本要求仕様」として検討した。シス

テムの要求仕様が ISO/IEC/ IEEE 29148 に示されたソフトウェア要求仕様のアウトライン例に

基づいて作成されるとした上で，各項目で RA 支援を目的とする場合に特に記載すべき要件や

制約，留意事項などを明らかにした。特に重要な点をまとめると以下のとおりである： 

1） 利用者の判断の誤誘導に対する措置：開発する RA 支援システムが危険源同定又はリスク

の見積り・評価を支援する場合，提示する指標などのために利用者が網羅性を欠いた同定

を行ってしまうことや，リスクレベルの不適切な割り当てのために楽観的な判断を下して

しまうおそれがある。このような利用者の判断の誤誘導を防止する措置として，例えば，

独立した資格のある者（認証団体や労働安全コンサルなど）による動作確認や提示情報の

評価といった検証・承認プロセスを設定しておくことが不可欠であり，RA 支援システム

の要求仕様では「検証」の一部に明確に記述しておく必要がある。 

2） 提示する情報の典拠・更新：RA 支援システムが提示する評価指標や参考情報，情報提示順

序の割り当てなどが，法規制，機械安全規格又は労働災害データに基づいて策定されてい

る場合，その典拠が明確に示されている上で，元となる情報ソースが改定又は更新された

際に可能な限り速やかに反映される措置が必要である。これは，利用者の判断誤りを意図

せずに誘導してしまう危険性を低減する意味でも重要である。このため，RA 支援システ

ムの要求仕様では，策定者が考案した措置を「完全性（インテグリティ）制約」や「保守

性」の項目に仕様化しておく必要がある。 

3） 準拠する RA 手法：設計段階 RA 支援システムで実施される RA は，ISO 12100 が規定する

リスク低減プロセスに準拠している必要がある。簡易化を目的に異なる方法を採用する又

は手順を一部変更する場合は，標準的手順から逸脱する部分及び得られる結果の整合性に

ついて要求仕様に明示し，その上で，外部の有資格者等によってその正当性が事前に十分

検証される仕組みを導入しておく必要がある。一方，使用段階 RA 支援システムでは，機

械包括安全指針及び ISO 450017 等のマネージメント規格が求める RA に応えることを期

待した利用者を考慮しておく必要がある。特殊な手法を採用する場合には，生じる差違を

明確にしておくとともに，必要に応じて，製品が公表又は流通される際には利用者に適切

に警告されることをソフトウェア作成者に要求しておくことが重要である。 

4） 想定する利用者の教育・経験レベル：RA 支援システムにおいて，支援対象となる設計技

術者・生産技術管理者の機械安全に関する知識や RA の経験，技能的専門性を指定してお

くことは不可欠であり，「利用者特性」の項目に可能な限り詳細に定義する。その際，厚生

労働省が公表している資料や機械安全教育カリキュラムの項目など一般に周知されてい

る情報を指標に用いて指定することが望ましい。 

1．研究目的 

機械・設備（以下，「機械」という。）に起因す

る労働災害（以下，「機械災害」注）という。）を防

止するには，設計段階及び使用段階においてリ

スクアセスメント（：Risk assessment. 以下，「RA」

という。）が適切に実施される必要がある。しか

し，平成 29 年労働安全衛生調査（実態調査）1）で

は，約半数の事業所が実施していないと報告さ

れており，特に労働者 50 人未満の事業所では，

約 1/4 が「十分な知識をもった人材がいない」，

「実施方法が分からない」を理由に挙げている。

 
注：本研究報告において，「機械災害」とは，特に断らない限り，「起因物が原動機，動力伝導機構，木材加工用機械，

建設機械等，金属加工用機械，一般動力機械，車両系木材伐出機械等，動力クレーン等，動力運搬機に該当すると

された死亡及び休業 4 日以上の災害」を指す。 
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これまで厚生労働省から，通達や指針，ホーム

ページでの情報提供といった様々な形態で RA
に関連する資料や教材が提供されているが，依

然として「RA の難しさ」が普及を妨げる大きな

障壁の一つになっている。 
そこで，本研究では，特に中小規模の事業場に

おいて機械に係る RA 実施の普及を促すことを

目的に，機械の設計段階・使用段階において RA
を実施する設計技術者・生産技術管理者等を支

援するシステムをそれぞれ検討する。 
設計段階での RA については，その原則と手順

が ISO 12100 2）によって国際的に標準化されてお

り，その作業負荷を軽減するツールやソフト

ウェアが既にいくつか市販されている。しかし，

予備的調査の結果，市販のツール等は多くが文

書化作業の省力化に焦点を当てたものであり，

例えば，RA の手順の中で最も重要なステップと

される「危険源の同定」などに対して，知識や経

験の少ない設計技術者が RA を実施できるよう

支援する機能を備えたものは見当たらなかった。

そこで，本研究では，RA の各手順において設計

技術者に必要であると考えられる支援の内容を

明確にするとともに，市販の支援ツール等を調

査して不足する機能等を整理する。そして，この

結果に基づき，特に「危険源同定」の支援に焦点

を当てた支援システムの要求仕様を策定し，RA
支援システムのプロトタイプを開発する。 
一方，使用段階での RA について研究代表者ら

は，2016～2018 年度に厚労科研費「機械設備に

係る簡易リスクアセスメント手法の開発に関す

る調査研究」3）を実施し，小規模事業場において

も実施可能な簡易 RA 手法として①イラスト等

を用いた選択式手法と②典型災害事例を応用し

た手法の二つを提案し，これらの有効性を確認

する目的で扱える機械を限定した RA 支援シス

テムを試作した。本研究では，その成果を活用し

て，対象となる機械や作業の種類をさらに拡充

し，機械全般を対象にできる RA 支援システムの

プロトタイプとして構築する。 
以上の検討を 3 年間の計画で実施し，最終的

な成果として，RA 支援を目的にしたすべてのシ

ステムが備えるべき機能や資料・情報等の要件

をまとめた「基本要求仕様」を確立する。情報通

信技術（ICT）は今後より進展するものと考えら

れ，それに応じて様々な機能・特色をもった RA
支援システムが新たに開発されていくことが想

定されるが，その際，これらに共通に適用される

「基本要求仕様」が確立していれば，常に一貫し

た考え方の下で RA 支援システムが適切に構築

されることが可能となる。 
 

2．研究の背景及び期待される効果 

2.1 研究の背景 
機械災害の発生状況は，ここ 10 年間は概ね一

定の減少傾向を示してはいるものの，2019 年の

死傷者数は 26,154 人，2020 年では 25,170 人，

2021 年では 25,661 人と依然として全災害の約

1/5 を占めている 4）。機械に起因する労働災害を

防止するには，機械の設計段階及び使用段階（労

働災害発生時のほか，機械の導入又は変更時，作

業方法又は作業手順の変更時，その他定期的な

間隔での実施を含む）で RA が適切に実施される

必要がある。 
このため，厚生労働省においては，2006 年に

「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基

づく措置」が事業者の努力義務と規定されたこ

とを受け，2007 年に「機械の包括的な安全基準

に関する指針」5）（以下，「包括指針」という。）を

全面的に改正し，機械の安全化における機械製

造業者（以下，「メーカ」という。）と機械使用事

業場（以下，「ユーザ」という。）の役割と実施事

項，両者が実施する RA の関係を図 1 のように

明確に示して，国内での機械安全対策の基本コ

ンセプトとして周知してきた。さらに，2012 年

には事業場での機械に係る RA の実施に貢献す

ることを目的にメーカ等に対して機械の残留リ

スク情報の通知を努力義務化 6）し，また，メー

カにおいてその作成を担う設計技術者及びユー

ザにおいて残留リスク情報に基づき RA 等を実

践していく生産技術管理者の育成に関わる教育

カリキュラムと実施要領を 2014 年に通達する 7）

など，RA の普及と定着を図ってきた。リスク低

減のために講じる方策に関しては，労働安全衛

生法に基づく各種構造規格や指針ばかりでなく，

ISO／IEC など国内外の機械安全に関する規格類

の情報をまとめ，これらを活用して災害防止を

進めるためのリーフレット 8）やガイドブック 9）

も公表している。 
また，梅崎らは，機械の使用段階での RA に関

し，特に小規模事業場がその実施を困難として

いる阻害要因，ならびに，国内外で提唱されてい

る簡易な RA 手法等を調査し，その結果として，

ユーザが熟知している危害を出発点として帰納

的に RA を進めていく典型災害事例を応用した

手法，5 ステップ法及び職場の安全サイトを効果

的に活用する手法などを小規模事業場に向けた

簡易 RA 手法として開発した 3）。典型災害事例を

応用した手法については，これをタブレット PC
に実装し，簡易 RA 支援システムのプロトタイプ

の構築も試みられている。 
しかし，特に中小規模の事業場を中心に RA が

必ずしも浸透してはいないのが現状である。平
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成 29 年労働安全衛生調査（実態調査）では，作

業に用いる機械に対し RA を実施していると回

答した企業の割合は 28.7％に留まり，特に規模

が 30～49 人の場合は 26.7％，10～29 人の場合は

26.1％に減少することが報告されている。また，

本調査では，RA を実施していない事業所にその

理由について複数回答で調べており，27.4％が

「十分な知識を持った人材がいない」，20.4％が

「実施方法が判らない」との回答であった。RA
を実施するには，機械安全に関する一定の知識

及び機械を使用する作業の経験ばかりでなく，

RA に対する習熟も要求される。2006 年以降，厚

生労働省のホームページでは RA に関連する

様々な資料や教材が提供されてはいるが，依然

として「RA の難しさ」が普及の障害になってい

ることを示唆した結果と言える。なお，RA を実

施していない理由として本調査で最も多く回答

された事由は「危険な機械や有害な化学物質等

を使用していない」で 63.3％であった。ただし，

この点に関連し，梅崎らは，小規模事業場で RA
が浸透しない背景の一つとして「無災害の継続

を“安全の証”と誤った認識をし，RA に要する

負担も踏まえ，本来であれば危険な機械を“安全”

と見做してしまっている」可能性があることを

指摘している 3）。このことは，機械災害を経験し

たことがない，又は極めて稀にしか発生したこ

とがない事業場全般に対して広く言えると推察

され，報告された 63.3％という結果を真に危険

な機械を使用していない割合と考えることはで

きない。 
一方， 2020 年度，メーカ，インテグレータ及

びユーザを対象に製造している機械又は使用し

ている機械の RA 及び安全対策に関する詳細な

アンケート調査が，中央労働災害防止協会にて

実施された。その結果 10, 11, 12)の一部を表 1～4 に

示す。表 1 は，企業規模別のアンケート回答数及

び RA を実施していると回答した割合であり，本

アンケートに回答した事業場の範囲では，メー

カ及びユーザの 8 割以上，インテグレータでも

約 7 割が機械の RA を実施していると回答した

が，企業規模が小さくなるにつれて実施率が低

下する傾向にあることが，ここでも示された。 
RA を実施していない理由を，メーカ及びイン

テグレータについて表 2 に，ユーザについて表 3
に示す。メーカ及びインテグレータでは，「どの

ように実施すれば良いか分からない」が 32.8%と

なり，「使用者（同一企業の統合システムの構築

を行う部門とは別に当該システムを使用する部

門がある場合にはその部門）からの要望がない」，

「構造規格や業界規格に準拠している」を上回

る結果となった。また，「実施できる人材（外部

人材を含む）がいない」と回答した事業場も

29.7%あった。ユーザにおいてはこの傾向はより

顕著に示されており，これらのことから，RA の

実施が普及しない根底には，RA が労働安全衛生

規則において努力義務規定に留まっているとい

う現行法制度のあり方と言うよりも「RA の難し

さ」が大きな障壁となっていることを示した結

果と言える。 
他方，RA を実施していると回答した事業場に

おいて，用いている手法を調査した結果を表 4 に

示す。メーカ及びインテグレータでは，ISO 12100
（国内では JIS B 9700 13））又は包括指針ではな

く，設計段階での RA の原則が必ずしも考慮され

ていない「危険性又は有害性等の調査等に関す

る指針 14）」（以下，「RA 指針」という。）のみに

基づくと回答した事業場が 24.7%あり，RA を実

施してはいるものの，その内容や結果の妥当性

が懸念される。また，ユーザにあっては，機械設

備に対する RA は包括指針に従って実施すべき

とされているにもかかわらず，RA 指針だけに基

づくと回答した場合が 61.8%を占めており，メー

カとの連携に基づく機械のリスク低減・管理に

係る適切な対応がまだ十分には周知されていな

い現状が示唆された。 
 
2.2 全体計画と実施事項 
 以上に鑑み，本研究では，中小規模のメーカ及

びユーザにおいて機械に係る RA 実施の普及・定

着を促すための効果的な方策として，機械の設

計段階と使用段階での RA に対し，その実施を担

当する機械安全に関する知識や RA の経験が限

られた設計技術者ならびに生産技術管理者等を

支援するシステムについて検討する。本研究の

全体計画を図 2 に示す。上記の目的に対し，本研

究では，設計段階 RA 支援システムの開発を「項

目 1」とし，また，使用段階 RA 支援システム 2
種の開発・検証を各々「項目 2」及び「項目 3」
と設定して検討を進める。そして，これらを通じ

て得た知見や有効性評価の結果から，最終的な

成果として，RA 支援を目的に開発されるシステ

ムを対象とした「基本要求仕様」を確立する。各

項目の概要を以下に述べる。 

項目 1）設計段階 RA 支援システムの開発 

設計段階での RA については，その原則と基本

となる手順が ISO 12100 によって国際的に標準

化されており，その作業負荷を軽減するツール

やソフトウェアが既にいくつか市販されている。

しかし，予備的検討の結果，市販のツール等は多

くが文書化作業の省力化に焦点を当ており，特

に，RA の中でも最も重要とされる「危険源の同

定」について，知識や経験の限られた設計技術者

が確実に危険源を認識（発見）できるように支援
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するものは見当たらなかった。そこで，項目 1 で

は，第 1～2 年度に，設計段階での RA を①機械

の制限事項の指定，②危険源の同定，③リスクの

見積もり，④リスク低減方策の立案，⑤活動内容

の文書化という手順に分け，機械包括安全指針

や ISO 規格などが規定する RA の原則に基づい

て，各手順で実施されるべき必須事項及びそこ

で必要となる支援の内容を明確にする。また，こ

れと並行して，市販の支援ツール等を改めて調

査し，その機能や内包されている資料，支援対象

として想定されている技術者に求められるレベ

ルなどの観点から比較する。さらに，第 2 年度で

は，設計段階及び使用段階で行われる RA の結果

に基づき，それぞれにおいて達成が求められる

最低限のリスク低減水準を明確にして，具体的

な指標を取りまとめる。リスク低減水準をあら

ゆる機械に対し，一律に，また定量的に示すこと

は困難であるが，達成の目標を示すことは RA の

難しさの軽減に大きく寄与すると考える。 
以上の基礎的検討に基づき，危険源の同定の

支援に焦点を当てた設計段階 RA 支援システム

の要求仕様を策定し，第 2 年度後半から第 3 年

度において，利用者が操作等する基本ソフト

ウェア部分と利用者に提示する資料や事例をま

とめたデータベース部分を構築して，設計段階

RA 支援システムの例として開発する。そして，

労働安全コンサルタントや中小メーカの設計者

を対象に，その有効性などを評価し，必要に応じ

て見直しを図る。また，これと並行して第 3 年度

では，支援システムの取扱い説明を兼ねた設計

段階 RA の基礎を習得するための教材等につい

ても検討する。 

項目 2）選択式使用段階 RA 支援システムの開発 

本項目では，平成 28～30 年度に実施した厚労

科研費「機械設備に係る簡易リスクアセスメン

ト手法の開発に関する調査研究」3）（以下，既実施

研究という。）で提案したイラスト等を用いた簡

易 RA 手法を見直し，RA の対象となる機械につ

いて，災害発生の経緯（危険シナリオ）をイラス

トで提示するとともに，実際に使用している機

械を撮影した画像上で該当する危険区域等を指

定していく方式の危険源同定手法を新たに提案

する。初年度では，厚生労働省が公表している労

働災害（死傷）データベース等 15, 16, 17）から，丸

ノコ盤，旋盤，ボール盤，フライス盤，プレス機

械を起因物とする災害事例を分析し，提案する

危険源同定手法で扱えるよう，これを危険シナ

リオにまとめイラスト化していく方法を検討す

る。第 2 年度では，本手法で対象となる機械とし

てロール機械を拡充する。その上で，提案する手

法による危険源同定を事業場で実行できる具体

的手段の例として，選択式使用段階 RA 支援シス

テムの要求仕様を策定し，タブレット PC 上で動

作するアプリケーションソフトウェアとして開

発する。第 3 年度では，開発したアプリケーショ

ンソフトウェアを労働安全コンサルタントや中

小ユーザの安全担当者に試行してもらい，危険

シナリオ及び危険イラストを用いた危険源同定

手法の有効性などを評価し，必要に応じて見直

しを図る。 

項目 3）典型災害事例を応用した使用段階 RA 支

援システムの検証 

既実施研究において提案した典型災害事例を

応用した簡易 RA 手法については，核となる災害

データの解析は完了していたものの，タブレッ

ト PC を用いた支援システムとしてはフォーク

リフトを起因物とする災害を対象とした試作に

留まっていた。そこで，第 1～2 年度において，

解析した結果に基づき災害が多発している機

械・設備 15 種を扱えるよう，必要な典型災害事

例シート及び保護方策チェックリストなどの情

報を整備し，既存の支援システムに実装する。第

2～3 年度では，本システムの試行等を通じて，

労働安全コンサルタントや中小ユーザの安全担

当者等から意見をいただき，その有効性などを

評価し，必要に応じて見直しを図る。 

RA 支援システムの基本要求仕様の確立 

以上の項目でそれぞれ開発・構築したRA支援

システムの検討を通じて得られた知見等を一般

化し，最終的な成果として，機械の設計段階及び

使用段階でのRAの支援を目的に開発されるすべ

てのシステムを対象に，それらが備えるべき機

能や資料・情報等の要件をまとめた「基本要求仕

様」を確立する。ここでは，システムの要求仕様

がISO/IEC/ IEEE 29148 18）が示すソフトウェア要

求仕様のアウトライン例に基づいて作成される

と想定した上で，各項目に対してRA支援を目的

とする場合に特に記載すべき要件や制約，留意

事項などを検討する。 
 
2.3 期待される効果 
情報通信技術（ICT）は今後より進展するもの

と考えられ，それに応じて様々な機能・特色を

もった RA 支援システムが新たに開発されてい

くことが想定される。その際，本研究によって，

これらに共通に適用される「基本要求仕様」が確

立していれば，常に一貫した考え方の下で重要

な機能や情報を具備したシステムが適切に構築

されることが可能となる。 
さらに，本研究の実施により次のような効果

も期待される。 
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1） 本研究で示す「基本要求仕様」に従った設計

段階 RA 支援システムが利用されていくこと

で，中小メーカにおいても設計段階での RA
実施が浸透すると考えられる。その結果，

ユーザに引き渡す段階で既にリスク低減が

図られた産業機械が一般的となり，機械災害

防止に大きく貢献するものと期待される。 

2） 「基本要求仕様」に従った使用段階 RA 支援

システムが利用されていくことで，中小ユー

ザにおいても機械に対する RA が定着し，残

留リスク管理の充実が進むと考えられ，機械

災害防止に大きく貢献するものと期待され

る。 

3） 未だ国際的に標準化されていない「機械の使

用段階での RA 手法」に関し，中小ユーザに

おいても実施可能な手法を具体的な支援シ

ステム例とともに提示することで，海外にも

広く発信でき，国際標準化の契機となる可能

性がある。 

4） 本研究の成果は，事業場における自主的な安

全管理活動への ICT 活用の好事例になると

期待され，得られた知見は，今後，機械以外

の分野にも ICT を活用した安全管理を展開

しようとする際，基本方針の立案や公表資料

の検討などを行う上で重要な参考となる可

能性がある。 
 

3．設計段階 RA 支援システムの開発 

3.1 設計段階で実施するRAの手順と原則 
以前の我が国の機械安全に対する考え方は，

技術的対策よりも人による対策を中心としたも

のであった。すなわち，仮に機械災害が発生する

と，機械を扱っていた作業者の未熟さと不注意

にその原因を求め，再発の防止は作業者の教育・

訓練や監視・管理の強化を軸とした活動に委ね

ていた。しかし，機械のリスクを最も効果的に低

減できるのは，それを設計する技術者である。こ

の認識のもと，現在「機械のリスク低減」は国際

的に統一された概念で論じられており，それを

定めた国際産業規格が ISO 12100 である。技術的

内容の一致した対応規格として，国内では 2013
年に JIS B 9700 が発行されている。 

ISO 12100 は，EU の機械指令（：Machinery 
directive）19）の整合規格であった EN 292-1 及び 2
を基に，主な内容が標準報告書（TR）の形で 1992
年に先行流布され，その後 10 年以上の国際審議

を経て 2003 年に初版である ISO 12100-1 と 2 が

発行された。ただし，当時，RA に関しては，よ

り詳細にその原則と基本的手順などを定めた規

格（初版の ISO 14121）が別にあった。その後，

機械指令が 2006 年に，ISO 14121 が 2007 年にそ

れぞれ改正されたことを契機に見直しの機運が

高まり，審議の結果，ISO 12100 の第 1 部，第 2
部及び改正された ISO 14121 第 2 版 20）を一つに

統合する形で再編集されることとなった。この

ような経緯を経て，すべての機械設備に適用さ

れるリスクアセスメント及びリスク低減の方法

論，基本的手順，ならびに，リスク低減方策の技

術的原則を定めた新しい規格として 2010 年に発

行されたのが現行の ISO 12100 である。 
ISO 12100が規定する国際的に標準化された機

械の設計段階でのリスク低減プロセスは図 3 の

ように表され，大きく次の六つの手順から成る。 
① 制限事項の指定：対象とする機械の仕様，制

約事項，意図する使用目的（作業）における

前提条件などを明確にする。 

② 危険源の同定：ライフサイクルの全局面で起

こり得る機械の危険源，危険状態，危険事象

を特定する。 

③ リスクの見積り：各々の危険源に対し，生じ得

る危害を想定し，その酷さと発生確率からリ

スクを見積もる。 

④ リスク評価：見積もられたリスクの結果から，

危険源に対してリスク低減の必要性（リスク

低減方策を講じるか否か）を判断する。機械

のリスクを意図したレベルにまで低減でき

たと判断すれば，リスク低減プロセスの終了

となる。 
⑤ リスク低減：リスクを低減するための具体的

方策を立案・実施する。その際，実施可能な

方策を検討する際の優先順には「3 step 
method」と呼ばれる原則が定められている。

なお，第 3.3.3 項で詳述するように，リスク低

減の後には，手順③と同じ方法でリスクを再

度見積もり，手順④と同様に評価する必要が

あるが，このことを図 3 では「再評価」と表

現している。 
⑥ 文書化：検討した結果や判断の根拠について

は，実際には，リスク評価で肯定的な結果と

なった場合以外にも適時文書化して記録し，

設計開発の進展に応じて更新していくが，典

型的な場面として ISO 12100 では最終の手順

として表現されており，本研究もこれに従う。 
なお，産業規格に安全の側面を導入する際に

それが統一的な考え方に基づいて行われるよう

にするための要求事項及び推奨事項を規定した

ISO/ IEC Guide 51 21）において「リスクアセスメ

ント」（：Risk assessment. 以下，「RA」という。）

という用語は，手順①～④と⑥を指すものとし

て「リスクの分析及び評価を含むすべてのプロ

セス」と定義されており，⑤リスク低減とは分け
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て扱われている。しかし，我が国では，労働安全

衛生法第 28 条の 2（事業者の行うべき調査等）

において，事業者には，危険性又は有害性等の調

査に加えて，その結果に応じて法又は規則など

に基づく措置，ならびに，労働者の危険又は健康

障害を防止するために必要な措置を講ずること

が求められており，これに従って各種通達等も

発出されていることから，図 3 に示したリスク

低減プロセス全体を「RA」と解釈している場合

が多い。実際にも，中央労働災害防止協会が 2020
年度にメーカ及びインテグレータを対象に実施

した機械の安全対策に関するアンケート調査で，

「RA は実施しているが，その結果を受けてリス

ク低減措置は実施していない」と回答した企業

は約2.0％に留まることが報告されており，RAと

リスク低減を一体のものとして捉えるのが一般

的となっていることが示唆されている。このた

め，本研究では，図 3 に示すリスク低減プロセス

全体を「設計段階での RA」と定め，特に中小メー

カの技術者を対象にその実施を支援するシステ

ムを検討することとする。 
また，図 3 に示した一連の手順は，設計開発の

進展に並行して反復的に実行する必要がある。

最も典型的な例として，図 3 では，手順⑤：リス

ク低減から手順①：制限事項の指定に戻る場合

を示しているが，場合によっては，手順②：危険

源の同定に戻ることも考えられる。RA を反復す

るタイミングについて，ISO 12100 では詳細まで

規定していないが，中央労働災害防止協会が

2010 年に発行した「機械設備のリスクアセスメ

ントマニュアル 機械設備製造者用」22）では，表

5 に示すタイミングを具体的な例として挙げて

いる。これは，3 step method に従ったリスク低減

方策の実施や実機の試作／量産といった製造過

程の進展を踏まえた設定となっており，最も推

奨される RA 実施のタイミングと言えるが，現実

にはこれほど頻繁に RA を実施できるとは限ら

ない。このため，本研究では，量産製造などに係

る品質管理は別途配慮されるものとした上で，

最低限必要な実施タイミングとして以下の三つ

を想定して議論を進める。 

— 構想設計・機能設計時：機能設計レビューが

可能な程度まで設計が進んだ段階。形状・寸

法，可動範囲，重量（重心位置），速度，印加

電圧，印加圧力などが概ね推定できる状態。 

— 詳細設計（又は量産設計）完了時：製作／組

立開始するにあたり設計を最終承認する段

階。リスク低減方策を含めたすべての設計の

詳細が決定する状態。 

— 実機試作・品質確認時：実機（試作機又は製

品）での評価が可能な段階。図面など書類上

では認識されなかったリスクの発見，測定計

測による検証（EMC，騒音，振動），基本機能

試験の確認などを行う状態。 
 
3.2 本年度の検討事項 
図 3 に示したリスク低減プロセス全体を「設

計段階 RA」と定め，その実施を支援するシステ

ムを検討するにあたり，初年度では，まず，RA
の実施内容の原則や基本となる手順及び枠組み

は ISO 12100 で規定されてはいるが，後述するよ

うに，リスクを見積もる方法や結果をまとめる

表の形式に様々なものが知られているように，

各手順について細部まで詳細には定められてい

ない。また，RA を扱った解説書やガイダンスが

既に数多く発行されてはいるが，書籍ごとに内

容に差異があり，必ずしも統一された認識が持

たれているとは言えない。そこで，RA の各手順

を改めて整理し，実施されるべき必須の要点及

び必要となる支援の内容を明確にした。さらに，

国内，欧州，北米を対象に設計段階の RA の作業

負荷軽減を目的とする市販のツールやソフト

ウェアの実態を調査し，デモ版やマニュアル等

から可能な範囲で実装された機能や内包されて

いる資料，支援対象として想定されている設計

技術者に求められるレベル等を把握した。 
以上の検討の結果，RA の手順の中でも「危険

源の同定」が最も重要なステップであり，かつ，

設計技術者に対する支援が最も必要な場面であ

ると結論し，開発する設計段階 RA 支援システム

は危険源同定に焦点を当てたシステムとする開

発方針を定めた。 
第 2 年度では，前年度の検討をより深めると

ともに，危険源同定を支援するアプローチを複

数考案した上で，開発する設計段階 RA 支援シス

テムの具体的な要求仕様を策定した。一方，前年

度の検討から，設計技術者が RA を「難しい」と

考える要因の一つに，RA の達成目標たる「適切

なリスク低減の達成」を判断する上で指標とな

る水準が必ずしも明確に示されていない点が

あった。あらゆる機械に対してリスク低減の水

準を一律かつ定量的に示すことは困難であると

考えられるが，達成目標を示すことは RA の難し

さの軽減に大きく寄与する。そこで，既に RA 実

施が法制化されている欧州連合（EU）の考え方

を参考にして，具体的な指標を取りまとめるこ

ととした。 
次に，第 2 年度では，前年度の検討をより深め

るとともに，危険源同定を支援するアプローチ

を複数考案した上で，開発する設計段階 RA 支援

システムのコンセプトを，現在までに対応 JIS と

して制定されている A／B 規格の安全要求事項

から抽出した危険源・危険区域をリスト化し，具
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体的な判断基準を技術情報（寸法，推力，速度な

ど）の形で分かり易く提示するとともに，アクセ

ス可能性の評価に対する支援を加味することで，

設計技術者が危険源を自身のもつ知識や経験か

ら主観的に判断する必要なく，危険源の Origin
（原因）の物理的性質とアクセス可能性とを整

理して技術的視点から客観的に検討できるよう

支援するものと定め，開発する設計段階 RA 支援

システムの具体的な要求仕様を策定した。 
第 3 年度にあたる本年度では，策定した要求

仕様を満たす設計段階 RA 支援システムの例と

して，JIS B 9700 及び液圧／空気圧／電気／制御

の各分野で設計原則を扱う B 規格の安全要求事

項から計 187 項目の危険源細目を抽出して一覧

化した上で，デスクトップ PC 上で利用する危険

源同定支援ツールを試作した。支援ツール及び

コンテンツデータの詳細を第 3.3 節に示す。そし

て，労働安全コンサルタント及び中小メーカの

設計技術者を対象に，提案する支援アプローチ，

実装した支援機能や提示情報の有効性を評価し

た。その結果，機械安全の知識に係わらず技術的

視点から客観的に危険源を認識可能とすること

で危険源同定の難しさを軽減し，RA 実施に着手

する出発点を提供する支援として，設計技術者

ならびに同定結果を検証・承認する立場の者に

とって有効であるとの評価が得られた。本調査

の結果と考察を第 3.4 節で述べる。ただし，様々

な点で，ツールのみ提供しても設計者支援とし

て限界のあることが指摘され，設計段階 RA 全体

に関する初歩的な説明や本支援ツールを使用す

る上での留意点をまとめた資料を別途提供する

必要があることが明らかになった。そのために，

これまで設計段階 RA 全般に対して行ってきた

考察を反映して作成した副読本「設計段階 RA ガ

イドブック」を第 3.5 節で示す。 
なお，以上を論じる上で必要な事項として，機

械安全に係る産業規格の体系について触れてお

く。ISO 及びこれに整合した JIS の機械安全規格

は，A，B，C という三つのタイプに分類され，

図 4 に示す体系で整理されていることに留意さ

れたい。ここで タイプ A 規格（基本安全規格。

以下，「A 規格」という。）はすべての機械を対象

にした安全の基本原則を定めた規格であり，現

在は ISO 12100 のみが該当する。タイプ B 規格

（グループ安全規格。以下，「B 規格」という。）

は多くの機械・設備に共通して適用される技術

基準や安全装置の規格，また，タイプ C 規格（個

別機械安全規格。以下，「C 規格」という。）は旋

盤や動力プレスといった個別の機械の詳細な安

全要求事項を規定している規格である。この階

層化された体系は，それぞれの機械安全規格が

おのおの独自に作成されるのではなく，共通の

安全の認識に基づいて制定されることを担保す

る仕組みとして，機械安全規格の作成指針

ISO/IEC Guide 51 及び CEN Guide 414 23）に定め

られたものである。 
 
3.3 試作した危険源同定支援ツール 
3.3.1 C 規格の適用に着眼した開発コンセプト 
 前年度までに，異なる三つの危険源同定支援

のアプローチを考案し，さらに，アクセス可能性

の評価に対する支援も検討した。そして，最終的

にはこれらを統合する形で，項目 1 で開発する

危険源同定支援ツールのコンセプトを定めた 24）。

改めてその要旨をまとめると以下のようになる。 
欧州連合（EU）では，域内での製品の自由な

流通を実現する法的枠組みとして CE マーキン

グという制度が確立しており，メーカ又は輸入

者は適用される欧州指令の要求事項に製品が適

合していることを自らの責任で担保／確認し，

所定のマーク（CE マーク）の貼付をもってこれ

を表明することが義務付けられている。産業用

機械については，少なくとも機械指令 19）が必ず

適用され，附属書 I の EHSRs を満足する必要が

ある。EHSRs では，設計段階で対処すべき種々

の危険と共に，対象機械に該当する条項を決定

するため及び最終的に指令への適合を評価する

プロセスの一環として，製品に関連するすべて

の危険源を考慮した包括的な RA の実施が規定

されている。この要求に関し，欧州委員会がメー

カに向けて発行した機械指令適用ガイド 25）では，

「対象の機械に C 規格が機械指令整合規格とし

て策定されている場合には，その適用によって

RA のプロセスが簡易化される」と説明されてい

る。これは，前述した機械安全規格の作成指針に

ある C 規格の策定ルールに基づく。すなわち，C
規格の策定過程では，次の二つが定められてお

り，C 規格を参照しながら設計対象とする機械を

検討することによって設計段階 RA が容易に進

められるのである： 

① 適用範囲とする機械に一般的に見られる典

型的な危険源や重篤な危害に至る事が認識

されている危険源を規格作成に携わる者ら

が自身の知識と経験に照らして重要危険源

として同定すること。 

② 同定した重要危険源に対する規格策定時の

時点で合理的に実施可能な技術的方策を要

求事項として規定すること。 

上記①で同定した結果は C 規格で一般に「重

要危険源リスト」として一覧化されるが，これは，

設計対象機械において最低限認識しなければな

らない危険源の範囲を明確に示したものと見做

せる。ただし，単純にリストの参照が危険源同定
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（ひいては RA 全体）の実施を容易にする訳では

ない。例として，旋盤の C 規格 ISO 23125 26）の

重要危険源リストから機械的危険源の一部を抜

粋したものを表 6 と表 7 に示す。ここで表 6 は，

規格に記載どおりにリストを再掲したものであ

る。旋盤での状態の説明が一部に付加されては

いるが，ISO 12100 の危険源リストと同様，危険

源自体は一般化された表現の列記に留まり，同

定すべき危険源が明示されているとは必ずしも

言えない。これに対し，表 7 は関連する要求事項

を併記したリストで，このようにして初めて，例

えば，「加速／減速」については少なくとも「主

軸回転の加減速の影響によるチャックの把持力

の喪失」を，また，「重力」については「垂直軸

又は傾斜軸の予期しない動き」を同定（検討）す

べきであることが読み取れる。また，動力プレス

の C 規格 ISO 16092-1 27）の重要危険源リストか

ら機械的危険源の一部を抜粋し，関連する要求

事項を併記したものを表 8 に示す。旋盤と同様，

要求事項を併記することで，例えば可動要素／

回転要素では，スライドが作動する金型領域以

外にも，ノックアウト装置や送り装置，電源の異

常による金型の落下，33 mm/s 以上で送られるコ

イル端などが同定すべき対象となっていること

が読み取れる。 
このように，機械指令適用ガイドで「C 規格の

適用によって RA が簡易化される」が指す意味

は，「適用範囲とする機械に一般的に見られる又

は重篤な危害に至るとして同定された危険源に

対して規定された要求事項を参照することで危

険源の認識が容易になる」ことと解せる。これよ

り基本となる着想を得て，本研究では，次に述べ

る二つの側面からの危険源同定の支援を考案す

るに至った。 
 
1）「危険源の Origin」の認識の支援 

C 規格の重要危険源リストと要求事項を参照

することで，知識や経験の限られた設計者でも

検討すべき危険源を比較的容易に把握できるよ

うになると考えられる。しかし，C 規格が制定さ

れていない機械又は適用範囲から除外されてい

る機械に，このアプローチは適用できない。さら

に，C 規格が制定されていても，設計対象とする

機械の機能や特性によっては規格が扱っていな

い危険源が潜在している場合もあり得る。 
そこで本研究では，すべての機械に共通して

適用される A／B 規格の要求事項に着目するこ

ととした。これらの規格で，要求事項として規定

された機械の部位，動作範囲，機能，状態などは，

すべての機械に共通する一般に広く認識された

危険源の Origin 又は危険区域と見做せ，危険源

同定において最低限検討すべき必須の対象とし

て設計者を支援する情報になると考えたためで

ある。具体的には，以下の①～③を JIS として制

定されている現行のA及びB規格に対して行い，

危険源の原因／危険区域の判断基準／定義のリ

ストを作成して提示することを提案する： 
① まず，特定の A 又は B 規格の各要求事項か

ら対象となっている機械の部位や要素，動作

範囲などを最低限認識すべき危険源の Origin
又は危険区域として抽出する。 

② 次いで，抽出した危険源の Origin／危険区域

に関連する他の規格や技術文書などを参照

して補足情報を加える。 
③ 最終的に，設計者が機械安全の知識に関わら

ずに技術的視点から客観的に設計対象機械

に該当するか判断できるように，危険源の

Origin／危険区域を判断基準／定義の形式で

記述する。 
例として，JIS B 9700 の細分箇条 6.2（本質的

安全設計方策）から抽出した危険源の原因／危

険区域の判断基準／定義リストを表 9 に示す。

各々の判断基準／定義に記した具体的な数値は，

「引用元」欄に示した関連規格や技術文章に基

づいて定めたが，その際，同様の数値基準や評価

指標を規定した規格等が複数ある場合には最も

保守的な値を採用した。一方，「応力の考慮不足」

では，該当する構造部分が破断や破損などした

結果起こる危険事象として，機械本体や機械の

可動部分，運搬物などが停止しないことや予期

せず動作することと，それ自身の飛散／脱落が

考えられる。このように同定した部位や要素な

どに想定される危険事象が複数考えられる場合

（これは，構成要素や部品の破損防止，電源や圧

力源の変動防止に関する要求事項から危険源の

原因を抽出したときに該当することが多い），設

計者が異なる危険事象の結果として生じる危害

とその被災者をより想定・発想し易くなるよう

に，リストでは（I），（II）の番号を付す形で複数

の項目に分けて記述することとした。 
このようなリストを A／B 規格すべてを対象

に作成すれば，設計者は，提示される項目に従い，

順に，設計対象機械に該当する部位や形状，機構

部分などの有無を判定していく手順で，最低限

認識すべき危険源の原因を網羅した危険源同定

を実施できると考える。なお，このように危険源

の原因を出発点とする危険源同定の実施方法は

ボトムアップアプローチ 28）（図 5 参照）と呼ば

れるもので，現行の A／B 規格の要求事項を一つ

一つ読み込み，自らの知見に基づいて又は関連

規格などを参考にして，その適合を判断してい

くことと実施的に等価である。これが独自に行

える設計者に対しては大きな支援効果は期待で
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きないが，起こり得る危害を出発点に検討する

場合と比較して，RA を実施する者に創造的思考

を求めずに，網羅的な結果を得ることができる

（一方で作業量はより多くなる）とされている。 
 
2）「アクセスの可能性」の評価の支援 

 一方，危険源同定では，単に危険源の原因を

認識するだけでなく，それらに人がアクセスす

る可能性を評価する必要がある 24）。本研究では，

これに対する支援としても機械安全規格の要求

事項の活用を提案する。すなわち，まず，人が危

険源との間に接近，侵入又は滞在することが可

能な物理的空間が危険源の原因周辺に存在すれ

ば，「アクセス可能である」と見做すこととする。

その上で，そのような物理的空間の有無を客観

的に判断できるように，複数の機械安全規格か

ら，手が届く高さ，上肢や全身が侵入できる隙間

寸法，人が滞在可能な空間の広さなどの規定値

や条件を抽出して一つに統合し，包括的な指標

として危険源同定の際に判断基準／定義と併せ

て提示する。これにより，設計対象機械の寸法仕

様やレイアウトといった技術情報から客観的に

アクセスの可能性の有無を評価することが可能

になり，機械の実際の運転条件や作業内容，過去

に経験された災害事例，ユーザの合理的に予見

可能な誤使用などを踏まえて，RA 実施者がアク

セスを想定／発想する必要性は大きく減らせる

と考えられる。 
この方針で作成した評価指標の一部を図 6 に

示す。ここで，1）は ISO 13857 29）の基準値をそ

のまま引用したものであるが，2）は IEC 60364-
4-41 30）の要求事項に上肢の長さをより長く見積

もっている ISO 13857 の値を適用して作成して

いる。また，C 規格の中にも独自の基準を設けた

ものがあり，例えば，動力プレスの C 規格 ISO 
16092-1 では，加工領域内に全身では侵入／滞在

できない基準として，スライドのストローク長

0.6 m 以下，ボルスタの奥行き 1.0 m 以下を定め

ていることから一部で参考とした。 

 
3.3.2 試作した危険源同定支援ツールの概要 

C 規格の適用が RA の実施を容易にするとい

う EU の考え方に着想を得て，A／B 規格の要求

事項を活用して，危険源同定に含まれる二つの

側面から，設計技術者が，機械安全の知識に関わ

らずに技術的視点から客観的に最低限認識すべ

き危険源を同定できるよう支援する方法を提案

した。機械に起こり得るすべての災害シナリオ

を網羅するのが危険源同定の理想である。しか

し，知識や経験の限られた設計技術者が RA を実

施する上で達成すべき要件を考えれば，検討範

囲の広さを確保するよりも重大な見落しを防ぐ

ことがより重要であると考える。このため，すべ

ての機械に共通して適用される A／B 規格の安

全要求事項から最低限同定すべき危険源の範囲

を明示することが，最も有効かつ確実な支援と

考え，本研究では上述のコンセプトを採用する

こととした。 
さらに，このような支援に基づく危険源同定

は，A／B 規格への適合にもつながる。このこと

は，特に C 規格が制定されていない機械を設計

の対象としている場合に，「適切なリスク低減の

達成」24）を根拠立てて判断する上で大きく貢献

すると期待できる。なお，C 規格が制定されてい

る機械については，その重要危険源リスト及び

安全要求事項を参照することが，「適切なリスク

低減の達成」を判断する上で優先されることは

当然であり，本支援はこれを代替するものでは

なく，補完する位置付けとなる。 
以上の開発コンセプトに従い，Windows 10 搭

載のデスクトップ PC 上で利用することを想定

した危険源同定支援ツール（以下，「本支援ツー

ル」という。）を試作した。これは，設計対象機

械の危険源及び危険区域のリストアップの支援

を軸に，「アセスメント」（一般的にプロジェクト

などと呼ばれる同定結果などデータを格納した

ファイルで，本支援ツールでの実行記録の 1 単

位）の管理，表計算ソフトへのデータ出力など一

連の処理を 1 台の PC で全て実行できるようイ

ンストールされるアプリケーションソフトウェ

アである。 
なお，前年度までの検討から，開発する支援

ツールは，いかなる設計技術者でも事前に講習

やトレーニングなどを受けずに利用できるよう

構築する必要がある。ただし，支援ツールの利用

を通じて，その機能や提示情報だけをもって，機

械の RA に関する知識を一切もたない者が危険

源同定を実施できるようにすることには明らか

に限界がある。このため，本研究では，想定する

利用者に，最低限の予備的知識として厚生労働

省が公表している「機械設備のリスクアセスメ

ントマニュアル（機械設備製造者用）」の本編 22）

及び同別冊 31）を一読し，内容を把握しているこ

とを前提におくこととした。 
また，本支援ツールを利用するタイミングと

しては，機能設計レビューが可能な程度まで設

計が進み，機械の寸法，可動範囲や速度，重量，

電圧，圧力などが概ね推定できる「構想設計・機

能設計」以降を想定している。設計の見直しに迫

られる状況を回避するためには，より早い段階

で危険源をすべて同定できるのが望ましい。し

かし，設計技術者が主観的に判断する必要なく，

危険源を合理的に認識できるよう支援するため

には，本支援ツールで提示する危険源の判断基
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準は可能な限り詳細な技術情報とする必要があ

ると考え，この想定とした。 
本支援ツールの基本ソフトウェア部分の処理

の流れを図 7 に示す。初めに，処理①で新規アセ

スメントの作成又は既存アセスメントの選択を

行う。次に，処理②で，提示される A／B 規格の

安全要求事項から抽出した危険源・危険区域の

一覧から項目を一つ選択する。項目を選択する

と，対応する「判断基準／定義」（表 9 参照）と

「アクセス可能性の評価指標」（図 6 参照）が提

示されるので，これらを参照しながら，該当する

機械の部位，要素，動作範囲などの名称を入力し

ていく（この処理③が本研究の提案する支援さ

れた危険源同定であり，標準化された RA で“危

険源（Origin）のリストアップに相当する）。該当

する部位，要素などの名称を入力したら，処理④

で，それに想定される危害，被災者，危険状態が

生じる局面／作業などを入力し，災害シナリオ

を作成する。作成後は再び処理②に戻り，他の危

険源項目に移り処理②～④を繰り返す。すべて

の項目を検討したら，最終的に RA まとめ表の形

式で一覧化されるので（処理⑤），必要に応じて

データを印刷又は表計算ソフト（本支援ツール

では Microsoft 社製 Excel とした）に出力する。

利用者は，この表を利用して，危険源同定に続く，

リスクの見積り，リスクの評価へとリスク分析

の手順を進めて行くことが可能である。 
以上の流れを本支援ツールでは次の三つの画

面構成で実行することとした： 
画面Ⅰ「アセスメントの管理」：処理①を行う 

画面Ⅱ「危険源の同定」：処理②と③を行う 

画面Ⅲ「災害シナリオの作成」：処理④と⑤を行う 

 各画面の機能等について以下に詳述する。 
 
1）画面Ⅰ「アセスメントの管理」 

画面 I を図 8 に示す。本支援ツールの起動画面

にあたる画面で，新規アセスメントの作成又は

既存アセスメントの選択を行う。画面左欄には

選択可能な処理が，右欄には選択した既存アセ

スメントの情報が表示される（この操作は他の

画面でも実行できるが，左右の欄はタブに収納

される）。一つのアセスメントには，危険源同定

結果及び災害シナリオとともに，実施履歴を管

理するために不可欠な情報として次の事項を記

録できるようにした（e と f の「承認」について

は次節で述べる）： 
a) 作成者名（必須入力項目） 
b) 作成日時（作成時に自動記録） 
c) 更新者名 
d) 更新日時（更新保存時に自動記録） 

e) 承認者名 
f) 承認日時（承認操作時に自動記録） 
g) 備考（アセスメントの補足や関連情報など） 
なお，本支援ツールは，あくまでも機械安全 JIS

規格の安全要求事項から抽出した危険源・危険

区域の提示という危険源同定支援のアプローチ

の有効性を評価する目的で製作するもので，特

に，後述する機械安全専門家及びメーカ等での

試用評価に必要な機能のみを考慮した仕様とし

ており，簡略化のため，アセスメントの保存先は，

支援ツールのインストール先フォルダ内に予め

指定されたフォルダに限定することとした（す

なわち，フォルダの新規作成操作は行えない）。 
 
2）画面Ⅱ「危険源の同定」 

 画面 II を図 9 に示す。支援された危険源同定

を実施する本支援ツールの核となる画面である。 
 危険源項目選択欄には，上段に JIS B 9700 の

危険源リストに従った危険源の種類（機械的，電

気的など）が表示される。利用者が特定の項目を

選択すると，対応する危険源の細目（機械的危険

源では，死角，押しつぶし，端部など）が一覧表

示される。ここで，危険源細目は最低限認識すべ

き危険源として本研究で抽出したものであり，

RA 実施の際には常にすべての細目を１度は必

ず検討すべきであることから，本支援ツールで

は，危険源の種類分け及び同種の危険源の中で

の細目の項目及び表示順は固定されており，利

用者側では変更することはできない仕様とした。 
 特定の細目が選択されると，それに応じて，次

の情報が提示される： 

a) 判断基準 
 表 9 に示した，細目として掲げられた危険

源・危険区域が設計対象機械に該当するか否

か，設計技術者自らがもつ知識や経験に依存

することなく，合理的に判断・認識できるよ

うにするための具体的な数値基準や寸法，形

状規定などである。 
 なお，本来は JIS B 9700 の付属書 B に示さ

れたすべてのカテゴリの危険源を扱えるよう，

現行の A／B 規格すべてを対象に抽出した危

険部位／危険区域を登録すべきであるが，本

支援ツールは提案する支援方法を実行する手

段の例として，その有効性を評価する目的で

試作したものであることから，JIS B 9700 及

び液圧／空気圧／電気／制御の各分野で設計

原則を扱う JIS B 836132），JIS B 8370 33），JIS B 
9960-134）及び JIS B 9705-2 35）の 5 規格を抽出

対象と定め，表 10 に示す計 187 項目を登録し

た。機械的危険源の項目が他に比べ圧倒的に
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多いが，これは今回選択した 5 規格が扱う技

術分野が反映された結果である。 

b) アクセス可能性の評価指標 
 第 3.3.1 項の 2）で述べたアクセス可能性の

評価に対する支援にあたるもので，各々の細

目に応じて，例えば，角部やはさまれに対し

ては「危険源に人が接触又は侵入する可能性」

について，衝撃や危険有害性物質に対しては

「人が危険源の影響を受ける又は危険源に暴

露される可能性」について，これらを評価す

る際の指標となる寸法基準や条件，状況が端

的に文章で示される。その上で，より詳細な

情報が必要な場合には，画面右上のコマンド

ボタンを操作することで，図 6 に示した評価

指標が基本アプリケーションウィンドウの画

面とは別のサブウィンドウで表示される。 

c) 出典規格箇条 
 当該細目の出典となった規格及び箇条番号。 

d) 参考情報 
 判断基準の根拠や出典となった文献等の情

報。利用者が，より詳細に危険源・危険区域

の有無を検討する際の重要な手掛かりとなる。 

 以上の情報はデータベース部分に HTML ファ

イル形式で格納されており，利用者はこれらを

参照しながら，該当する機械の部位，要素，動作

範囲などの名称を入力欄に記入していく。該当

するものが無ければ，ボタン操作によって，その

項目に対し「該当なし」と入力する。また，画面

II では以下の点についても考慮した： 

— 提示された危険源細目に対して入力した各々

の部位などには，備考を付記でき，さらに CAD
図面や仕様表といった関連ファイルへのリン

クを設けられるようにした（ただし，簡略化の

ため，リンク可能なファイルは本支援ツール

をインストールした PC に既に保存されてい

るファイルに限定した）。 

— 本支援ツールでは，次の処理④の後に再び処

理②に戻り，危険源同定を繰り返す。このため，

実施状況（特に未検討の細目）を容易に確認で

きるように，細目ごとに同定した部位等の数

が表示されるようにした（該当する部位等が

無い場合は“該当なし”を入力する）。 

— 例えば“高所”，“重量物”，“騒音”といった危

険源細目については，アクセスの可能性を検

討する重要性は低いため，「アクセス可能性の

評価指標」は提示しないこととした。 

— 図 9 には示していないが，すべての危険源細

目を検討した後に右欄「アセスメント情報」タ

グを開くと，アセスメント結果を「承認」する

操作ができるようになっている。あくまでも

模擬的なものであるが，危険源細目一覧に「未

実施」の項目があれば操作は行えず，その旨を

知らせる警告が表示される。 
 
3）画面Ⅲ「災害シナリオの作成」 

画面 III を図 10 に示す。ここでは，各細目に

対して同定した機械の部位等について次の四つ

の事項を文字列として入力し，これらに基づい

て災害シナリオを作成する： 
a）危害の対象者 
b）危害が発生する工程／作業場面等 
c）想定する危害の症状と程度 
d）想定する危害の程度 
e）想定する負傷部位，部位詳細 
以上の項目は，標準化された RA 手順で手順

②：“危険源の同定”に続く手順③：“リスクの見

積もり”を実施する上で最低限必要な事項とし

て選定したものである。また，各事項を入力する

際は，文書化作業の負担低減と記述すべき内容

を分かり易く例示することを意図して，自由記

述と併せてプルダウンメニューの利用もできる

ようにしている。プルダウンメニューのデフォ

ルトのメニュー項目には，厚生労働省が公開し

ている機械災害データベース 17）などを参考にし

て語句を登録しているが，自由記述で直接入力

された語句が順次自動的にメニューに追加され

ていく機能としている。 
 一方，災害シナリオの作成自体については，初

年度に調査した市販 RA 支援ツールの一つ 36）に

実装されている機能を参考に，同定結果として

入力した機械の部位及び上記 a）～e）を文章の構

成要素にして次の定型フォームで自動的に生成

されるようにしている： 

【危害の対象者】が【工程／作業場面】の時に

【同定した危険部位等の名称】によって 
【負傷部位（部位詳細）】を【症状（程度）】する。 

 この機能で作成される文章は，あくまで初期

の文案程度のものである。しかし，この自動作成

機能は，文書化作業の負担軽減ばかりでなく，記

述すべき災害シナリオを具体的に分かり易く例

示する機能として本支援ツールにとっては重要

な機能の一つであると考えられる。 
 以上によって，同定したすべての危険源細目

について災害シナリオを作成し終えたら，その

結果は，必要に応じて予め記憶させた定型の RA
まとめ表として表計算ソフト（Microsoft 社製 
Excel）にデータ出力できる（図 11 参照）。ここ

の表の様式は，危険源同定に続く「リスク見積

り」，「リスクの評価」，「保護方策によるリスク低
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減」へと機械のリスク低減戦略が進められて行

くことを想定して作成した。 
 
3.4 危険源同定支援ツールの有効性に関する調

査結果と考察 

3.4.1 予備的動作確認 

 試作した本支援ツールについて，中小メーカ

の設計技術者を対象に，本支援ツールを用いた

危険源同定に対する主観的な意見（感想）を収集

する調査を行い，その有効性を評価する。ただし，

これに先立ち，機械安全に精通している労働安

全コンサルタント 4 名に本支援ツールの支援機

能や提示される情報を確認していただき，問題

点や所感を述べてもらった。 
まず，基本的な動作確認結果として，本支援

ツールの三つの画面構成及びその動作には大き

な問題は見当たらず，また，有効性評価の目的に

おいては前述の 5 規格から抽出した計 187 の危

険源細目で特に不足のないことが確認された。

ただし，一部の機能について準備した取扱説明

書だけでは操作の仕方が十分理解されなかった

ものがあったことから，説明内容を見直すこと

とした。修正した取扱説明書を付録 1 として巻

末に添付する。 
一方，本研究で設計段階 RA 支援システムを開

発する上で危険源同定に焦点をあてた点につい

ては，すべてのコンサルタントから賛同を得ら

れた。また，設計技術者を支援する方法として機

械安全規格を活用して危険源を技術的視点から

客観的に認識できるように情報を提示した点に

ついては，「設計者のみならず同定結果を検証・

承認する立場の者にとっても有効な支援となり

得る」と評価された上，「設計段階でどの規格を

参照すれば良いか明確に示した資料にもなって

いる点で画期的」との意見もあった。災害シナリ

オの自動作成機能に関しても，「RA 初心者に

とって事故の型のみでシナリオを終わらせずに

正しい形の記載に導く上で大変重要である」と

された。 
しかし，「機械的危険源だけで 110 項目もあり，

事前のレクチャー無しに危険源を見つけていく

のを期待するにはやや無理がある」との指摘も

あり，本支援ツールだけでは，設計段階 RA 全体

に関する初歩的な説明が不足していることが示

唆された。この他にも受けた指摘のうち，特に重

要と思われたものを以下に示す： 
1）危険源同定では，機械自身だけでなく，それ

が使用中に扱う加工材料や製品などに関連

する危険（例えば，溶融金属を運搬する設備

において金属の飛散など）も検討範囲に含め

る必要があるが，本支援ツールでは扱われて

いないように感じる。 

2）「災害シナリオの作成」において「工程・作業

場面」を記述するが，これが危険源への暴露

頻度や危害の発生確率の推定へと繋がるこ

とが読み取れない。 
3）機械的危険源の「動力源の起動，動力供給の

接続」に対し，該当する機械本体又は可動部

分を同定する形になっている。これらは危険

事象であって，その結果として意図せずに起

動・動作する機械部位を同定させようとの意

図と考えるが，説明が十分されていない。 
4）「判断基準／定義」及び「アクセス可能性の評

価指標」の文章がコピーできない仕様である

が，利用できるようにした方が良いと思う。 
5）液圧及び空気圧の項目は，機械によってはす

べてが関連しない場合があり，まとめて「該

当なし」とできるようにカテゴライズするな

どした方が良い。 
6）災害シナリオを作成した後，再び危険源同定

画面に戻ると，一律に機械的危険源を選択し

た状態になってしまう。それまで同定を行

なっていた危険源種別に戻るようにした方

が良い。 
 以上のうち，指摘 1）～3）は，冒頭に示した指

摘の各論と言えるもので，設計段階 RA 全体に関

する初歩的な説明や本支援ツールを利用する上

での留意点をまとめた，取扱説明書とは別の副

読本のような資料を作成する必要があることを

示唆している。また，指摘 4）～6）は，本支援ツー

ルの使用性に対して参考となる指摘であり，実

際の設計技術者も同様に感じるか後に実施する

調査で明らかにすることとした。 
 
3.4.2 有効性評価の概要 

 本支援ツールの有効性に関する調査は，プレ

ス機械，粉砕機，金属切断機，搬送システムなど

を製造している労働者数（子会社・関連会社を除

く）47～99 人のメーカ 3 社から設計部門に属す

る技術者 7 名，同じく労働者数 100～147 人の

メーカ 2 社から技術者 5 名の参加を得て，各メー

カを個別に訪問する形で 2023 年 1 月末から 3 月

初めに実施したものであり，労働安全衛生総合

研究所倫理審査委員会の承認（通知番号：R4-安
5-01）を得て行った。 
 調査では，各社とも 2～3 名のグループで対面

にて対応いただいた。はじめに，目的や提案する

支援方法の概要，ならびに，本支援ツールの構成

や実装機能などを約 1 時間説明した。その際，予

備的動作確認において労働安全コンサルタント

から受けた「何らかのレクチャーが必要」との指

摘を考慮し，設計段階 RA 及び危険源同定の基本

的事項について簡単ではあるが併せて解説した。

次いで，各社で製造している機械や設備を想定



機械設備に係るリスクアセスメント支援システムの開発 

15 
 

して本支援ツールを用いた危険源同定を模擬的

に 2～2.5 時間行うことで，本支援ツールの全容

を把握していただいた。具体的には，筆者らが指

定した危険源細目に対して，提示される判断基

準等に基づいて該当する危険部位等を挙げ，災

害シナリオを作成した。その印象から，提案する

支援された危険源同定に対する主観的意見を，

予め準備した質問に沿って回答いただいた。各

設問の主旨は必要に応じて口頭で説明し，後日，

記入された回答用紙を個別に回収した。 
 研究対象者（以下，「回答者」という。）計 12 名

の RA の経験などに関する質問と回答を図 12 に

示す。今回協力を得たメーカは，いずれも，自社

製品に対する設計開発工程の中に RA の実施及

びその結果の承認を組み込んでいたが，回答者

には業務として RA を実施したことがない者 2
名と実施 1 回の者 3 名が含まれた。また，RA に

関するセミナや講習会を受講したことがある者

は 4 名であったが，危険源同定を行う際に機械

安全規格を参照していると 7 名が回答し，規格

の利用の重要性は広く認識されていた。ただし，

ISO 12100（JIS B 9700）と「機械の包括的な安全

基準に関する指針」は半数以上が知っていたが，

RA の解説書として ISO が発行している TR 
14121-2 を知っていると回答した者は 1 名に留

まった。ISO 12100 と包括指針は機械の RA の原

則を定めるもので，RA の具体的な実施内容や問

題となる事項についてはほとんど述べられてお

らず，設計者が RA を「難しい」と感じる要因の

一つに ISO/TR 14121-2 の不周知があることを示

唆した結果と言えよう。 
 
3.4.3 調査結果 

1）支援ツール全般に対する評価 
本支援ツールを用いた模擬的危険源同定では，

業務において主に機械構造系を担当する回答者

には機械的危険源を，電気制御系を担当する場

合は電機的危険源を中心に評価いただいた。 
これを踏まえた全般的な印象に関する質問と

回答を図 13 に示す。 
問（1）に対して全回答者から肯定的回答が得

られ，「出典規格を参照し数値的根拠を知ること

ができて大変良い」，「社内教育や客先への説明

資料にも使用できる」などの評価を受けた。ただ

し，提案する支援方法の核である「判断基準」と

「評価指標」を参照しながら対象機械の該当す

る部分や要素をリストアップしていく方式に関

する問（2）には，「判断基準と評価指標が分類さ

れていて解り易い」との評価もされたが，3 名か

ら否定的回答があり，中でも「全く規格を知らな

い人ができるとは思えない」との指摘を受けた。

機械の安全設計に規格を利用することの重要性

は，厚生労働省においても，設計者に対して実施

すべき機械安全教育カリキュラムの範囲 7)に掲

げ，リーフレット 89)などを作成して周知を図っ

ている。実際，第 2 章で述べたように，今回の回

答者の間でも広く認識されている現状を見れば，

この懸念は必ずしも当たらないとも考えられる。

しかし，予備的動作確認において労働安全コン

サルタントから受けた指摘を踏まえ，本研究で

は，設計段階 RA 全体に関する初歩的な説明など

をまとめた資料を別途作成することとしており，

本件についてはその中で考慮することとした。 
以上の結果から，提案する支援方法が機械安

全の知識に係わらず技術的視点から客観的に危

険源を認識可能にする支援としての有効性が示

されたと考える。なお，問（3）には 1 名から否

定的回答が示されたが，その理由は「金銭的難し

さなどもあり，企業理念や業界での合意が必要」

とのことで，目的とした危険源同定の難しさを

軽減するという点に関しては，一定程度達成し

たと判断できる。また，RA で最も支援が必要な

ステップと考え「危険源同定」に焦点を絞って検

討を進めた本研究の方針についても，問（4）で

約 8 割の回答者から賛同が得られた。 
 
2）画面Ⅱ「危険源の同定」に対する評価 

画面Ⅱに関する主な質問と回答を図 14 に示す。

「判断基準」と「評価指標」は平易な記述に努め

たが，問（1）と（2）でいずれも「やや難解」と

の評価が数件あった。具体的に改善すべき事項

として，特に，本支援ツールでは「判断基準」と

して複数の機械安全規格が同じ危険源に異なる

数値基準を規定している場合，最も保守的な値

を採用する方針としていたが，このことが表示

欄や取扱説明書で十分説明できておらず，利用

者を混乱させる可能性が指摘され，検討する必

要があることが分った。ただし，細目の数に関す

る問（3）には，全回答者から肯定的回答が得ら

れ，「すでに RA を行った機械に対しても漏れが

ないか改めて確認したい」との意見もあった。 
一方，問（4）は，労働安全コンサルタントか

らの指摘（第 3.4.1 節 5））に関連する危険源細目

についての事項である。前述したように，本支援

ツールでは危険源の種類分け及び同種の危険源

の中での細目の表示順は固定されており，利用

者側で変更することはできない仕様としたが，

問（4）の結果より，変更に対する要望が高いこ

とが示された。また，問（5）も労働安全コンサ

ルタントから指摘のあった事項（第 3.4.1 節 6））
で，コピー機能の導入を検討する必要がある。 
 
3）画面Ⅲ「災害シナリオの作成」に対する評価 
画面Ⅲに関する主な質問と回答を図 15 に示す。
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3.7.2 項の 3）で述べた入力項目 a）～e）は，「危

険源同定」の後に続く「リスク見積り」を行う上

で最低限想定（設定）しておくべき必要事項と考

えて選定したが，問（1）の結果より，その意図

が十分受け入れられたことを確認できた。ただ

し，「リスク見積り」への進展も考慮した記入項

目としておくべきとの指摘も 2 名からあった。

本支援ツールは特に RA の経験の少ない設計者

に対する危険源同定支援を目的において試作し

たものであるが，今後，RA 全般をある程度理解

している設計者も利用対象に含めるとした場合

には考慮すべきと考える。 
一方，入力項目の内容を構成要素とした定型

の文章フォームで自動的に災害シナリオを作成

する機能については，問（2）の回答から，作成

される文章が初期の文案程度のものであること

から全員ではなかったが，概ね本支援ツールに

とっての重要性が認められた。 
また，a）～e）の入力には，自由記述と併せて

機械災害データベースなどを参考に語句を設定

したプルダウンメニューも利用できるが，危害

の程度（重度，中程度，軽度）について目安のな

い点や，症状及び負傷部位の語句が専門的で細

か過ぎる点に指摘を受けた。他にも，「災害シナ

リオは同定した危険箇所ごとに表示順が固定さ

れているが，危害の対象者別にソートできれば

保護方策を検討する際に重点化できる」，「シナ

リオ作成中も規格を参照できると良い」といっ

た示唆に富む意見をいただいた。 
なお，事前の動作確認で，画面Ⅲに関し，一旦

災害シナリオを作成した後に再び画面Ⅱ「危険

源の同定」に戻ると，一律に危険源の種類・細目

が機械的危険源の先頭項目を選択した状態に

なってしまう点が労働安全コンサルトから指摘

を受けたが，問（3）の回答から，一部に差異は

あったが何らかの修正が必要であると分かった。 
 
3.4.4 考察 

機械安全の知識が限られた設計者でも最低限

同定すべき危険源を認識できるように支援する

には，「危害の原因となり得る性質をもつ物質や

エネルギを技術的視点から判断できるようにす

ること」及び「危険源に人がアクセスする可能性

を客観的に評価できるようにすること」が必要

である。本研究では，機械安全規格の要求事項や

規定基準を活用することで達成する方法を提案

し，労働安全コンサルタント 4 名によって動作

確認を行い，その後，試作した支援ツールを用い

て中小メーカの設計者を対象に主観的な意見

（感想）を収集した。得られた結果から，提案す

る危険源同定支援手法及び試作ツールの有効性

を評価する。 

まず，労働安全コンサルタントによる動作確

認では，本支援ツールに大きな問題は確認され

ず，設計技術者及び同定結果を検証・承認する立

場の者にとって有効な支援となり得るとの評価

が得られた。ただし，様々な点でツールのみを提

供しても設計者支援に限界のあることが指摘さ

れ，設計段階 RA 全体に関する初歩的な説明や本

支援ツールを使用する上での留意点などをまと

めた，取扱説明書とは別の副読本のような資料

が必要であることが明らかになった。 
次に，中小メーカの設計技術者を対象に行っ

た調査では，本支援ツールが機械安全の知識に

係わらず技術的視点から客観的に危険源を認識

可能とすることで危険源同定の難しさを軽減し，

RA 実施に着手する出発点を提供する支援とし

て有効であると示された。さらに，RA で最も支

援が必要なステップと考えて「危険源同定」に焦

点を絞った本研究の方針についても 8 割の回答

者から賛同が得られた。 
ただし，調査に用いた本支援ツールは，あくま

でも提案する支援方法の有効性評価に必要な最

低限の仕様で試作したもので，その使用性まで

は必ずしも十分考慮できてはいないが，この点

を踏まえてもなお反映すべき示唆に富む重要な

指摘を複数受けた。これらを参考に改善を検討

し，中小メーカの設計技術者を真に支援できる

ツールとして完成度をさらに高めていきたい。 
 
3.5 設計段階 RA ガイドブックの作成 
 本支援ツールの開発にあたっては，初年度に

行った既存の市販 RA 支援ツールに関する調査

の結果 24）から，いかなる設計技術者でも事前に

講習やトレーニングなどを受けずに利用できる

よう配慮した。ただし，支援ツールだけをもって，

機械の RA に関する知識を一切もたない者が危

険源同定を実施できるようにすることには明ら

かに限界があり，労働安全コンサルタント及び

中小メーカの設計技術者からも指摘を受けた。

そこで，本研究では，取扱説明書とは別に，設計

段階 RA 全体に関する初歩的な説明や本支援

ツールを利用する上での留意点をまとめた資料

「機械設計技術者向け 設計段階 RA ガイドブッ

ク」（以下，「本ガイドブック」という。）を作成

することとした。 
初年度に検討した「RA 各手順での必須実施事

項」24）検討結果に基づき，本ガイドブックで考慮

すべき事項をまとめると以下のようになる： 

１）機械の安全化プロセス全体において，メー

カが設計段階で RA を実施する目的を示し，

その中で，本支援ツールでは「危険源の同定」

という一つの段階のみを対象にしているこ
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とを明示する必要がある。この点に関し，本

研究では，メーカが設計段階 RA を実施する

目的として，「より安全性の高い機械をユー

ザに提供すること」だけでなく，「ユーザが

適切に使用段階 RA を行い，リスクが低減さ

れた機械の状態を維持管理していくのに必

要な情報を提供すること（すなわち，機械の

残留リスク等の危険情報の提供）」に大きく

関連していることを示すこととした。危険

情報の提供は，機械災害防止をメーカと

ユーザが連携して推進していく上で必須の

活動である 

２）本支援ツールを用いて危険源同定を実施す

る前に，RA の最初の手順である「制限事項

の指定」において，機械の用途，使用される

環境，期間及び機械を使用する者等の条件

を定めず（あるいは，与えられず）に設計段

階 RA を進めていくことは不可能である。そ

の旨を本ガイドブックで明示するとともに，

「制限事項の指定」を行う際に現時点で最

も参考になる資料として，文献 22）にある

チェックリストを引用して紹介することと

した。 

３）「制限事項の指定」の一部として，ISO 12100
では「予見可能な誤使用」の明確化を求めて

いるが，機械災害に関する経験や知識の限

られた設計技術者がこれを行う負担を軽減

する目的で，本研究では，「予見可能な誤使

用」を危険源同定の中で「アクセス可能性の

評価」として扱うこととし，本支援ツールに

実装している。本ガイドブックでは，このこ

とを設計段階 RA 全体の概要と併せて述べ

るとともに，「予見可能な誤使用」を指定し

ておくことの重要性を，「使用上の情報（特

に，警告表示又は取扱説明書）」や「ユーザへ

通知する危険情報」の作成に関する部分で

説明することとした。 

４）本支援ツールを利用する上で，機械の安全

設計における産業規格の重要性を認識して

いることは必須である。この点について，す

でに厚生労働省が公表しているガイドやマ

ニュアルなど参考資料を，その入手先を含

めて本ガイドブックで紹介することとした。 

５）本支援ツールでは，提示する「危険源の判断

基準／定義」において，複数の機械安全規格

に同種の危険源に異なる数値基準を規定し

ている場合には，最も保守的な値を採用し

ている。その旨を本ガイドブックに明示す

るとともに，RA での考え方（取り扱い方）

について方針を説明することとした。さら

に，本支援ツールでは，最低限同定すべき危

険源の範囲として，A／B 規格の安全要求事

項から抽出した危険源の細目を提示するが，

すでに C 規格が制定されている機械につい

ては，当該規格の重要危険源リスト及び安

全要求事項を参照することが「適切なリス

ク低減の達成」を判断する上で優先される

ことも明示する。 

６）RA 手順で危険源同定に続く「リスクの見積

り」については，既に各種の規格やガイドラ

イン等で公表された説明や例示が十分にあ

る。ただし，「リスク低減後の再見積もり」

において，講じたリスク低減方策の種類と

低減されるリスク要素との関係が必ずしも

周知されておらず，低減後のリスクに妥当

性を欠く評価を下すおそれがある。そこで，

本ガイドブックでは，この点を考慮し，採用

するリスク低減方策の種類とそれにより低

減されるリスク要素との関係が理解できる

ように記述を配慮することとした。 

以上の点を踏まえて作成した「機械設計段階

リスクアセスメントガイドブック」を付録 2 とし

て巻末に示す。記載した内容については，本支援

ツールと同様に，その有効性を改めて評価する

必要があるが，支援ツールを提供する際に，これ

を副読本として添付することでツールの円滑な

利用が図られ，設計段階 RA に対する理解が促進

できれば，本支援ツールが危険源同定の難しさ

を軽減し，RA 実施に着手する出発点を提供する

設計者支援として，真に有効な方策になり得る

と期待される。 
 
3.6 本章のまとめ 
 項目１では，機械の設計段階 RA について中小

メーカでの普及・定着の促進を目的に，まず，機

械安全の知識や RA の経験が限られた設計技術

者を支援する際の要点を明確化し，標準的な RA
手順の中でも「危険源の同定」が RA において最

も重要で，かつ，最も支援が必要な場面であるこ

とを明らかした。そして，危険源同定の支援方法

として，EU での C 規格の利用に着想を得て，A
／B 規格を含む機械安全規格の要求事項を活用

する方法を提案した。そして，これに基づく支援

された危険源同定を実行できる具体的なシステ

ムの例として，現在までに対応 JIS として制定さ

れている五つの A／B 規格の安全要求事項から

危険源の原因（Origin）187 項目を抽出し，Origin
の有無を「危険源の判断基準／定義」と「アクセ

ス可能性の評価指標」を参照することで，設計技

術者が自身の知識や経験から主観的に判断する

必要なく，技術的視点から客観的に Origin の物
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理的性質とアクセス可能性を整理して検討でき

るように支援するツールを試作した。 
 本支援ツールを用いて，労働安全コンサルタ

ント及び中小メーカの設計技術者を対象に，提

案する支援のアプローチ，実装した支援機能及

び提示情報の有効性を評価した。その結果，機械

安全の知識に係わらず技術的視点から客観的に

危険源を認識可能とすることで危険源同定の難

しさを軽減し，RA 実施に着手する出発点を提供

する支援として，設計技術者ならびに同定結果

を検証・承認する立場の者にとって有効である

との評価が得られた。ただし，様々な点で，ツー

ルだけを提供しても設計者支援として限界のあ

ることが指摘され，特に，設計段階 RA 全体に関

する初歩的な説明や本支援ツールを使用する上

での留意点をまとめた資料を別途作成する必要

のあることが分った。 
 機械安全の知識が限られた設計者でも最低限

同定すべき危険源を認識できるようにするため

には，「危険源となり得る性質をもつ物質やエネ

ルギを技術的視点か判断できるようにすること」

及び「アクセスの可能性を客観的に評価できる

ようにすること」が必要であり，そのために必要

な情報を提示する支援が最も有効である。この

とき，機械に起こり得るすべての災害シナリオ

を網羅するのが危険源同定の理想ではある。し

かし，設計技術者には，RA の最終的な目標であ

る「適切なリスク低減」を達成する上で，危険源

及び災害シナリオの同定の網羅性を担保するこ

とが要求される。そこで本研究では，実施者に危

険源情報を提示する上で，検討範囲の広さより

も重大な見落しを防ぐことがより重要であると

考え，EU での C 規格の利用に着想を得て，A／

B 規格を含む機械安全規格の要求事項を活用す

る支援方法を提案した。労働安全コンサルタン

ト及び中小メーカの設計技術者を対象に行った

調査の結果，提案する「危険源同定」支援方法に

関しては一定程度目的を達成したと結論できた。

ただし，調査を通じて，特に使用性に関して，反

映すべきと思われる示唆に富む重要な指摘を複

数受けた。これらを参考に改善を検討し，中小

メーカの設計技術者を真に支援できるツールと

して完成度をさらに高めていきたい。 
 

4．選択式使用段階 RA 支援システムの開発 

4.1 日本国内の労働災害と使用段階 RA の現状 
国内の労働災害は 2009 年以降増加傾向にあり，

労働災害防止対策の一層の推進，中でも，中小規

模の事業場を対象にした対策が必要である 3）。

2021 年の労働災害統計 16）によれば，製造業では，

労働者数10～29人の事業場での発生件数が6638

件と業種全体の 23.2％を占め，統計区分の中で

は最も多い。また，製造業の労働者数 300 人以上

の事業場の死傷年千人率が 1.19 なのに比べ 10～
29 人の事業場では 3.96 と約 3.3 倍で，一般に事

業場規模が小さくなるにつれ災害が起こり易い

傾向にある。さらに，製造業での死傷災害の起因

物を見ると，機械・設備による災害が 31.9％を占

め，全業種での 17.1％に対して依然として高い。 
このような災害発生状況の要因として，一つ

に，中小規模の事業場での機械・設備に対する

RA の実施率の低さが指摘されている 37, 38）。企業

の生産活動は，商品の生産に必要な機械を選定・

購入して生産ラインにガードや安全装置等の保

護方策を講じて設置し，この機械の運転に必要

な操作や保守の技能を作業者に教育して開始さ

れる。これらの過程において，購入する機械に安

全上の問題がないか，生産ラインの保護方策や

作業手順書が適切か，安全教育は十分かなどが

責任をもって判断されなければならない。RA は，

それを実施すること自体は直接的な災害防止対

策とならないまでも，上記の判断に根拠を与え

るエビデンスであり，判断の説明責任を果たす

ための手段である。実際，RA を実施した事業場

の 7 割以上が効果を実感していると報告されて

いる 37）。 
しかし，2015 年の調査では，同時に，労働者

数 300～499 人の事業場においては 73.8％が RA
を実施していると回答したのに対し，労働者数

10～29 人の事業場では「十分な知識を持った人

材がいない」（21.1％，複数回答）ならびに「実施

方法が分からない」（17.4％，複数回答）などの理

由から 43.4%に留まった。さらに，RA 実施率は，

労働者数 30～49 人の事業場では 51.3%，50～99
人の事業場では 60.6%と，事業場規模が小さくな

るにつれ低下する傾向が示された。 
以上のことから，本研究の項目２では，機械を

使用する中小規模の製造業の事業場（以下，

「ユーザ」という。）を主な対象として，使用す

る機械に対して実施する RA の普及・定着を目的

に，事業場の活動を支援する効果的な方策を検

討する。そして，これを具体化した選択式使用段

階 RA 支援システムを開発する。 
 
4.2 支援システム開発の概要 
前述したように，RA が実施されていない大き

な理由として「実施方法が分からない」，「実施で

きる人材がいない」が挙げられており，“RA の

難しさ”が大きな障壁となっている。中小規模の

事業場が RA を実施する場合，一般的に，専門的

知見を有するスタッフを揃えることは難しく，

本務との兼ね合いから十分な時間を割くことも

困難であることは容易に想像できる。 



機械設備に係るリスクアセスメント支援システムの開発 

19 
 

そこで，このような事業場がユーザとして機

械の RA を行う際の支援を検討するにあたり，本

研究の項目 2 では，まず支援すべきステップと

して「危険源の同定」に焦点を当てることとする。

RA は「リスク分析及びリスク評価を含む一連の

プロセス」を指し，その手順は国際的に ISO/IEC 
Guide 51 21）において図 16 に示すように規定され

ている。いずれのステップも重要であり，どれか

一つが不適切でも判断に根拠を与える有効な結

果を得ることはできなくなるが，第 3 章でも述

べたように，「危険源の同定」が，RA 全体の有効

性を左右する最も重要なステップとされている。

機械に潜在する災害原因が危険源として同定さ

れて，初めて，その後のリスク評価やリスク低減

に展開されるからである。特に，ユーザでは，購

入する機械の詳細，例えば，内部の機構，制御回

路，組み込みソフトウェアの内容などについて

までは十分に把握していないことが多いと考え

られ，このような機械本体の危険源について同

定することは一般に困難である。このため，機械

の危険源（リスクマップ等）とユーザで講ずべき

措置については，労働安全衛生規則第 24 条の 13
に基づきメーカからユーザに情報提供がなされ，

ユーザはこれに従って安全対策を策定する。た

だし，ユーザの生産ラインに機械が設置され，そ

こで使用されることで初めて生じる危険源につ

いては，メーカが設計段階で同定するのには明

らかに限界がある。ユーザで RA を行わなければ

ならない理由の一つがこのことにあり，「危険源

の同定」の適切さを欠いては本意を失うことに

なる。さらに，「危険源の同定」は，How to では

表現できない側面を多分に含んでおり，機械安

全に関する知識や RA の経験が限られた者に

とって RA を難しいと考えさせ実施を躊躇させ

る大きな要因となっていることも，本研究が「危

険源の同定」に焦点を当てる理由である。 
以上のことから，項目 2 では，RA が生産機械

の導入の際や作業マニュアル作成の際のエビデ

ンスを与えるものであることを念頭におきつつ，

必ずしも専門的な知識を有さない設備管理者な

どでも，提示された手順に基づいて機械の危険

源が適切に同定できるようにする支援方法を考

案し，これを実行する具体的手段の例として，使

用段階 RA 支援システムを提案する。ただし，事

業場で実施される使用段階 RA には様々な方式

や手順のものが考えられるが，本研究の範囲で

は，比較的一般的な機械設備に対する RA として

以下の事項を前提におく： 

・ 中小規模の製造業の事業場で比較的良く用い

られていることから，工作機械を主たる RA の

対象として開発を進める。 

・ 危険源同定は，事業場内の機械すべてを一度

に対象とするものではなく，機械ごとに一つ

一つ実施する活動とする。 

・ 作業工程も，いくつかの作業段階に分割して

対象にすることとする（考慮した作業段階の

詳細については後述する）。 

4.3 危険源同定の支援方法 
危険源同定を支援する方法を検討する基礎と

して，本研究では，平成 28～30 年度に行った既

実施研究 3）において考案された「選択式簡易 RA
手法」に着目した。これは，小規模事業場におい

て，会議室での RA の実施特に，危険源同定を容

易にすることを目的に提案されたもので，災害

のイラストを主として用いるアプローチと対象

とする機械の写真を主として用いるアプローチ

の二つの方式が提案され，ボール盤を用いた板

金作業を対象に各々の長短所の比較などが行わ

れた。 
本研究では，この成果を参照し，既実施研究で

考案した二つのアプローチを改めて検討し，結

果として，文章の読解・記述を可能な限り排した

上でこれらを統合，災害発生の経緯（危険シナリ

オ）を説明したイラスト（危険イラスト）と実際

の機械を撮影した写真とを照らし合わせて危険

源・危険箇所を見出していく方式の簡易な危険

源同定手法（以下，「本同定手法」という。）を新

たに提案することとした 39）。 
ISO/IEC Guide 51 で，「危険源の同定」は，対

象とする機械又はプロセスと危険源リストを照

らし合わせて実施するとしている。そして，危険

源リストとしては， ISO 12100 の附属書 B に記

載された一覧が機械全般を対象にしたリストと

して一般に用いられており，機械によっては，個

別安全規格の中に各々の機械に則した危険源リ

ストが規定されている場合もある。ただし，これ

らの規格を読みこなし，対象機械の使用中に起

こり得る危険シナリオを具体的に認識（発想）し

ていくには， 
－ RA 全体の目的や流れを把握していること， 
－ 危険源リストの記載を理解する基礎的な機

械安全の知識があること， 
－ 機械の使用中に起こる労働災害に関して知

見を有すること， 
などが要求され，必ずしも容易ではない。 
例えば，危険源リストにおいて原因（Origin）

に「回転部分」，結果に「巻込み」とあっても，

対象機械で発生する巻込み災害の事例を知らな

ければ，危険な箇所を認識できるとは限らない。

個別安全規格が発行されている場合でも，例え

ば，旋盤の個別安全規格の危険源リストには「回

転要素：巻込み」の項目があるが，対応する細分
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箇条の内容から「チャック」，「歯車」，「主軸後部」

を読み取る必要がある。また，機械を使用する事

業場の立場では，機械には，このような代表的な

危険源に対して設計・製造段階で一定の安全防

護が講じられている場合があり，単純には危険

と認識できない。しかし，労働災害は，例えば，

調整やメンテナンスのためにこれらの安全防護

を外した又は無効化した場合や，通常の使用で

は人が立ち入らない場所からアクセスした場合

に発生しており，これらを危険源リストの記載

内容から的確に発想できるかは，危険源同定を

実施する者の能力に大きく依存する。 
 以上のことから，本同定手法では，対象とする

個別の機械ごとに過去に報告された労働災害事

例から災害発生の経緯を「危険シナリオ」として

まとめて一覧化する。そして，これらをイラスト

化して直接的に RA 実施者に提示できるように

する。提示される「危険イラスト」が，各々の機

械の災害を分かり易く説明した危険源リストと

なって，対象機械の設備管理者，機械を操作する

作業者，そのラインの職長，営業担当の労働者な

ど機械安全に関して専門的な知識をもたない者

でも比較的短時間で危険源同定が実施できるよ

うにする。 
 
4.4 危険シナリオの一覧化 

「危険シナリオ」は，対象機械で発生する労働

災害の要因を危険源・危険箇所として表すもの

で，対象機械に関連する災害をできるだけ網羅

したものであるのが望ましい。ただし，過度に多

くなると一通り閲覧するだけで煩雑になり，危

険源同定の作業量が増加することに留意する必

要がある。そこで，少なくとも，必須要件として，

死亡又は重症といった重大な危害に至る危険源

は見落とさず，確実に同定されるようにするこ

とを考慮することとした。その上で，災害事例な

どから危険シナリオを作成する方法を明確化し

ておけば，公表されているデータベースが更新

された際に速やかに対応することや，各企業に

おいて独自にシナリオを作成することが可能に

なり，それらを取り込むことで危険源の見落と

しの低減が期待できる。 
 危険シナリオの作成に，本研究では，厚生労働

省が職場のあんぜんサイトで公表している死亡

災害データベース 15），労働災害（死傷）データ

ベース 16）及び機械災害データベース 17）を活用

することとし，2017 年の災害データ計 882 件か

ら，先行して，旋盤，丸ノコ盤，プレス機械，ボー

ル盤，フライス盤，ロール機の 6 種について，以

下の方法で危険シナリオを作成した。 
まず，上述のデータベースに収録された対象

機械の災害事例の全ての発生過程を複数のパ

ターンに整理し，これに基づいて機械ごとに危

険シナリオを作成した。その際，特に以下の項目

が明確になるよう配慮した： 

ア.「作業工程」：作業者がどの工程で災害を起こ

したのか判断し，次の五つに分類して抽出

することとした。 

加工作業 機械を使用する加工などの作

業全般（機械が作動している中

での清掃を含む） 

準備作業 機械使用前に行われる，工具や

金型の取り付け，位置決め作業

など 

後処理作業 機械使用後に行われる，工具や

金型の取り外し，機械を停止さ

せた状態での清掃作業など 

保守作業 使用よりも低い頻度で，定期的

に行わる点検，調整，メンテナ

ンスなど 
その他の 
非定常作業 

突発的な事態に対する計画外

停止やトラブル処理，調整作業

など 

イ.「事故の型」：基本的にはデータベースに記載

された事故の型を参照する。ただし，災害の

状況や発生過程に記載の事故の型以外のも

のも関連すると考えられる場合（例えば，転

倒の結果，機械の可動部分に接近してしま

い挟まれた場合）には，他の事故の型にも重

複して分類することとした。また，データ

ベースの記載が明らかに誤りと考えられる

場合は修正した。 

ウ.「状況」：事例の発生状況の内容から，災害の

直接的な原因となった不安全行動や要因を

抽出し，「○○しているとき」，「○○中」と

いう表現でまとめた。 

エ．加害物：危険源同定の際に，機械の様々な部

品，機構若しくは機能，加工対象物（ワーク），

ならびに，機械を使用する環境の条件を考

慮して同定できるよう配慮した。 

また，単に報告された災害事例の分類から得

られたものばかりでなく，対象機械に対して

データベースには収録されてはいないが，抽出

した他の機械の災害発生パターンから容易に想

定できるシナリオも創作することとした。 
作成した危険シナリオの例として，一部を抜

粋して以下に示す： 

＜旋盤の危険シナリオの例＞ 
 加工作業中に，キリコに触れて指を切傷する。 
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 加工作業中に，ワークがチャックから外れて，

身体に当って打撲する。 
 加工作業中に，上着のそでがワークに巻き込

まれ，腕を骨折する。 
 保守作業中に，チャックを取り外そうとして，

チャックを落とし，手を骨折する。 
 清掃作業中に，切りくずを取り除こうとして，

手を切る。 
 加工作業中に，長尺物の材料（鉄の丸棒）が回

転中にぶれて，頭部に当たって頭蓋骨陥没に

なる。 
 加工作業中に，バイトが折れて，作業者に激突

して，顔を切傷する。 
 加工作業中（ペーパー掛け）に，手を巻き込ま

れて，腕を骨折する。 

＜丸ノコ盤の危険シナリオの例＞ 
 清掃作業中に，切りくずを取り除こうとして，

刃に接触して切傷する。 
 加工作業中に，カバーを上げて固定していた

ために，惰性回転している刃に手が触れ切傷

する。 
 加工作業中に，カバーに挟まった切りくずを

取り除こうとして，刃に接触して切傷する。 
 加工作業中に，手袋が刃に巻き込まれ，手首を

骨折する。 
 加工作業中に，材料（木材）が反発して，腹部

に激突する（内臓破裂）。 
 加工作業中に，材料を持っていた手が滑って，

刃に触れ切傷する。 

＜プレス機械の危険シナリオの例＞ 
 準備作業中（金型取付）に，金型が落ちて，指

を切傷する。 
 加工作業中に，降りる上型に手が触れて切傷

する（光線式安全装置無効化）。 
 清掃作業中に，金型に触れて，指を切傷する。 
 （プレスブレーキ）加工作業中に，折り曲げら

れた材料の板に挟まれる。 
 保守作業中に，降りる上型に挟まれる（寸動

モードで，他の作業者が押しボタンを押す）。 

＜ボール盤の危険シナリオの例＞ 
 加工作業中に，刃が折れて，飛んで顔に当たる。

（速度設定誤り） 
 調整作業中に，回転数変更用のベルトに，指を

挟んで切傷する。 
 加工作業中に，手袋が巻き込まれて，指を骨折

する。 
 加工作業中に，材料を固定する万力が落ちて，

足の指を骨折する。 
 清掃作業中に，キリコで指を切傷する。 

＜フライス盤の危険シナリオの例＞ 

 加工作業中に，キリコで指を切傷する。 
 加工作業中に，焼けたキリコで指を火傷する。 
 加工作業中に，材料が割れて飛散して顔をケ

ガする。 
 清掃作業中に，刃に触れて指を切傷する。 

なお，本研究で作成した「危険シナリオ」は，

厚生労働省のデータベースにある対象機械を起

因物とする災害事例を網羅している。このため，

データベースの災害事例全てを参照して危険源

同定を行うことに相当すると言え，危険源の重

大な見落としは防止できると考える。ただし，工

作機械に特殊なアタッチメントを取り付けて使

用することによる危険や特殊なワークを用いる

ことによる危険など事業場特有の危険源の存在

が予め認識できている場合，災害事例の情報源

として業界団体などが策定した事例集や小規模

事業場が独自に収集した災害事例が活用できる

場合には，別途，危険シナリオとして追加するこ

とも考えられる。 
 
4.5 危険イラストの作成 
機械ごとに危険シナリオを一覧化して提示す

れば，危険源同定の実施者は，より的確に認識す

べき危険源，危険状態，危険事象を把握できるよ

うになる。しかし，危険シナリオを文章情報だけ

で示しても，全ての実施者が意図した内容の通

りに解釈するとは限らない。また，一覧化された

文章群を読んで検討することは時間を要する作

業であり，中小規模の事業場の事情に必ずしも

そぐわない。そこで，作成した危険シナリオを可

視化・情報化することを考え，機械に関連する災

害をよりイメージし易くイラスト化することを

考えた。このイラストを「危険イラスト」と呼ぶ

ことにする。 
ボール盤を例に，危険シナリオに対応する危

険イラストの作成方法について述べる。まず，前

述のデータベースからボール盤を起因物とした

災害事例を抽出し，作業工程や状況などに留意

して危険シナリオを作成する。一例として「加工

作業中に，切削屑（切粉）を取り除こうとして，

回転中のドリルに手を出し，手袋が巻き込まれ

て，手を切る」という危険シナリオを作成したと

仮定する。そして，これを説明するイラストを作

るが，その際，一般に一つの災害発生過程には複

数の要因が関係していることが多く，災害をイ

メージし易くするには，一つの危険シナリオか

ら複数の危険イラストを作成する必要がある。1
枚のイラストに複数の要因の描写を盛り込むこ

とには限界があり，仮に行っても実施者が全て

の情報を把握するのに時間を要する結果となる

からである。前述の危険シナリオで言えば，「（ド
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リル回転中の）ワークに付いた切粉を払ったこ

と」，「回転中の機械に手を出したこと」，「手袋を

していたこと」が災害に関係している要因であ

り，これらは図 17 に示すように個別に三つのイ

ラストで表すのが適切である。 
以上のようにして，前述の 6 種の機械に対し

て災害事例を抽出し，これに基づき，最終的に表

29 に示す数の危険イラストを作成した。 
 
4.6 危険イラストを用いた簡易危険源同定の手順 
本同定手法の手順を図 18 に示す。作成した危

険イラストを一覧にして危険源リストに換えて

提示する。そして，対象とする機械を必要な枚数

撮影し，得られた写真と危険イラストを照らし

合わせて危険源を同定していく。写真とイラス

トを照らし合わせて組合せをつくることで，ど

こで，どのような災害が発生するかを明確にす

ることができ，危険源同定を簡易に実施するこ

とが可能になる。対象機械の写真（正面，側面，

背面，可動部のほか危険と思われる箇所）上で危

険箇所を見出していくことについては，実際の

中小規模事業場での危険源同定実施において，

関係者らが集合し協議する機会を設けることが

必ずしも容易ではなく，メール等を活用して個

別に検討した結果を情報共有する点に配慮する

必要があるという既実施研究の考察を踏まえた

ものである。 
以下に各手順を説明する： 

ア）準備段階 
① 工場長などの指示のもと，危険源同定の対象

となる機械を決める。 
② 危険源同定に参加するメンバーを定める。そ

の際，対象機械のオペレータだけでなく，職

長などの管理者も含める。メンバーは，対象

機械の使用法や関連作業内容，ヒヤリハット

事例などについて話し合い，事前に情報を共

有しておく。 
③ 工場長などの指示のもと，今回，危険源同定

の対象とする作業工程を第4.4節のアで述べ

た工程から選択する。 
④ 選択した各作業工程について，実際の作業状

況を写真に撮影（画像データとして記録）す

る。後に，これらは危険源同定の具体的な検

討資料となる。撮影する方向や箇所，枚数は，

対象の機械全体が網羅されるよう当該作業

に詳しい者を中心に話し合って定める。 

イ）同定段階 
① 準備した作業状況の写真のうち 1 枚と，対象

機械に関連する複数の危険イラストを同時

に参照する。そして，写真の作業中に発生す

る可能性のある災害を危険イラストから選

択するとともに，当該災害が起こる機械の箇

所や区域（以下「危険箇所」という）を写真

上で指定していくことで，危険イラストと危

険箇所の組み合せを作成していく。この組み

合わせは，図 18 に示すように，先に危険箇

所を写真上に指定し，対応する危険イラスト

を選択していくことでも作成できる。この

「組み合わせの作成」が，本研究で提案する

簡易化した危険源同定であり，従来の危険源

リストの記載項目から危険源，危険状態及び

危険事象を想定していく進め方よりも，比較

的短時間で発生する可能性のある災害を具

体的にイメージできるようになると考える。 
② 「組み合わせの作成」は，危険個所と危険イ

ラストのどちらからでも始められることか

ら，図 18 で示すように，片方からでは災害

をイメージしにくいときや組合せの判断が

しにくいときには，もう片方の手順で再度行

うことで，起こり得る災害に対する検討が自

然と深まる効果も期待される。 
③ 上記の「組み合わせの作成」を，全ての危険

イラストが検討されるまで繰り返す。場合に

よっては，一つ危険箇所に複数の危険イラス

トが組み合わされることもある。また，危険

イラストに対応する危険箇所が写った写真

がない場合には追加する。 
④ 1 枚の写真について，危険イラストを全て検

討したら，次の写真に移行する。一つの作業

工程に関する写真を全て検討したら，次の作

業工程に移行する。 
⑤ 作成した組み合わせを，最後に「同定した危

険源」として一覧表の形式で記録する。 
 

4.7 選択式使用段階 RA 支援システムの試作 
 本同定手法に従い，危険源同定の支援に焦点

を当てた使用段階 RA 支援システム（選択式使用

段階 RA 支援システム）として，撮影機能を有す

るタブレット PC 上で動作するアプリケーショ

ンソフトウェア（以下，「本アプリ」という。）を

試作した 40）。その際，次のような事項を要求仕

様として考慮した。 
まず，本アプリでは，危険源同定の対象として

選択した機械について，危険イラストにより提

示される災害事例の発生を検討し，発生が想定

される場合には実際の機械を撮影した写真画像

上に該当する“危険箇所”を指定する点に特徴が

あり，何よりもこれを実現する機能が必要であ

る。可能な限り複雑な操作は排し，例えば写真画

像上を指で触れるといった直感的な方法で該当

箇所や区域が指定・登録できることが望ましい。 
次に，前述したように，提示される危険イラス

トは網羅的である必要があるが，その数が過度
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に多くなると危険源同定実施にかかる作業量が

著しく増大するおそれがある。このため，イラス

トは重複がないよう厳選した上で，危害の重篤

度が高いものを優先的に提示するように設定す

るのが望ましい。 
最後に，一つの危険イラストに常に一つの危

険箇所が同定されるとは限らず，逆に，一つの危

険箇所や区域に複数の危険イラストが該当する

ことも考えられる。このため，イラストと危険箇

所との紐付けて管理する際，一つの危険区域に N
枚のイラストが，一つのイラストに N 箇所の危

険区域が対応でき，どちらを入力においても他

方が問い合わせ可能であることが求められる。

このとき，N 枚及び N 個の上限は，本アプリを

実装する機器のリソースに影響するものである

ため，適切な値を設定する必要がある。 
以上を考慮して試作した本アプリの代表的な

動作中の画面（後述する“カ 危険源同定”の過

程）を図 19 に示す。具体的な処理の流れは以下

のとおりである： 

ア プロジェクト情報登録 
新規作成するプロジェクト情報として，

プロジェクト名，作成者，対象機械名を登録

する。作成年月日は自動で登録される。 

イ 起動 
本アプリを起動すると，初期画面が現れ

る。新たな対象へのリスクアセスメント（新

規プロジェクト）か，過去に行ったリスクア

セスメント（既存プロジェクト）を選択する。

新規プロジェクトの場合は，プロジェクト

名，作成者名，機械名，機械の設置場所を入

力する。作成年月日は自動入力される。 
既存プロジェクトの呼び出しは，以前に

途中まで行った RA の続きを行う場合や，過

去の結果を参考にする場合に行う。RA 実施

において，過去の情報は重要であり，容易に

呼び出せるように配慮している。 

ウ 機種選択画面 
RA で対象とする機械の機種を選択する。

現時点では，旋盤，丸ノコ盤，プレス機械，

ボール盤，フライス盤，ロール機の 6 種に対

して，表 11 に示した数の危険イラスト及び

危険シナリオが本アプリに格納してあるが，

今後拡充していく予定である。それでも該

当がない機械に対しては，事業所で独自に

追加できるような別モードを検討すること

も考えられる。 

エ 作業選択画面 
RA で対象とする作業の工程を設定する。

これは「準備作業」，「加工作業」，「後処理作

業」，「保守作業」，「その他非定常作業」の中

から選ぶか又は追加で行う。作業別に行う

のは，これら全ての作業工程の RA を行うに

は時間を要することから，分割して行える

ようにするためである。また，RA を行う際，

準備作業や保守作業などの非定常作業の危

険が見落とされがちであることから，これ

らの作業を明示することにより，見落とし

を防ぐことができる。 

オ 写真撮影画面 
タブレット PC のカメラを用いて対象と

なる機械や作業の様子を撮影する。既存プ

ロジェクトの際には，過去に撮影した写真

を選択することができる。 

カ 危険源同定 
撮影した写真から，危険個所を指定する

写真を選択する。本アプリでは，この写真と

選択した機械に関連する複数の危険イラス

トが同一画面上に表示される。このとき，危

険イラストは，死亡災害など危害が重篤な

危険シナリオに対応するものが優先的に提

示されるようにしている。 
また，危険箇所の指定は，選択した写真の

上で危険個所を画面タッチ又はクリックす

ることで印をつけて行い，組み合わせた危

険イラストの情報と共に記録される。 
次に，事故の型（切れ，落下，はさまれな

ど）を選択する。選択した事故の型に関連す

る危険イラストが提示されるので，該当す

る者をタップする。これにより，写真の危険

個所と危険イラストとが結び付けられ，機

械の「どの箇所で，どのような事故が起こる

か」が同定されたことになる。 
以上の手順で，対象とする機械のすべて

の危険イラストについて検討していき，危

険箇所との組み合わせ（セット）をつくる。

提示された危険イラストの中に該当するも

のがない場合は，危険シナリオを作成し，こ

れを写真の危険個所と突合する。新たな危

険シナリオについては，後に危険イラスト

を追加する。 
なお，以上は，危険と思われる箇所を写真

で指定してから危険イラストを選ぶ手順で

あるが，逆に，危険イラストを先に選択し，

その後対応する災害が起きそうな箇所を指

定することもできる。 

キ 対策記入画面 
記録された危険イラストと危険個所の組

み合わせは，図 20 に示す様式の一覧表に整

理される。ここで「シナリオ」，「事故の型」，

「危ないこと」の欄は，選択した危険シナリ



齋藤･濱島･芳司･清水･池田･梅崎･木村 

24 
 

オに紐付けられた情報であり，自動的に表

示される。また，この一覧表には，各危険イ

ラストのセットに対するリスク低減方策も

複数記入できるようにしている。 
最終的に，危険個所，危険イラスト，安全

対策の組合せは，表形式にまとめられ，表計

算アプリケーション（本研究では Excel とし

た）のデータとして出力される。必要に応じ

て，リスク低減方策の担当者や期日などを

入力するなどし，安全計画の作成に利用で

きる。 
 
4.8 選択式使用段階RA支援システムの有効性評価 
4.8.1 予備的動作確認 
本アプリの有効性を典型的な機械を対象に危

険源同定を試行する方法で，実際の中小規模製

造業事業場 3 社の安全担当者の参加を得て評価

する。 
ただし，これに先立ち，長岡技術科学大学にお

いて，学生 3 名及び大学の工作センター職員 3 名

を対象に本アプリを試行してもらい，基本的な

動作の確認を行うと共に，その使用感や危険源

同定のし易さなどについて所感を述べてもらっ

た。学生はいずれも RA に関する知識はなく，工

作機械の扱いにも不慣れである。一方で，工作セ

ンター職員は工作機械の操作は熟知しており，

その危険性も概ね理解している。ただし，RA は

理解していなかった。 
本アプリを用いることで RA が容易に行える

か否かを聞いたところ，「とても簡単」が 3 名，

「簡単」が 3 名であった。その理由として，「選

択式であり入力が楽である」，「イラストがある

ことで機械の知識が無くても事故のイメージが

できる」ことが挙げられた。また，危険源同定の

作業時間は約 30 分ほどであった。この程度の時

間で危険源同定を実施できるのであれば，時間

の限られた事業場でも RA を導入しやすくなる

と考えられる。 
その一方で，「PC の操作が苦手な人では必ず

しも容易ではない」という意見があった。今後，

中小企業にあってもDigital Transformationが進展

する中で，RA をタブレット等を用いて行うこと

は安全教育への活用などメリットが大きいとも

考えられるが，デジタル機器に抵抗を感じる人

を取り残さない工夫が必要であると考えられた。 
次に，小規模事業場を対象に職場巡視や安全

指導等の経験が豊富で，工作機械の扱い方や危

険性にも詳しい労働安全コンサルタント 3 名に

本アプリの動作等を確認いただき，併せて，問題

点や所感をヒアリングした。3 名とも，製造業の

小規模事業場のコンサルティングを行っており，

工作機械に関しても詳しい。ヒアリングの結果

得られた代表的な回答を以下に示す： 

— イラストで示すことで労働災害の経験や機械

安全に関する知識の限られた事業場でも取り

組みやすい 

— リスクアセスメントの最低限の知識は必要 

— 写真が小さいのでアプリに拡大機能をつけて

ほしい 

— イラストの数が多い 

— イラストは類似のものを系統的に提示しては

どうか 

— 保護方策に，記入例をつけてはどうか 

— アプリの説明動画があると分かりやすい 

— 事業場によっては一度に安全対策をすること

が難しい。重篤なものから順番に少しずつ解

決していくことが重要であり，リスクアセス

メントではそのような視点が必要 

— はじめアプリの操作に戸惑ったが，慣れれば

大丈夫。スマホ世代は問題ないのではないか 

以上について，反映できる事項は今後の改善

に活かしたい。ただし，本アプリを用いる範囲で

は，画面に示される手順に沿って危険源同定を

実施できるようになっている。しかし，そもそも

危険源同定とは，何のために，何をするのかを知

らなければ，適切な実施は期待できない。また，

対象とした機械の動作や操作を全く知らなけれ

ば，危険源を適切に同定することは難しい。これ

らについては，本アプリ自体で対応することは

明らかに限界があり，危険源同定や RA の概要，

機械の危険な動作などを学習するためのソフト

ウェアを作成するなど，別途，検討が必要である。 
このため，調査を行う際，参加協力企業におい

ては本支援ツールの操作方法に加え，RA ならび

に危険源同定の概要について必要最小限の説明

を行ってから調査を行うこととした。 
 
4.8.2 有効性評価の結果と考察 
機械を用いて生産活動を行う中小規模の事業

場 3 社を対象に，本アプリを用いて危険源同定

を試行してもらい，各社の安全管理の担当者に

アンケートを行う方式で本アプリの有効性を評

価した。参加協力いただいた事業場の概要を表

12 に示す。ただし，調査に先立ち，前述のとお

り RA 及び危険源同定の概要について説明をし

た。3 社は，すでに機械設備に対する RA の実施

に取り組んでいたが，自己評価では各社とも「十

分ではない」と感じられていた。なお，本調査は

労働安全衛生総合研究所倫理審査委員会の承認

（通知番号 R4-安 5-01）を得て実施した。 
調査結果として，得られたアンケート回答の
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要約を表 13 に示す。本アプリの有効性を「危険

源同定の簡易な実施」という観点で質問したと

ころ，2 社が有効性を評価し，1 社が評価できな

いと回答した。ただし，この 1 社に理由を具体的

にヒアリングしたところ，「本アプリは容易に使

えたものの，リスク見積りの機能がないので，リ

スク評価を行うことが難しいであろうと感じ，

RA を簡易に行えるとは言えないと評価した」と

のことであった。このため，本アプリで焦点を当

てた「危険源同定」の支援に関しては，一定程度

達成したと判断できるが，否定的な回答がなさ

れた理由としては，本アプリ自体が RA 全体の手

順の中で「危険源同定」にフォーカスしたもので

あることの説明が不足していたためとも考えら

れ，操作方法を説明したマニュアルを改善する

などの措置が必要であることが分かった。 
一方，その他の回答について，危険シナリオの

分かり易さと本アプリの操作性は 3 社ともに評

価いただいた。これは，本アプリで採用した危険

イラストと危険個所の組み合わせを生成する手

法が有効に機能した結果と言え，PC 画面に表示

した写真に直接危険箇所を指定できるなど，直

観的な操作が受け入れられたと考えられる。 
しかし，危険イラストの数について，表 11 に

示した数では十分ではなかったとの回答があっ

た。今回は実際に発生した災害事例から危険イ

ラストを作成したが，広くヒヤリハット事例ま

でを想定する必要が示唆された。さらに，撮影し

た写真のサイズは固定としていたため，撮影時

の画角によっては危険個所が見つけにくいこと

が懸念された。なお，所要時間は概ね意図した程

度であったが，回答がバラついた原因としては，

各社が試行の際に対象とした機械が異なり，こ

のため格納済みの危険シナリオや危険イラスト

の多寡によるものと推察される。 
この他，「はじめ PC の画面上で危険源同定を

行うことに慣れなかったが，慣れれば容易に行

うことができた」，「経験が少ない者でも行える

と思う」などのコメントが得られた。調査に協力

いただいた 3 社ともに RA の経験を有していた

ため，本アプリの習熟により有効に活用できる

ことが期待される。アンケートに並行して行っ

たヒアリングでは他にも，「非定常作業について

のイラストが少ない」，「自らの機械に合うイラ

ストを追加できるようにしてほしい」，「写真の

拡大機能をつけて全体も細部も見えるようにし

てほしい」との指摘があった。 
本アプリは，提案する選択式簡易危険源同定

支援の効果を確認することを主眼とした試作品

であったため，ユーザビリティの向上という点

では検討の余地はあったものの，中小規模の事

業場でも有効に機能すると評価され，その活用

が期待される。 
 
4.9 本章のまとめ 
モノづくりを行う事業場での RA について，危

険源同定の支援を目的に，できるだけ簡易で，文

章の読解や紙媒体資料の使用を可能な限り排す

る方向で，既実施研究で提案された簡易 RA 手法

を見直した。そして，対象として選択した機械の

危険シナリオをイラストで提示するとともに，

実際の機械を撮影した画像上で該当する危険箇

所を指定していく方式の簡易な危険源同定手法

を考案し，これを事業場で実行できる選択式使

用段階 RA 支援システムとして，タブレット PC
で動作するアプリを試作した。 
試作したアプリを用いて，理工系大学の学生

と職員，労働安全コンサルタント，ならびに，中

小規模ユーザを対象に，提案する手法の有効性

を評価した。その結果，提案する同定支援の効果

を確認することを主眼とした試作品であること

から，ユーザビリティの観点での課題が示され

たものの，機械の災害発生の経緯（危険シナリオ）

をイラストで提示するという危険源同定手法は

概ね評価され，中小規模事業場が RA に着手する

ための有効な支援になり得ると判断できた。 
今後，「危険源の同定」の支援に焦点を当てた

使用段階 RA 支援システムの研究をさらに進め

る上では，以下の点に留意する必要がある： 

1）非定常作業を想定した危険イラストをできる

だけ多く用意するとともに，各事業場の機械

に応じた危険源同定を容易にするため，事業

場自らイラストを作画し支援アプリに追加

できるようにする。 

2）写真表示に拡大機能を付加し，機械の全体と

危険箇所の細部を表示できるようにする。 

3）支援アプリの操作方法を説明したマニュアル

を動画資料とするなど充実させるとともに，

危険源同定及び RA の基礎的事項に関する説

明を併せて提供するようにする。 

本研究で提案した支援アプリは，危険源同定

を実施する者がその手順を知らなくとも，画面

の進行に従って危険イラストと写真から危険源

同定が実施できるようになっていることや危害

が大きい危険シナリオのイラストが優先的に提

示されることから，RA に不慣れな中小規模の事

業場が危険源同定に着手するための支援になる

と考える。また，限られたリソースを投じて事業

場が RA を実施する上では機械災害の防止に最

も関わる部分に注力する必要があると考え，「危

険源の同定」の支援に焦点を当てることとし，

「リスク評価」に対する支援は含めなかった。た
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だし，労働災害では，被災労働者に治療費などが

支払われるが（無過失責任），死亡災害や重篤な

障害が残る怪我の場合，保険給付のみで十分に

責任を果たせるとは言い難いと本研究では考え

ている。金銭賠償で済まされない事故はリスク

評価以前にその可能性を排除することが求めら

れる。この観点からすれば，提案する選択式使用

段階 RA 支援システムは，中小規模事業場での

RA の普及・定着に対して有益なサービスとなり

得るであろう。 
 

5．典型災害事例を応用した使用段階 RA
支援システムの検証 

5.1 研究の背景 
機械に起因する労働災害を防止するには，機

械の設計段階及び使用段階で適切に RA を行う

必要がある。このうち，機械の設計段階に対して

は，ISO 12100 2）を始めとする機械安全規格に

従って機械（製品）の RA 及びリスク低減を図る

方法が知られている。これに対し，機械の使用段

階に対して，国際的にオーソライズされた方法

は一般的に見当たらず，各国が独自の方法を考

案し，作業の RA を実施している（例えば，英国

HSE が 提唱している 5 ステップ法 41）や日本の

厚生労働省が「職場のあんぜんサイト」で公表し

ているリスクアセスメント実施支援システム 42）

など）。しかし，これらの手法が常に適用できる

わけではなく，労働災害の経験が少ない事業場

（特に，小規模事業場）が RA を実施しようとす

る場合，一般には次のような困難が考えられる。 

1) 機械の機能や危険性に関して十分な情報と適

切な支援が得られない事業場では，RA を担

当する者が想定できるリスクには明らかに限

界があり，このような状態で，適切な RA の

実施は困難と考えられる。 

2) 仮に RA が実施できたとしても，専門家の関

与がない状況の下では，得られた結果の妥当

性を確認することは困難と考えられる。 

3) RAには継続的な改善が要求される。しかし，

RA結果の妥当性が確認できない状況の下で，

形ばかりの継続的改善を進めるのは現場に

とって相当な負担となる。 

既実施研究において梅崎らは，以上のような

問題を有する事業場を対象に，ユーザにとって

理解が容易な危害から出発する簡単な手法で重

大な危害を見逃す可能性が少ない「典型災害事

例を応用した簡易 RA 手法」を提案した 3）。本研

究の項目 3 では，この手法に基づき，災害が多発

している機種を対象に典型災害事例を作成した

上で，この情報を担当者に確実に提供すること

によって重大な災害（危害）の見逃しを防止する

具体的な支援手段の例として，試作したタブ

レット PC を用いた使用段階 RA 支援システム

（以下，「簡易 RA 支援システム」という。）を昨

年度までに構築した 24）。 
これを用いて，本年度では，機械設備に対する

RA にまだ十分には取り組んでいない中小規模

事業場 3 社（労働者数：13～104 人）の安全管理

担当者等を対象に，簡易 RA 手法及び構築した支

援システムの有効性を評価した。その結果，すべ

ての回答者から概ね肯定的な評価を受け，労働

災害の経験や機械安全に関する知識の限られた

事業場に対する使用段階 RA の支援として所要

の目的を一定程度達成したものと判断できた。

以下に，簡易 RA 支援システムの概要として，RA
の具体的手順，基本機能，機器構成，操作手順な

どを概説した後，本調査の概要と結果に対する

考察を述べる。 
 
5.2 簡易 RA 支援システムの特徴 

前述した典型災害事例を利用して行う簡易

RA は，一般に行われている危険源を出発点とす

る決定論的な前向き推論（演繹的推論，図 21 参

照）ではなく，災害情報（危害）を出発点とする

確率統計的な後ろ向き推論（帰納的推論，図 22
参照）である点に特徴がある。このようなシステ

ムでは，簡易 RA による効果を災害発生率の減少

という科学的根拠に基づき定量的に推定できる

という点に特徴がある。そこで，最近の ICT も

活用し，簡易 RA 結果の保存，保護方策に必要な

情報の提供，及び専門家の支援による妥当性確

認などを適切に行うことが可能な簡易 RA 支援

システムを構築した。 
以上は未だ開発途上にあるが，現段階での要

点をまとめると次のようになる。 

（1）災害が多発している機種への重点化 
平成 22～25 年に発生した全労働災害の中から，

機械に起因する労働災害を選び，労働災害が多

発している機種の抽出を試みた。このうち，休業

4 日以上の死傷災害は 76,075 件，死亡災害は 870
件であった。 
分析の結果，機械に起因する死傷災害の 75%

は，木材加工用機械，フォークリフト，食品加工

用機械などの 16 機種で多発していた。また，機

械による死亡災害の 83%は，建設用機械，クレー

ン及び移動式クレーン，フォークリフトなどの

16機種（上記の16機種とは別）で多発していた。 
そこで，災害の 8 割近くを占める上記の 20 機

種（死亡災害と死傷災害での重複を考慮した機

種）に重点化を図り，簡易 RA を実施できるシス

テムを構築した。なお，ここでいう多発とは，平
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成 22～25 年に発生した全死傷災害又は全死亡災

害 の件数比で 0.1%を超えていることをいう。 

（2）災害多発機種を対象に典型災害事例の抽出 
重点化した 20 機種を対象に典型災害事例を抽

出した。しかし，人によって典型災害事例の表現

方法が異なると，災害情報を適切に伝達できな

くなる。そこで，典型災害事例の表現方法を標準

化するために，I（業種：Industry），M（機械：

Machine），T（事故の型：Type），O（作業その他

の条件：Operation or Option）， C（直接原因と対

策：Cause and Countermeasure）という 5 種類の項

目で典型災害事例を表現する。 

（3）簡易 RA 用チェックリストの作成 
以上の典型災害事例に関する情報を基に，小

規模事業場の担当者でも簡単に実施できる簡易

RA 用チェックリストを作成する。このチェック

リストには，典型災害事例ごとの方策の例と参

考となる技術情報（技術的方策，人的方策，管理

的方策）を添付する。また，必要に応じて，タブ

レット PC 上から災害防止に役立つ情報（当該機

種の機能や RA 結果に関する動画，静止画，文字

情報なども含む）も参照できるようにする。なお，

事業場によっては典型災害事例以外にもチェッ

クが必要な事例が考えられる。また，作業によっ

ては，技術的方策だけでなく人的方策や管理的

方策でチェックが必要な項目も考えられる。こ

のため，チェックリストにはこれらの項目を追

記する欄も設けている。 

（4）現場での簡易 RA の実施 
担当者は，チェックリストを順番にチェック

し，該当する典型災害事例があるときは別途提

供される情報に基づいて必要な方策を講じる。

また，上記で述べた（3）に追記した項目もチェッ

クし，必要な方策を講じる。 

（5）妥当性の確認 
簡易 RA を実施した結果は，ICT なども活用

し，必要に応じて専門家の支援を得られるよう

にする。具体的には，専門家に対して，タブレッ

ト PC 上で実施した結果に現場作業の動画など

も添付して送り，専門家が遠隔で結果の妥当性

を確認するなどの方法が考えられる。 
 
5.3 簡易 RA 手法の具体的手順 

第 5.2 節で述べたように，労働災害の 8 割近く

を占める典型災害事例に重点をおいて簡易 RA
を実施すれば，労働災害の大幅な減少を達成で

きる可能性がある。そこで，次にこの点を検討し

た。図 23 は，提案する典型災害事例を用いた簡

易 RA 手法の手順である。ここでは，次の順序に

したがって簡易 RA を実施する 3, 38, 43）。 

1）ステップ１（危害の明確化） 
典型災害事例には，過去の現場での労働災害

の経験を基に，発生可能性が高い災害（危害）が

示されている。したがって，RA の実施経験が少

ない人でも重要な災害を漏れなく抽出できると

いう利点がある。これは，労働災害の経験が少な

い小規模事業場にとって大変効果的な手法とな

る。例えば，図 24 はフォークリフトを対象とし

た典型災害事例で，フォークリフトで発生する

可能性が高い危害（典型災害）が示されている 43）。 
したがって，実際の現場で RA を実施する場合

は，この典型災害事例のシートの上から順番に

シートに記載された労働災害（典型災害事例）が

発生する可能性があるか否かを RA の実施者が

判定し，発生可能性がある労働災害に対して確

実に方策を実施して行けばよい。 
このようにすれば，例えばフォークリフトの

典型災害事例のシートには全体の 72.2 %を占め

る典型災害事例が記載されているから，少なく

とも全体の 7 割近くの労働災害を未然防止でき

る可能性があると推察される。 

2）ステップ２（リスク評価） 
典型災害事例には，実際の現場で発生した危

害の件数と比率（%）も示されている。したがっ

て，危害の比率が高い順番に優先順位をつけて

いけば，リスク評価と同等の結果が得られる。 
しかも，この評価は実際の労働災害の経験に

基づく評価であるから，他の加算法，積算法，枝

分かれ法，マトリックス法などのリスク評価手

法と比較した場合でも，リスク評価によって得

られる評価値は正確と考えられる。 

3）ステップ３（保護方策の実施） 
典型的災害事例の保護方策には，技術的方策

（表 14 参照，様式 A）と管理的方策（表 15 参

照，様式 B）がある。そこで，技術的及び管理的

方策の中から必要な保護方策を選んで評価結果

の記録表（表 16 参照，様式 C）に記録する。 
表 14～16 はフォークリフトの様式 A，B，C の

記載例である。実際の検討では，様式 A と様式

B に記載されていない保護方策が必要になるこ

とがある。また，様式 A と様式 B に記載された

保護方策の内容が不十分であるときは，RA の実

施者が追記を行うことも考えられる。そこで，こ

の点を自由記入できるように様式を工夫した。

この自由記入の欄を設けたことによって，現場

の創意工夫を反映できると考えられる。 

4）ステップ４（評価結果と残留リスクの記録） 
前述した様式 C（表 16 参照）を完成させて，

評価結果と残留リスクを記録する。このステッ

プでは，特に保護方策を実施した後の残留リス
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クにどのようなものがあるかを明記し，その残

留リスクに対する管理的方策も併せて記載する

ことが重要である。 
また，様式 C では小規模事業場の管理者への

連絡事項（管理者に何をしてもらいたいか）と，

機械のメーカへの連絡事項（メーカに何を希望

するか）を記入する欄を設けた。この欄を記載す

ることで，簡易 RA を単に現場の作業者レベルに

留まらない多くの関係者（例えば，小規模事業場

の管理者や機械メーカの担当者など）も交えた

質の高い RA を実施することが可能となる。 

5）ステップ５（妥当性確認，見直しと修正，及

び記録の保存） 
このステップでは，専門家がタブレット PC を

利用して「遠隔安全診断」を行い，RA の実施者

が行った RA の妥当性を確認し，必要な場合は見

直しと修正を行う。 
ここで「遠隔安全診断」とは，RA の実施者が

タブレット PC を利用して専門家に対して現場

の写真，動画，作業手順，典型災害事例のチェッ

ク結果，様式 A，B，C の記載結果，その他 RA
の実施結果や関連資料をメールで送り，RA の妥

当性を専門家に判定してもらうことをいう。 
この遠隔安全診断の採用によって，関係者は

RA の記録を確実に保存できるために，類似の機

械への応用や結果の統計処理も容易に行えるな

どの利点がある。 
 
5.4 タブレットPCを用いた簡易RA支援システ

ムの基本機能と機器構成 

簡易 RA 手法を実施する具体的な手段の例と

して，既実施研究 3）において，フォークリフト

を起因物とする災害を対象に，タブレット PC を

利用した簡易 RA 支援システムを試作した。ここ

では，特に以下の点に留意した。 

1）ICT の初心者やタブレット PC に不慣れな人

でも容易に操作できるように，直感的な操作

で業務を遂行できること。具体的には，タブ

レット PC 上に表示される典型災害事例やリ

スクアセスメントシート（様式 A，B，C な

ど）に対してタッチペン又は指による操作を

行うだけで，必要な操作が容易に完了できる

こと。 

2）タブレット PC 上に表示される典型災害事例

やリスクアセスメントシート，及び様式 A，

B，C などに対して，あたかも紙の上で行うよ

うな手書きができること。この場合，関係者

がリスクアセスメントの実施中に気づいた

点をタブレット PC に書き込み，チェックリ

ストのチェックを行うことも可能であるこ

と。また，様々な人が手書き操作を容易に行

えるように，タッチペンは手書き入力に適し

た構造であること。 

3）現場で撮った写真や動画をリスクアセスメン

トの実施者が遠隔安全診断用のシステムに

添付し，専門家を含む関係者間で情報共有で

きること。この場合，上記のリスクアセスメ

ントシートや様式 A，B，C に複数人が同時

に書き込んで情報を共有することも可能で

あること。 

4）タブレット PC の画面を容易に確認できるよ

うに，タブレット PC 上に表示される典型災

害事例やリスクアセスメントシート，及び様

式 A，B，C などは指による操作によってシー

トの拡大などが簡単にできること。 

5）使用段階 RA 支援システムでは，企業機密に

関する情報を扱うことも多い。このときの情

報セキュリティーを確保するために，クラウ

ドの使用，端末制限やワイプ（端末に保存さ

れているデータの削除）の使用，タブレット

PC の利用状況を確認するログ監視機能など

を備えていること。 

6）本システムを介して機械安全の専門家等が

RA 結果の妥当性確認を遠隔で行えるように，

RA 実施者，現場の管理者及び専門家らの間

で連絡調整と確認が迅速かつ確実に行うこ

とができること。また，同様な機能をメーカ

の担当者（機械の設計・製造者など）に対し

ても適用できること。 

7）本システムを利用すれば，現場事務所に戻っ

てからの無駄な作業を減少でき，現場の働き

方改革を推進させることが期待できる。この

ために，簡単な操作だけで現場の情報を集約

し，現場の書類や帳票の作成を容易化し，業

務の効率化を図れる様々なツールを備えて

いること。 

以上のような機能を実現するため，既実施研

究では，株式会社 MetaMoJi が販売している

Genba Note for Business を使用することとし，ま

た，手書き入力に適した構造のタッチペンとし

てはスタイラスペンを利用することとした。具

体的な機器構成は，次のとおりである： 

1）タブレット PC 
Apple ipad pro 12.9 インチ WiFi モデル 256GB 
１式（リスクアセスメント実施者用） 

2）キーボード 
ipad pro 用 Smart Keyboard Folio 1 式 

3）タッチペン 
スタイラスペン 1 本 
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4）基本システム 
Genba Note for Business チームテディション 

クラウド版 5 ライセンス（RA の実施者，現

場の管理者，メーカの担当者，専門家用） 

5）手書き文字認識システム 
Genba Note for Business チームテディション 

クラウド版 mazec 1 式 

6）関係者間の連携システム 
Genba Note for Business チームテディション 

クラウド版 ミーティングオプション 1 ラ

イセンス 

7）操作説明書 1 式 

この試作システムを基礎として，本研究では，

扱える機械の種類を災害が多発している 15 種に

拡充するよう必要な典型災害事例シート及び様

式一式を実装するとともに，機械安全専門家に

よる「遠隔安全診断」を具体的な支援機能として

付加した 24）。本研究で構築した簡易 RA 支援シ

ステムを図 25 に示す。 
 
5.5 簡易RA 支援システムの操作手順 

 構築した簡易 RA 支援システムの操作手順は

次のとおりである： 
1） タブレット PC 上でアプリを起動する。 
2） タブレット PC 上に典型災害事例のシート

が表示される。 
3） 典型災害事例を閲覧するために，指による

操作によってシートの拡大，縮小，移動など

を行う。 
4） 発生可能性がある典型災害事例を選択する。

この操作は，スタイラスペンによる操作で

シートをマーキングすることによって行う。 
5） 操作後，マーキングした典型災害事例の色

が変化する。また，関連する写真や動画など

の閲覧が可能となる。なお，この閲覧では，

タブレット PC を使って，RA の実施者，現

場の管理者，メーカの担当者，専門家が直接

写真や動画を撮影し，情報共有ができるよ

うにする。 
6） 上記 4）と 5）の操作を必要な典型災害事例

に対して繰り返す。 
7） 必要に応じて，典型災害事例のコメント欄

に文字入力を行う。文字入力はキーボード

によって直接行うか，又はスタイラスペン

によって手書き文字をコメント欄に直接入

力して行う。操作後，手書き文字はテキスト

に変換される。 
8） タブレット PC 上に様式 A が表示される。 
9） 様式 A を閲覧するために，指による操作に

よってシートの拡大，縮小，移動などを行う。 

10） 該当する技術的方策を選択する。この操作

は，スタイラスペンによる操作でシートの

チェックボックスを直接操作して行う。操

作後，様式 A のチェック欄に“■”印が付

けられる。 
11） 必要に応じて，様式 A の“自由記入”欄と

“あなたの職場での注意事項の追加”欄に

文字入力を行う。文字入力はキーボードに

よって直接行うか，又はスタイラスペンに

よって手書き文字をコメント欄に直接入力

して行う。操作後，手書き文字はテキストに

変換される。 
12） タブレット PC 上に様式 B が表示される。 
13） 様式 B を閲覧するために，指による操作に

よってシートの拡大，縮小，移動などを行う。 
14） 該当する管理的方策を選択する。この操作

は，スタイラスペンによる操作でシートの

チェックボックスを直接操作して行う。操

作後，様式 B のチェック欄に“■”印が付

けられる。 
15） 必要に応じて，様式 B の“自由記入”欄と

“あなたの職場での注意事項の追加”欄に

文字入力を行う。文字入力はキーボードに

よって直接行うか，又はスタイラスペンに

よって手書き文字をコメント欄に直接入力

して行う。操作後，手書き文字はテキストに

変換される。 
16） タブレット PC 上に様式 C（評価結果の記録

表）のシートが表示される。 
17） 様式 C を閲覧するために，指による操作に

よってシートの拡大，縮小，移動などを行う。 
18） 様式 C の“評価結果の記録”欄に文字入力

を行う。文字入力はキーボードによって直

接行うか，又はスタイラスペンによって手

書き文字をコメント欄に直接入力して行う。

操作後，手書き文字はテキストに変換され

る。 
19） 様式 C の“残留リスクの明確化”，“管理者

への連絡事項”，“メーカへの連絡事項”欄に

文字入力を行う。文字入力はキーボードに

よって直接行うか，又はスタイラスペンに

よって手書き文字をコメント欄に直接入力

して行う。操作後，手書き文字はテキストに

変換される。 
20） RA の結果を印刷する。 
21） 専門家に RA の結果を送信する。 
22） 専門家からの指摘を受け，必要部分を修正

する。 
23） 必要に応じて，管理者やメーカの担当者に

情報を提供する。 
24） RA を終了する。 
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5.6 簡易 RA 支援システムの有効性評価 

構築した簡易 RA 支援システムを用いて，機械

設備に対する RA にまだ十分には取り組んでい

ない中小規模事業場3社（労働者数：13～104人，

表 17 参照）の工場長や安全管理担当者を対象に，

提案する簡易 RA 手法及び支援システムの有効

性を評価した。なお，本調査は，労働安全衛生総

合研究所倫理審査委員会の承認（通知番号 R4-安
5-01）を得て，2023 年 2 月に実施した。 
調査結果として，得られた回答の要約を表 18

に示す。まず，本システムを用いた簡易 RA 手法

の有効性を「専門知識が無くとも RA を実施でき

ると感じたか」という観点で質問したところ，概

ね肯定的な回答が全社から得られ，所要の目的

を一定程度達成できたことが示された。ただし，

RA 実施の負担軽減に関する質問に対しては，2
社から否定的な回答があり，別途ヒアリングに

より詳細な理由を聞いたところ，タブレット PC
自体を含めた本システムの操作に習熟する必要

がある点に懸念が示された。建設現場ではタブ

レット PC の活用が一般化しつつあるが，機械設

備の使用が中心となる製造業など，簡易 RA 手法

が適用される業種の動向に応じて検討すべきで

あることが示された。 
 一方，個々の項目として，まず，典型災害事例

リストに関しては，今回協力いただいた事業場

は限られたものであり，より多くの事業場から

の回答を得る必要があるが，本調査の範囲では，

機械・設備の種類は適切であり，各機種に対して

掲げた事例も十分であるとの評価を受けた。た

だし，事例の提示方法に対して 1 社から「文章

のみでなく図や写真を添えた方が分かり易い」

との指摘あり，今後の改善の参考としたい。 
次いで，保護方策チェックリストについては

必ずしも評価されず，特に技術的方策リストに

関しては 2 社から否定的な回答があった。その

理由をヒアリングした結果を要約すれば，リス

トに掲げられた内容が不十分であるということ

ではなく，むしろ「実際の現場に適用するという

観点から見たときに現実的でないものも含まれ

ており，必ずしも参考にならない」とのことで

あった。前述したように，保護方策チェックリス

トは，労働災害の経験が少ない事業場に対して

講じるべき対策の選択肢を示すこと，あるいは，

対策を考案する際の起点を提示することを目的

に盛り込んだものであるが，否定的な評価は，こ

の意図が操作説明書などで十分説明できておら

ず誤解を与えた可能性を示唆するものであり，

説明書を修正する又は何らかのガイダンス資料

を別途用意するなどの措置が必要と考えられた。 
最後に，提案した「遠隔安全診断」については，

2 社から中小規模事業場に RA の普及・定着を推

進する上で必要であると評価されたが，現時点

でのシステムの仕様では，専門家が本システム

を介して RA の進捗及び結果をいつでも閲覧で

きる状態になっており，利用者側で専門家のア

クセスを選択（許可／拒否）できるようにはして

おらず，この点に関して，「監視されているよう

で，アドバイスが欲しい時に接続できるように

した方が良い」との意見が 1 社よりあった。この

仕様は，RA 実施者，現場の管理者及び専門家の

間での連絡調整と確認を迅速に行うのに必要な

最小構成とした結果によるもので，技術的に解

消困難な課題ではなく改善を検討したい。 
なお，自由記述で得た改善すべき点などとし

て，本システムがタブレット PC 上での運用を前

提としたクラウドシステムである点に関して，

スマートフォンでも結果が閲覧できるなど，よ

り容易に情報共有できる工夫が必要であるとの

指摘があった。前述したタブレット PC の活用に

係る課題に含めて，検討していきたい。 
 
5.7 本章のまとめ 

 機械に起因する労働災害を防止するには，

メーカが設計段階で適切な RA とリスク低減を

行うのが基本である。この点が徹底されていれ

ば，ユーザは①残留リスク対策，②変更管理，及

び③最小限の再発防止策に専念でき，メーカと

ユーザの役割分担が明確になる。しかし，現状で

は，ユーザが過度の負担を担っており，特に機械

の機能や危険性に対して十分な情報が得られな

い事業場では RA の担当者が想定できるリスク

には限界があり，適切なリスク低減の達成に困

難を生じている。また，仮に RA 実施できても，

専門家の関与が得られない状況の下では，その

結果の妥当性を自らだけで確認することは困難

である。 
 以上に鑑み提案した，ユーザでも理解が容易

な危害（災害）から出発する簡易 RA 手法につい

て，項目 3 では，災害が多発している 15 種の機

械設備を対象にできるように典型災害事例を整

備した上で，この情報を担当者に確実に提供す

ることによって重大な災害（危害）の見逃しを防

止する手段の例として，タブレット PC を用いた

使用段階 RA 支援システムを構築した。 
 前年度では，機械安全及び労働安全に長年の

経験を有する専門家に試行してもらい，実装し

た機能等を検証した。これを受けて，本年度は，

機械設備に対する RA にまだ十分には取り組ん

でいない中小規模事業場 3 社を対象に，各社の

工場長や安全管理担当者から主観的な意見（感

想）を収集する調査を行った。 
 得られた結果から，労働災害の経験や機械安

全に関する知識の限られた事業場に対する RA
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支援として概ね肯定的回答が得られ，所要の目

的を一定程度達成できたことが示された。ただ

し，いくつかの点で，タブレット PC 自体を含め

た本システムの操作に習熟する必要がある点に

懸念が示された。操作説明書の記載内容の拡充

や何らかのガイダンス資料を用意するなどの措

置を検討する必要があり，加えて，タブレット PC
の活用については，RA 支援が適用される業種に

おける動向を踏まえた検討が必要であると考え

られた。 
 これら以外にも，本調査を通じて示唆に富む

重要な指摘を多く得られた。これらを参考にし

て，機械安全の知識や労働災害の経験の限られ

た事業場にとって真に有用な使用段階 RA 支援

システムとなるよう，完成度をさらに高めてい

きたい。 
 

6．RA 支援システムの基本要求仕様の確立 

6.1 基本要求仕様の情報項目 

機械設備の設計段階及び使用段階で実施され

る RA について，経験や知識の限られた技術者を

主な対象として，設計段階 RA 支援システムの開

発を「項目 1」と，また，使用段階 RA 支援シス

テム 2 種の開発・検証をそれぞれ「項目 2」及び

「項目 3」と設定して検討し，それぞれに具体的

な例となる支援ツールを示し，それらの有効性

を評価した。 
以上の過程で得られた知見や有効性評価の結

果などから，本章では，RA 支援を目的に開発さ

れるシステムが備えるべき支援機能や資料・情

報などの要件・要求事項（以下，単に「要求事項」

という。）注）をまとめた「基本要求仕様」の確立

について検討する。 
情報通信技術（ICT）は今後より進展し，それ

に応じて様々な機能・特色をもった RA 支援シス

テムが新たに開発されていくものと想定される。

その際，本研究で明らかにしてきた RA 支援の要

点を押さえた，すべてのシステムに共通に適用

される「基本要求仕様」が策定されていれば，常

に一貫した考え方の下で重要な支援や情報を適

切に提供できる RA 支援システムが構築される

こととなり，中小規模事業場での RA の普及・定

着に大きく貢献するものと期待される。 
この目的にかなう「基本要求仕様」を検討する

にあたり，本研究では，すべてのシステムの要求

事項項目が，ISO/IEC/IEEE 29148:2018（対応 JIS

規格：JIS X 0166:2021）18）が示す「ソフトウェア

要求仕様（SRS）のアウトライン例」に基づいて

作成されるものと想定する。 
 ISO/IEC/IEEE 29148 は，システム及びソフト

ウェア製品（サービスを含む）の要求事項を得る

エンジニアリング活動としてライフサイクル全

般にわたって実施することが必要なプロセスを

規定した規格であり，ソフトウェア工学の文脈

において特性及び属性を含む定式化されたテキ

ストによる SRS の構成について詳述している。

このアウトライン例に基づいて構成した RA 支

援システムの基本要求仕様の情報項目を図 26 に

提案する。ここで，＊印を付した項目は，システ

ムが RA 支援を目的に開発される場合に必ず明

示すべき要件や内容を記載する上で留意すべき

事項を含んだ項目である。 
 
6.2 各項目の概要と必須事項 

図 26 に掲げた各項目に対し，以下では項目順

に，一般的なソフトウェアの場合での標準的内

容を概説するとともに，RA 支援を目的に開発さ

れるシステムの場合に必須となる記載事項，又

は，当該項目を記載するにあたって留意すべき

点などを述べる。なお，以降では，特に断らない

限り，「ソフトウェア」は一般的な用途で開発・

構築される通常のソフトウェア製品を指すとし，

これに対し「システム」は RA 支援を目的に開発

されるシステム又はツールの意で用いる。 

【第 1 章 序文】 
【第 1.1 節 目的】 
概要：本節は，対象とするソフトウェアを開発又

は変更する目的を，例えば，開発・提供が必要な

背景，現状の課題などを理由として挙げて，その

課題を解決する手段であることの説明をもって

定義する部分である。その際，ソフトウェアが新

規に開発されるものか既存のものの改修にあた

るか，また，必要に応じて，上位システムとの関

係など対象ソフトウェアの位置付けについても

説明する。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：この項目

では，開発するシステムが目的とする RA 支援の

内容を述べる前に，必ず RA の対象（設計段階用，

使用段階用又はその両方）を明示すること。また，

RA を実施する意義・必要性（例えば，項目 1 で

検討した「危険源同定支援ツール」においては，

メーカが RA を実施する必要性を示す根拠とし

 
注：本研究で「要求事項」とは，ISO/IEC/IEEE 29148 18）において「Requirement：ニーズとそれに付随する制約・条

件とを変換した又は表現する文」と定義されるものである。国内では通常「要求」又は「要件」と記されるもので，

「要求」を文書化，仕様化し，ステークホルダと合意したものを「要件」と厳密に区別した考え方 44）もあるが，一

般的には「要求」と「要件」の標準的な定義は存在しないとされている。このため，本研究では，システムが具備

すべき Requirement を「要求事項」と呼び，これらを纏めたものを「要求仕様」と記すこととした。 
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て「ユーザへの機械危険情報の提供」の達成を挙

げた）又は現状の課題を示す情報（「危険源同定

支援ツール」においては，危険源同定が RA の難

しさの根底にあり，その結果，普及・定着が阻害

されていることを示した）としては，RA に関す

る労働安全衛生法規や各種規格類の整備状況，

あるいは，RA 普及の実態や阻害要因などを把握

した上で，開発の根拠を説明すること。 

【第 1.2 節 適用範囲】 
概要：開発するソフトウェアの適用範囲を，次の

事項によって記述する部分である： 

a） 開発するソフトウェアを識別可能にするた

めの名称。 

b）利用者の業務要求（ニーズ）を満たすために

ソフトウェアが何を行い達成するか，何を行

わないか。必要に応じて，業務フロー，業務

規模や時期なども示す。 

c） 関連する最上位レベルの便益，目的及びゴー

ルをできるだけ正確に記述し，その中での開

発するソフトウェアの適用を示す。上位レベ

ルのソフトウェアの SRS がある場合には，そ

れらとの整合を図る。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：設計段階

で実施する RA は，ISO 12100 が規定する原則に

基づいた標準化された手順で行われる必要があ

る。このため，設計段階用のシステムにおいては，

支援される RA が ISO 12100 に準拠しているこ

とを説明する。開発するシステムが，RA の全プ

ロセスの中で特定の段階（例えば，「危険源の同

定」）のみを扱う場合には，その旨を明示し，さ

らに，他の段階との関係（例えば，「危険源の同

定」を実施する上で事前に実施しておくべき活

動や準備する必要のある情報といった前提条件，

あるいは，システムを用いて得られる結果を次

の段階「リスクの見積り」にどのように反映・利

用するかに関する情報）を説明すること。 
 一方，使用段階で実施する RA については，現

時点で，標準化された手順・方法が国際的にオー

ソライズされているとは言えないが，国内にお

いては機械包括安全指針に示された手順に準拠

するのが望ましい。逆に，主に簡易化を目的とし

て機械包括安全指針に示されたものとは異なる

手順・方法を採用する場合は，両者の差違，得ら

れる結果の整合性，システムが支援を提供でき

る範囲（又は，逸脱する部分）について必ず説明

すること。その際，ISO 450017 等の各種マネー

ジメント規格で求められている RA の実施内容

についても考慮しておくことが望ましい。 

【第 1.3 節 製品の概要】 

【第 1.3.1 項 製品の概観】 
概要：ここでは，開発するソフトウェアと他の関

連システム／ソフトウェアとの関係を，各種イ

ンタフェースとの制約内での動作によって定義

する。例えば： 

a） ソフトウェア要求事項を達成するために必

要な利用者インタフェースの特性（画面構成，

ページレイアウト，メニューなどを含む）。 

b）併用が要求される他のソフトウェア間や他

のアプリケーション間のインタフェース（例

えば，相互接続するソフトウェアの目的，情

報交換の内容） 

c） 通信のインタフェース（例えば，ローカル

ネットワークプロトコル）。 

d）開発するソフトウェアがより大きなシステ

ムの一要素である場合には，全体システムと

の間のインタフェースを識別し，ソフトウェ

アの機能性を全体システムの要求事項に関

連付けておく。 

e） ソフトウェアを利用，保守，支援する人との

関係の最適化，運用の仕様（例えば，利用者

による起動，対話型操作，データ処理支援機

能，バックアップ，リカバリ）。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：開発する

RA 支援システムにおいて，他のアプリケーショ

ンの機能（例えば，日本産業標準調査会のホーム

ページにある JIS 検索機能 45），ドイツ法的災害

保険の研究機関（ IFA ）が公開している

SISTEMA46））を利用することやアセスメント結

果などのデータを他アプリケーションとやり取

りすることを想定している場合には，ソフト

ウェア間のインタフェースやリンクを指定して

おくこと。 

【第 1.3.2 項 製品の機能】 
概要：開発するソフトウェアが実行する主要な

機能を要約して記載する部分である。例えば，会

計プログラムの場合，製品の機能についての仕

様記述を用いて「顧客勘定保守機能」，「顧客明細

書機能」，「請求書準備機能」などを説明する。本

項の範囲では，機能の詳細な要求事項について

は割愛し，その概略だけを記載する（SRS では要

求事項の詳細は後の第 3 章「要求事項」に示す）

が，明瞭性を確保する上で次の点には注意が必

要とされる： 
a） SRS を予備的知識のない人が読む場合でも，

機能の一覧が理解できるように構成する。 
b）他の機能及びその関係を示すために，必要に

応じて図的手法を用いる。ただし，図は，製

品の設計詳細を示す意図で作成するのでは
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なく，例えば，変数間の論理的な関連を単純

に示した程度のものとする。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：例として，

本研究項目 1 で開発した危険源同定支援ツール

を対象に，本項に記述する内容を掲げると以下

のようになる： 

・アセスメント管理機能： 
 PC 画面上で実行するアセスメントの新規作

成，既存アセスメントの選択（危険源同定の実

施），複製，削除を行う。 

・危険源の判断基準提示機能： 
 機械安全 JIS規格の安全要求事項から規格で

扱われている危険源・危険区域を抽出し，それ

らに対して判断基準と参考情報を提示する。 

・同定結果一覧表示機能： 
 判断基準が提示される危険源の細目を一覧

表示する。その際，現在までの実施状況が確認

できるように入力した同定結果の個数を（未実

施の場合と該当しなかった場合を明確に区別

して）併せて表示する。  

・災害シナリオ自動作成機能： 
 危険源として入力された機械部位等に対し

て，想定する被災者，危害，作業場面に関する

内容を入力すると，それらを構成要素にして災

害シナリオの草案を作成する。 

・表計算ソフト出力機能： 
 危険源と災害シナリオの結果をまとめ，予め

設定された表計算ソフトに所定の様式でデー

タを出力する。 

【第 1.3.3 項 利用者特性】 
概要：開発するソフトウェアで想定する利用者

の特性，特に，要求される教育レベル，経験，身

体障害，技能的専門性といった使用性に影響し

得る特性を定義する部分である。定義した利用

者特性は SRS 全体を通して一貫している必要が

あるが，本項においては，詳細な要求事項として

利用者特性を記述するのではなく，むしろ，後の

第 3 章で詳細に記載する各要求事項の定義する

理由となる事項を述べておく方が良いとされる。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：RA 支援

システムの開発において，支援対象として想定

する設計技術者又は生産技術管理者の機械安全

に関する知識や RA の経験，技能的専門性といっ

た特性を明確にしておくことは不可欠であり，

可能な限り詳細に定義すること。事前に講習や

トレーニングの受講を前提とすることなく利用

できることが理想ではあるが，機械安全や RA に

関する知識を一切もたない者に，支援ツールだ

けをもって RA を適切に実施することを期待す

るのは明らかに限界がある。このため，本研究項

目 1 で検討した「危険源同定支援ツール」におい

ては，利用者の条件に，予備的知識として厚生労

働省が公表している「機械設備のリスクアセス

メントマニュアル（機械設備製造者用）」を一読

し，内容を把握していることを前提においた。こ

のように，支援対象とする利用者の特性を指定

する際には，厚生労働省が公表している資料や

通達 7, 47）にある設計技術者，生産技術者に対す

る機械安全教育カリキュラムの項目など，一般

に周知されている情報を指標に用いて指定する

のが望ましい。 

【第 1.3.4 項 制限】 
概要：ソフトウェア開発に関してソフトウェア

を作制する者（以下，「作製者」という。）の選択

肢を制限する項目があれば，本項に記述する。例

えば，次のものがある： 

a） ソフトウェアに関連する法規制やルール

（コーディング規約） 

b）開発における言語（例えば，高水準プログラ

ミング言語の使用） 

c） 信号ハンドシェークプロトコル（例えば，

XON-XOFF，ACK-NACK） 

d）データ処理，ファイル管理，プロセス管理な

どに係る制御機能の制約（プラットフォーム

依存） 

e） 新旧ソフトウェアの並行運用又は同時稼働 

f） アプリケーションの重大性（例えば，財政的

損失，信用失墜，環境汚染などに至るリスク） 

g）安全性及びセキュリティの配慮 

h）身体的又は精神的負荷への対応（プライバ

シー保護など） 

i） 他アプリケーションとのインタフェース（や

り取りする情報の構造やプロトコルなど） 

RA 支援システムの必須事項，留意点：RA 支援

システムでは，特に f）と g）に対して留意する

必要がある。 
 まず，f）として，RA 支援システムの開発にあ

たっては，特に「危険源の同定」や「リスクの見

積り」，「リスクの評価」を簡易的に行えるよう支

援する場合，提示する指標等の情報やリスクレ

ベルの割り当て，あるいは，支援の方法・内容に

よっては，網羅性を欠いた同定又はリスクに対

する楽観的な判断を誘導するおそれがあること

を考慮しておかなければならない。このような

システムの重大性に対する措置を講じる上で，

何らかの開発の選択肢を制限する必要がある場

合には本項に記載しておくこと（具体的な措置
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については，SRS では後の第 3 章又は第 4 章「検

証」に記述する）。 
 一方，g）として，設計段階 RA 支援システム

では開発対象機械の設計に係る機密情報が，ま

た，使用段階 RA 支援システムでは生産プロセス

や企業体制に関する機密情報が扱われることが

容易に想定され，データの漏洩や改ざんに対す

る情報セキュリティの確保は極めて重要である。

これを実現する上で，開発の選択肢を制限する

必要があれば本項に記すこと。 

【第 1.4 節 用語の定義】 
概要：本節では，SRS 文書内で使用する用語の定

義，説明を必要に応じて一覧化して示す。開発中

の誤解を避けるために，全ての定義を全関係者

が事前にレビューして合意していることが望ま

しいとされる。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：RA 支援

システムの SRS では，機械安全及び RA に関連

する専門用語が多用されると想定される。この

とき，作製者らの誤解を避けるために，使用する

用語は，ISO/IEC Guide 51（JIS Z 8051），ISO 12100
（JIS B 9700）及びタイプ B 規格，ならびに，機

械包括安全指針の定義に準拠して用いること。 

【第 2 章 参考文献】 
概要：SRS 文書で使用する用語の典拠や要求事

項の根拠として引用する資料（適用範囲で掲げ

た法規則，規格，指針など）を明記する。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：標準的な

ソフトウェアに比して，RA 支援システムの SRS
項目として留意する点は特になし。 

【第 3 章 要求事項】 
【第 3.1 節 機能に関する要求事項】 
概要：ここでは，開発するソフトウェア内で，入

力を受け取って処理するとき及び出力を生成す

るときに実行する必要のある基本的な動作を定

義する。例えば，次のものがある： 

a） 入力に対する正当性チェック 

b）運用（オペレーション）の正確な順序 

c） 異常状態（オーバーフロー，通信障害など）

への反応（例外応答），エラーハンドリング，

リカバリ 

d）入出力順序，入力から出力への変換式（パラ

メータの効果） 

 機能要求をサブ機能やサブプロセスに分ける

ことが適切な場合もあるが，要求と同じ階層構

成でサブ機能等に分解されるとは限らないこと

もあり，注意が必要とされる。 
RA 支援システムの必須事項，留意点：標準的な

ソフトウェアに比して，RA 支援システムの SRS
項目として留意する点は特になし。 

【第 3.2 節 性能に関する要求事項】 
概要：開発するソフトウェア自体又はソフト

ウェアと人間の間の全般の相互作用に関する静

的要求事項（例えば，可能端末数，同時利用者数，

扱う情報の量や型）及び動的要求事項（例えば，

ある時間間隔内で処理するトランザクション数，

タスク数，データ量）を，ソフトウェアのサービ

スレベルを想定しつつ，定量的に測定可能なも

のとして許容範囲などを含めて定義する部分で

ある。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：標準的な

ソフトウェアに比して，RA 支援システムの SRS
項目として留意する点は特になし。 

【第 3.3 節 ユーザビリティ要求事項】 
概要：本節では，特定の利用状況における測定可

能な有効性，効率性，満足性などの基準を用いて，

ソフトウェアの能力としてユーザビリティ（使

用性）要求事項を定義する。ソフトウェア製品の

品質を評価する際の基準を定めた規格 ISO/IEC 
25010:2011（対応 JIS 規格：JIS X 25010:2013）48）

では，ユーザビリティを有効性，効率性，満足性

から成る利用時の品質特性の測定量によって直

接的に明示又は測定することも可能としている

が，利用時の品質特性は，ソフトウェアの製品品

質特性の影響を受けて決定されるものであるこ

とから，ユーザビリティは製品品質の副特性と

して以下のような指標を用いて評価するのが良

いとされる。 

a）適切度認識性：ソフトウェア及び／又は他の

関係する文書の印象から，ソフトウェアが利

用者のニーズに適切なものであると利用者

が認識できるかの度合い。 

b）習得性：明示された利用状況において，有効

性，効率性，リスク回避性，満足性によって

明示された目標を達成するために，利用者が

ソフトウェアを利用できるかの度合い。 

c）運用操作性：ソフトウェアが運用操作しやす

く，制御しやすいかの度合い。 

d）アクセシビリティ：明示された目標を達成す

るため，幅広い範囲の心身の特性及び能力を

もった人が利用できるかの度合い。 

e）ユーザインタフェース快美性：ユーザインタ

フェースが利用者にとって楽しく，満足のい

く対話ができるかの度合い。 

f）ユーザエラー防止性：利用者が間違いを起こ

すことを防止できるかの度合い。 
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RA 支援システムの必須事項，留意点：RA 支援

システムの SRS では，適切度認識性及び習得性

が，想定する利用者の機械安全・RA に関する教

育レベルに大きく依存することを考慮すること。

また，PC やタブレット端末の操作に対する慣れ

や同種の支援システムの利用経験などが，ユー

ザエラー防止性に影響するため，利用中の操作

ガイドの閲覧，入力情報の再確認と容易な修正

などを考慮すること。例えば，支援システムのイ

ンストール先として想定する PC やタブレット

端末に備えられた拡大機能やフリック／スワイ

プ機能などを活用し，必要に応じて，キーボード

以外の入力方法の採用を検討する。これらの工

夫はユーザインタフェース快美性の向上にも寄

与する。 

【第 3.4 節 インタフェース要求事項】 
概要：ここでは，第 1.3.1 項のインタフェースの

説明を補足するため，ソフトウェアの入出力を

全て定義して具体的に説明する（第 1.3.1 項の情

報を繰り返す必要はない）。定義する各々のイン

タフェースには，次の内容を含むことが望まし

いとされる： 
a） 項目名と目的の記述 
b）入力の発生源又は出力の行き先 
c） 正当な値の範囲，精度，許容度 
d）タイミング 
e） 他の入出力との関連 
f） 画面様式又は画面構成 
g）ウィンドウ様式またはウィンドウ構成 
h）データ様式 
i） コマンド様式 
j） 終了メッセージ 

RA 支援システムの必須事項，留意点：標準的な

ソフトウェアに比して，RA 支援システムの SRS
項目として留意する点は特になし。 

【第 3.5 節 論理データベース要求事項】 
概要：本節には，データベースに置くあらゆる情

報に対する，次のような要求事項を明記する： 
a） 各機能で使われる情報の型（種別） 
b）利用頻度 
c） アクセス能力 
d）データエンティティ及びその関連 
e） 完全性（インテグリティ）制約 
f） データ保存要求事項 
 データベースの設計においては，格納ファイ

ルのアクセス形態やアクセス方法，アクセス頻

度，物理レコードサイズ，セグメント階層などが

パフォーマンスに影響を及ぼすため，以上の条

件に配慮する必要があり，業務プロセスとデー

タフローを整理した上で主要データ（入出力情

報やキー情報など）を記していくのが良いとさ

れる。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：開発する

RA 支援システムにおいて，外部データベースの

情報を取得・活用する場合，例えば，ISO や JIS
の要求事項に基づいた危険源の判断基準や保護

方策の要件に関する情報の提供，労働災害の発

生状況に応じた表示の優先順位付けやリスク推

定レベルの割り付け，厚生労働省の通達や指針

に基づいた安全対策に関する情報の提供などを

意図している場合，上記の e）として，支援シス

テムが提示又は使用する情報等の「正当性」，「正

確性」が確保され，信頼性の高い状態を保つ（情

報元の改定又は更新に追従する）必要がある。こ

れを維持するためのプロセスやルールなどを組

み込んでおくことが不可欠である。この観点で e）
を検証し，必要な事項を制約として本項目に記

述しておくこと。 

【第 3.6 節 設計制約】 
概要：準拠すべき標準や法規制又はプロジェク

ト制限によって影響を受ける設計上の制約を明

記する項目である。例えば，安全関連アプリケー

ションの開発に当たって，機能安全規格が指定

するレベルの開発手法のみが利用できるといっ

た事項である。アプリケーションによっては，法

律上の基準をソフトウェアが満たすことを確認

するために，このような標準に関する準拠性を

追跡することも重要とされる。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：標準的な

ソフトウェアに比して，RA 支援システムの SRS
項目として留意する点は特になし。 

【第 3.7 節 ソフトウェアシステム属性】 
概要：本節では，ソフトウェアに「非機能要求」

として要求される次の属性を明記する：  

a） 信頼性：品質特性の副指標として，成熟性（対

応が必要な故障低減機能の数），障害許容性，

回復性を使って評価する。 

b）可用性：システム全体の定義された可用性レ

ベルを保証するために要求される要因を明

示する。許可されたユーザが必要なときに情

報にアクセスできることを確実にする。例え

ば，チェックポイント・リカバリー・リスター

ト機能。第 3.3 節「ユーザビリティ要求事項」

と同じ評価指標が使われる。 

c） セキュリティ：偶然又は悪意によるアクセス，

使用，改変，破壊，暴露からの保護を定義す

る。この要求事項には暗号技法，特定のログ

又は履歴データ一式の保持，さまざまなモ

ジュールへの一定機能割り当て，プログラム
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領域間の通信制限，重大変数に対するデータ

インテグリティチェック，データプライバ

シーの保証などが採用される。 

d）保守性：保守性に関連するソフトウェア属性

（例えば，一定のモジュール性，インタ

フェース，複雑さの制限）を明示する。これ

らは，解析性，安定性，変更作業性，試験性

などの副特性で評価できる。 

e） 移植性：他のホストやオペレーティングシス

テムへの移植しやすさを，ホスト依存コード

を持つ要素の割合，ホスト依存コードである

コードの割合，移植性が証明された言語使用，

コンパイラ又は言語仕様の特定のサブセッ

ト使用，特定のオペレーティングシステム使

用などの属性により明示する。環境適用性，

（移植）作業性，規格準拠性，置換性などの

副特性で評価が可能。 

これら非機能要求はソフトウェアの品質を確保

するために定義されるもので，上記の 5 項目の

他に以下を加える場合もある。 
・ 性能／スケーラビリティ／キャパシティ 
・ 拡張性 
・ 管理性 
・ 前提・制約条件 

RA 支援システムの必須事項，留意点：上記のう

ち，RA 支援システムの SRS では次の事項を特

に留意して仕様化すること。 
c）セキュリティ： 
前述したように，RA 支援システムでは，利用

者の機械・設備，生産プロセス，あるいは，労働

災害履歴などの機密情報を扱うことが想定され

ることから，本事項は極めて重要である。 
d）保守性： 

開発する RA 支援システムにおいて，規範とす

る規格や規則の改定，あるいは，労働災害情報の

更新に対応する必要がある場合，特に重要であ

る。 
・管理性： 
複数の利用者によるプロジェクトの編集を認

める場合，更新履歴などを適切に管理・記録でき

るよう留意する必要がある。 

【第 3.8 節 支援情報】 
概要：一般に，SRS に次のような情報を加えるこ

とが，作成者らの理解を促す上で推奨されてい

る： 

a） 入出力様式の例，コスト分析結果の記述，又

は利用者調査の結果 

b）SRS 読者を助け得る支援情報又は背景情報 

c） ソフトウェアによって解決しようとする問

題の記述 

d）コード及び媒体がセキュリティ，移植，初期

ロードなどの要求事項を満足するための特

別なパッケージ化の指定 

 特に，これらの情報が要求事項の一部として

見做される場合は，本節での記載が必須である

（付録として扱われる場合は必ずしも記述する

必要はないとされる）。  

RA 支援システムの必須事項，留意点：標準的な

ソフトウェアに比して，RA 支援システムの SRS
項目として留意する点は特になし。 

【第 4 章 検証】 
概要：本章は，開発するソフトウェアの評価のた

めに計画する必要がある検証方法及び手法を記

載する部分である。図 41 では割愛したが，具体

的な項目は，第 3 章「要求事項」に対応する形で

構成することが推奨されている。 
 検証には，当初要求事項のソフトウェア設計・

製造段階で行う妥当性評価や，性能目標実現の

確認，目標品質の実現値の評価，定量効果把握，

ソフトウェア運用が利用者に与える影響の把握

などが想定される。要求事項が満たされたとい

う客観的な証拠を得るために用いられる検証手

法として，例えば，以下が知られている： 

・インスペクション：要求事項への遵守度合い

を確認するために該当する文書に違反項目が

ないかを試験する。 

・分析：理論的に適合していることを示すため

に，定義された条件下で解析データ及びシ

ミュレーションを使用する。 

・デモンストレーション：機能的なパフォーマ

ンスを定性的に見せることであり，観測を行

い定義された反応と比較する。 

・テスト：ある項目の運用性，支援可能性，又は

性能を現実の又はシミュレーション制約条件

下で定量的に検証する。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：RA 支援

システムでは，第 1.3.4 項「制限」で述べた「重

大性」として，誤った RA 結果への誘導が利用者

の実施するリスク低減方策に大きく影響を及ぼ

すおそれがある。このため，利用者の判断の誤誘

導を防止する措置，例えば，独立した資格のある

者（認証団体や労働安全コンサルなど）による動

作確認や提示情報の評価といった検証・承認プ

ロセスを設定しておくことが不可欠であり，詳

細を本章のいずれかの項目に明示しておくこと。 

【第 5 章 付録】 
【第 5.1 節 前提条件及び依存性】 
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概要：SRS で記載する要求事項に影響する要因

を一覧化して示す部分である。これら要因の何

らかの変化が要求事項に影響する場合の例とし

て，開発するソフトウェアで指定したハード

ウェア上でのみ利用できる特定のオペレーティ

ングシステムに備えられた機能を利用する場合

（これは前提条件にあたる），開発するソフト

ウェアの機能や性能がハードウェアの仕様に

よって制約を受ける場合（これは依存性にあた

る）などがある。設計制約として言及される場合

もある。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：標準的な

ソフトウェアに比して，RA 支援システムの SRS
項目として留意する点は特になし。 

【第 5.2 節 頭字語及び略語】 
概要：SRS 文書内で使用される頭字語や略語の

正式名称を定義し，一覧化すること。 

RA 支援システムの必須事項，留意点：標準的な

ソフトウェアに比して，RA 支援システムの SRS
項目として留意する点は特になし。 
 
6.3 本章のまとめ 

RA 支援を目的に開発されるすべてのシステ

ムに共通に適用される「基本要求仕様」として，

システムの仕様が ISO/IEC/ IEEE 29148 が示すソ

フトウェア要求仕様のアウトライン例に基づい

て作成されると想定し，その上で，各項目におい

て RA 支援を目的とする場合に特に記載すべき

要件や制約，留意事項などを述べた。 
このうち，特に重要な点をまとめると以下の

とおりである： 

・利用者の判断の誤誘導に対する措置 
開発する RA 支援システムが危険源同定又は

リスクの見積り・評価を支援する場合，提示する

指標などのために利用者が網羅性を欠いた同定

を行ってしまうことや，リスクレベルの不適切

な割り当てのために楽観的な判断を下してしま

うおそれがある。このため，利用者の判断の誤誘

導を防止する措置として，例えば，独立した資格

のある者（認証団体や労働安全コンサルなど）に

よる動作確認や提示情報の評価といった検証・

承認プロセスを設定しておくことが不可欠であ

る。RA 支援システムの SRS では，その危険性を

第 1.3.4 項「制限（重大性）」，また，防止のため

の措置等を第 4 章「検証」に明確に記述しておく

必要がある。 
・提示する情報の典拠・更新： 

RA 支援システムが提示する評価指標や参考

情報，情報提示順序の割り当てなどが，法規制，

機械安全規格又は労働災害データに基づいて策

定されている場合，その典拠が明確にされてい

る上で，元となる情報ソースが改定又は更新さ

れた際に可能な限り速やかに反映される措置が

必要である。これは，利用者の判断誤りを意図せ

ずに誘導してしまう危険性を低減する意味でも

重要である。このため，RA 支援システムの SRS
では，策定者が考案した措置について，第 3.5 節

e）の“完全性（インテグリティ）制約”及び第

3.7 節 d）の“保守性”に仕様化しておく必要が

ある。 

・準拠する RA 手法： 
設計段階RA支援システムで実施されるRAは，

ISO 12100が規定するリスク低減プロセスに準拠

している必要がある。簡易化を目的に異なる方

法を採用する又は手順を一部変更する場合は，

標準的手順から逸脱する部分及び得られる結果

の整合性について SRS に明示し，その上で，外

部の有資格者等によってその正当性が事前に十

分検証される仕組みを導入しておく必要がある。

一方，使用段階 RA 支援システムでは，機械包括

安全指針及び ISO 450017 等のマネージメント規

格が求める RA に応えることを期待した利用者

を考慮しておく必要がある。特殊な手法を採用

する場合には，生じる差違を明確にしておくと

ともに，必要に応じて，製品が公表又は流通され

る際には利用者に適切に警告されることを作成

者に要求しておく事が重要である。 

・想定する利用者の教育・経験レベル： 
RA 支援システムにおいて，支援対象となる設

計技術者・生産技術管理者の機械安全に関する

知識や RA の経験，技能的専門性を指定しておく

ことは不可欠であり，SRS では第 1.3.3 項「利用

者特性」に可能な限り詳細に定義する。その際，

厚生労働省が公表している資料や機械安全教育

カリキュラムの項目など一般に周知されている

情報を指標に用いて指定することを，本研究で

は提案する。 

情報通信技術（ICT）は今後より進展し，それ

に応じて様々な機能・特色をもった RA 支援シス

テムが新たに開発されていくものと想定される。

その際，本研究が明らかにした RA 支援の要点を

欠いたシステムが利用されれば，誤った形での

RA が広まることは，機械災害の減少に寄与しな

いばかりでなく，不安全な機械の流通や使用を

助長する結果をも招きかねない。ここで示した

「基本要求仕様」は，一貫した考え方の下で重要

な支援や情報を適切に提供する RA 支援システ

ムの開発を可能にするものであり，適切な RA の

推進・定着に大きく貢献するものと期待される。 
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7．結言 

機械災害を防止するには，設計段階及び使用

段階において RA が適切に実施される必要があ

る。しかし，「十分な知識をもった人材がいない」，

「実施方法が判らない」ことを主な理由として

約半数の事業場が実施しておらず，特に中小規

模の事業場で浸透していない現状がある。これ

まで様々な形態で RA に関連する資料・教材・ガ

イドなどの情報提供がなされてきたが，依然と

して「RA の難しさ」が普及・定着を妨げる最大

の障壁の一つとなっている。 
そこで，本研究では，特に中小規模の事業場に

おいて機械に係る RA の普及を促すことを目的

に，具体的には，図 2 に示した全体計画に従い，

設計段階 RA 支援システムの開発を「項目 1」と

して，また，使用段階 RA 支援システム 2 種の開

発・検証を各々「項目 2」及び「項目 3」と設定

して検討した。そして，これらを通じて得られた

知見や有効性評価の結果などを一般化して，最

終的な成果として，RA の支援を目的に今後開発

されるすべてのシステムに対する「基本要求仕

様」を確立した。第 3 年度（令和 4 年度）におい

て，各項目で得られた結果及び考察の要点をま

とめると以下のとおりである。 

項目 1：設計段階 RA 支援システムの開発 

1） 昨年度までの検討において，項目 1 で開発を

目指す設計段階 RA 支援システムでは「危険

源の同定」の支援に焦点を当てることを定め，

その核となる具体的なアプローチとして，①

すべての機械に共通して適用される A／B 規

格の安全要求事項から危険源・危険区域を抽

出し，確実に同定すべき範囲と定めて提示す

ること，②特定の機械に対し，国内で報告さ

れた災害事例の情報から当該機械のC規格に

ある危険源リストの項目を明確化又は拡充

することで，危険源同定のガイドとすること，

③公表されている労働災害データベースの

災害事例とその防止に関連する規格類の安

全要求事項とをリンクさせ，多角的に関連情

報を収集できるようにすることの 3 方針を検

討した。さらに，これらとは異なる側面から

の支援として，④人が危険源にアクセスする

可能性を客観的に評価できるように指標と

なる機械の形状や空間寸法を明示すること

を考案した。 

2） 上記①～④を総合的に検討し，これらを統合

する形で，項目 1 で開発する支援システムの

コンセプトを，現在までに対応 JIS として制

定されている A／B 規格の安全要求事項から

抽出した危険源・危険区域をリスト化し，具

体的な判断基準を技術情報（寸法，推力，速

度など）の形で分かり易く提示するとともに，

アクセス可能性の評価に対する支援を加味

することで，設計技術者が危険源を自身のも

つ知識や経験から主観的に判断する必要な

く，危険源の原因（Origin）の物理的性質とア

クセス可能性とを整理して技術的視点から

客観的に検討できるよう支援するものと定

めた。機械に起こり得るすべての災害シナリ

オを網羅するのが危険源同定の理想である。

しかし，知識や経験の限られた設計技術者が

RA を実施する上で達成すべき要件を考えれ

ば，検討範囲の広さよりも重大な見落しを防

ぐことが重要であると考え，この開発コンセ

プトを定めた。 

3） 危険源同定の支援に焦点を当てた設計段階

RA 支援システムの基本機能及び要求仕様を

明確化し，これを実現した例として，JIS B 
9700 及び液圧／空気圧／電気／制御の各分

野で設計原則を扱うB規格の安全要求事項か

ら計 187 項目の危険源細目を抽出して一覧化

した上で，デスクトップ PC 上で利用する危

険源同定支援ツールを試作した。これを用い

て，労働安全コンサルタント及び中小メーカ

の設計技術者を対象に，提案する支援のアプ

ローチ，実装した支援機能及び提示情報の有

効性を評価した。 

4） 結果として，機械安全の知識に係わらず技術

的視点から客観的に危険源を認識可能とす

ることで危険源同定の難しさを軽減し，RA
実施に着手する出発点を提供する支援とし

て，設計技術者ならびに同定結果を検証・承

認する立場の者にとって有効であるとの評

価を得た。ただし，様々な点で本ツールだけ

を提供しても設計者支援として限界のある

ことが指摘され，設計段階 RA 全体に関する

初歩的な説明や本支援ツールを使用する上

での留意点をまとめた資料を別途提供する

必要があることが明らかになった。そのため，

取扱説明書とは別の副読本「設計段階 RA ガ

イドブック」を，これまで設計段階で実施す

べき RA 及びリスク低減全般に対して行って

きた考察を反映して作成した。 

項目 2：選択式使用段階 RA 支援システムの開発 

1）既実施研究で提案したイラスト等を用いた

簡易 RA 手法について，文字情報を可能な限

り排し，できるだけ容易に理解できるように

する方向で再検討するとともに，「危険源の

同定」に焦点を当てた支援を提供できるよう
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見直した。その結果，RA の対象とする機械

に係る災害発生の経緯（危険シナリオ）をイ

ラスト化して提示し，実際の機械や作業場面

を撮影した画像上で該当する危険個所を指

定していく方式の危険源同定手法を新たに

考案した。 

2）考案した危険源同定手法を事業場で実行で

きる具体的手段の例として，タブレット PC
上で動作するアプリケーションソフトウェ

アを試作し，第 2 年度では理工系大学の学生

と職員及び労働安全コンサルタントを対象

に提案する同定支援及び実装した支援機能

の有効性を評価した。これを受けて，本年度

では，機械を用いて生産活動を行う中小規模

事業場を対象に，安全担当者にアンケートを

行う形で評価を実施した。 

3）その結果，本アプリが提案する同定支援の効

果を確認することを主眼に試作したもので

あることから，ユーザビリティの観点で以下

のような課題が示されたものの，機械の災害

発生の経緯（災害シナリオ）をイラストで提

示するという危険源同定手法は概ね評価さ

れ，中小規模の事業場が RA に着手するため

の有効な支援になり得ると判断できた。 

・ 非定常作業を想定した危険イラストをでき

るだけ多く用意するとともに，各事業場の

機械に応じた危険源同定を容易にするため，

事業場自らイラストを作画して追加できる

ようにする。 

・ 写真表示に拡大機能を付加し，機械の全体

と危険箇所の細部を表示できるようにする。 

・ 支援アプリの操作方法を説明したマニュア

ルを動画資料とするなど充実させるととも

に，危険源同定及び RA の基礎的事項に関

する説明を併せて提供するようにする。 

項目 3：典型災害事例を応用した使用段階 RA 支

援システムの検証 

1）昨年度までに，既実施研究において提案した

典型災害事例を応用した簡易 RA 手法で扱え

る機械を 15 種に拡充し，整備した情報を実

装して，タブレット PC 上で動作する簡易使

用段階 RA 支援システムを構築した。その際，

タブレット PC の長所を活用した支援機能と

して，安全の専門家から遠隔で RA 結果の妥

当性確認やアドバイスを受けられる仕組み

「遠隔安全診断」を新たに考案し，具体的な

支援機能としてシステムに実装した。 

2） 本支援システムを用いて，機械設備に対する

RA にまだ十分には取り組んでいない中小規

模事業場 3 社（労働者数：13～104 人）の安

全管理担当者等を対象に簡易 RA 手法及び構

築したシステムの有効性を評価した。結果と

して，本システムを用いた簡易 RA 手法につ

いて「専門知識が無くとも RA を実施できる

と感じたか」という観点で質問したところ，

全社から概ね肯定的な回答が得られ，労働災

害の経験や機械安全に関する知識の限られ

た事業場に対する使用段階 RA 支援として所

要の目的を一定程度達成したことが確認で

きた。 

3） ただし，いくつかの点で，タブレット PC 自

体を含めた本システムの操作に習熟する必

要がある点に懸念が示された。操作説明書の

記載内容の拡充や何らかのガイダンス資料

を用意するなどの措置を検討する必要があ

り，加えて，タブレット PC の活用について

は，RA 支援が適用される業種における動向

を踏まえた検討が必要であると考えられた。 

RA 支援システムの基本要求仕様の確立 

 以上の項目 1～3 を通じて得られた知見や有効

性評価の結果などから，RA 支援を目的に開発さ

れるすべてのシステムに共通に適用される「基

本要求仕様」として，システムの要求仕様が

ISO/IEC/ IEEE 29148 に示されたソフトウェア要

求仕様のアウトライン例に基づいて作成される

と想定した上で，各項目において RA 支援を目的

とする場合に特に記載すべき要件や制約，留意

事項などを検討した。特に重要な点をまとめる

と以下のとおりである： 

1）利用者の判断の誤誘導に対する措置：開発す

る RA 支援システムが危険源同定又はリスク

の見積り・評価を支援する場合，提示する指

標などのために利用者が網羅性を欠いた同

定を行ってしまうことや，リスクレベルの不

適切な割り当てのために楽観的な判断を下

してしまうおそれがある。このような利用者

の判断の誤誘導を防止する措置として，例え

ば，独立した資格のある者（認証団体や労働

安全コンサルなど）による動作確認や提示情

報の評価といった検証・承認プロセスを設定

しておくことが不可欠であり，RA 支援シス

テムの要求仕様では「検証」の一部に明確に

記述しておく必要がある。 

2）提示する情報の典拠・更新：RA 支援システム

が提示する評価指標や参考情報，情報提示順

序の割り当てなどが，法規制，機械安全規格

又は労働災害データに基づいて策定されて

いる場合，その典拠が明確に示されている上

で，情報元が改定又は更新された際に可能な

限り速やかに反映される措置が必要である。



齋藤･濱島･芳司･清水･池田･梅崎･木村 

40 
 

これは，利用者の判断誤りを意図せずに誘導

してしまう危険性を低減する意味でも重要

である。このため，RA 支援システムの要求

仕様では，策定者が考案した措置を「完全性

（インテグリティ）制約」や「保守性」の項

目に仕様化しておく必要がある。 

3）準拠する RA 手法：設計段階 RA 支援システ

ムで実施される RA は，ISO 12100 が規定す

るリスク低減プロセスに準拠している必要

がある。簡易化を目的に異なる方法を採用す

る又は手順を一部変更する場合は，標準的手

順から逸脱する部分及び得られる結果の整

合性について要求仕様に明示し，その上で，

外部の有資格者等によってその正当性が事

前に十分検証される仕組みを導入しておく

必要がある。一方，使用段階 RA 支援システ

ムでは，機械包括安全指針及び ISO 450017 等

のマネージメント規格が求める RA に応える

ことを期待した利用者を考慮しておく必要

がある。特殊な手法を採用する場合には，生

じる差違を明確にしておくとともに，必要に

応じて，製品が公表又は流通される際には利

用者に適切に警告されることをソフトウェ

ア作成者に要求しておくことが重要である。 

4）想定する利用者の教育・経験レベル：RA 支援

システムにおいて，支援対象となる設計技術

者・生産技術管理者の機械安全に関する知識

や RA の経験，技能的専門性を指定しておく

ことは不可欠であり，「利用者特性」の項目に

可能な限り詳細に定義する。その際，厚生労

働省が公表している資料や機械安全教育カ

リキュラムの項目など一般に周知されてい

る情報を指標に用いて指定することが望ま

しい。 

 本研究では，機械の設計段階と使用段階で実

施される RA を支援する上での必須要件を明ら

かにし，システムとして実現する例を具体的に

示した。そして，得られた知見を一般化して基本

要求仕様を策定した。これを規範に，今後，様々

な機能・特色をもった支援システムが適切に開

発され「RA の難しさ」が克服されれば，中小の

メーカとユーザ双方における機械設備の RA の

推進・定着に大きく貢献するものと期待される。 
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図 1 機械の安全化の手順 
（出典：厚生労働省「平成 19 年基発第 0731001 号」） 



齋藤･濱島･芳司･清水･池田･梅崎･木村 

44 
 

 

 

 

 

 

図 2 本研究の全体計画と実施項目 

 

 

 

 

図３ 標準化された設計段階のリスク低減プロセス 
※ 本研究ではここに示すフロー全体を「設計段階のリスクアセスメント（RA）」と定義する。 
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図 4 機械安全に関わる国際規格の体系 

 
 

図 5 危険源同定の二つのアプローチ 
（ISO/TR 14121-2：2012 図１24）に基づき著者作成） 

 
 

図 7 本支援ツールの処理の流れ 
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図 8 画面Ⅰ「アセスメントの管理」 

 

図 9 画面Ⅱ「危険源の同定」 
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図 10 画面Ⅲ「災害シナリオの作成」 

 

図 11 危険源同定結果の Excel シートへの出力例 
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問（1） RA実施の経験はあるか？ 
 A 2名 B 3名 C 6名 D  
 回答 A：ない， B：1回， C：3～5回， D：6回以上  

問（2） セミナや講習会など受講したことがあるか？ 
 A 4名 B 8名  
 回答 A：ある， B：ない  

問（3） 危険源同定で機械安全規格類を参照しているか？ 
 A 7名 B 3名 C 2名  
 回答 A：している， B：していない， C：RAの経験なし  

問（4） 次の規格・指針を知っているか？ 
 ア） ISO 12100（JIS B 9700）  
 A 8名 B 4名  
 イ） 厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」  
 A 6名 B 6名  
 ウ） ISO/TR 14121-2  
 A B 11名  

図 12 回答者の RA 実施経験などに関する質問と回答 

問（1） 「危険源同定」を簡易に実施できると感じたか？ 
 A 12名  
 回答 A：はい  

問（2） 「判断基準」と「評価指標」を参照する方式で，技術的視点から

客観的に危険源を同定できるか？ 
 A 9名 B 3名  
 回答 A：できると思う 

B：できるとは思わない 
・ 全く規格を知らない人ができるとは思えない 
・ 対象機械に細目の危険源が該当しないと判断するための

例示が欲しい 
・ 企業で事前に取り決めのない細目については判断に悩む

場合も考えられる 

 

問（3） 本支援ツールが利用できれば，中小メーカでもRAに取り組めると

思うか？ 
 A 11名 B  
 回答 A：そう思う， B：思わない  

問（4） 「危険源同定」よりも支援すべきステップはあるか？ 
 A 10名 B 2名  
 回答 A：ない， Bある  

図 13 提案する支援方法全般に関する質問と回答 
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問（1） 「危険源の判断基準／定義」の内容は適切か？ 

 A 9名 B 3名  

 回答 A：適切である， B：やや難解 
考えられる改善点： 
 ・ 基準となる数値が厳しいので説明が必要 
 ・ 数値はあくまで目安として，詳細は規格を一読するなどの注記が必要で

はないか 
 ・ 規格の改定等があった場合の更新を検討しておく必要がある 
 ・ 危険状態では周囲環境条件も影響すると思う 

問（2） 「アクセス可能性の評価指標」の内容は適切か？ 
 A 11名 B  

 回答 A：適切である， B：やや難解 
考えられる改善点： 
 ・ 社内規定に基づいた補足説明を追加できると良い 

 

問（3） 危険源細目の項目数は適切か？ 
 A 12名  

 回答 A：適切である  

問（4） 危険源の種類分け，細目の表示順は変更できる方が良いか？ 

 A 5名 B 3名 C 3名 D  

 回答 A：必要と思われる細目のみを抜き出してグループ化したい 
回答 B：全く関連しない細目は後にするなど，表示順を変更したい 
回答 C：類似機械には以前の結果をコピーして再利用すれば良いので，

変更できる必要はない 
回答 D：新規にRAを行う際，すべての細目を１度は必ず検討すべきであり，

変更できる必要はない 

問（5） 「判断基準」及び「評価指標」のテキスト情報はコピーして同定の

結果入力などで利用できる方が良いか？ 
 A 10名 B 2名  

 回答 A：利用できる方が良い， B：利用可能にする必要はない  

図 14 画面Ⅱ「危険源の同定」に関する質問と回答 
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問（1） 記入項目は「危害の対象者」，「発生する作業場面」，「想定危害

の症状（程度），「負傷部位」で十分か？ 
 A 10名 B 2名  
 回答 A：十分である， B：十分ではない 

・ 危害の発生頻度，リスク見積りの結果も記入

できたほうが良い 

問（2） シナリオの自動作成機能は重要な機能と感じたか？ 
 A 11名 B  
 回答 A：重要な機能である， B：特に必要と思わない  

問（3） 画面“危険源の同定”に戻った際，検討していた危険源の種類・

細目に戻る方が良いか？ 
 A 11名 B  
 回答 A：検討していた危険源の種類・細目に戻るのが良い 
回答 B：検討していた危険源の種類は変わらない方が良い 

 

問（4） その他改善すべきと思う点はあるか？ 
・ 危害の程度（重度，中程度，軽度）の目安を加えるか，独自に付記

できると良い 
・ 危害の症状と負傷部位のプルダウンメニューで表示される語句が

専門的で細か過ぎる 
・ 危害の対象者別にソートする機能があると良い 
・ シナリオ作成中も規格を参照できると良い 

図 15 画面Ⅲ「災害シナリオの作成」に関する質問と回答 

   
a）ワークに付いた切粉を払う b）回転中のドリルに手を出す c）手袋をしてドリルに触れる 

 
図 17 危険シナリオのイラスト化の例（ボール盤） 
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図 16 リスクアセスメント（RA）の手順 21） 

スタート

使用者，意図する使用及び合理
的に予見可能な誤使用の同定

危険源の同定

リスクの見積もり

リスクの評価

リスク低減

リスクの見積もり

リスクの評価

妥当性確認及び文書化

完了

リスクは許容可能か

残留リスクは許容可能か

リ
ス

ク
分

析
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図 18 危険イラストを用いることで簡略化された危険源同定の手順（概要） 
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図 19 試作したアプリケーションによる危険源同定 

 
図 20 危険源同定実施一覧表（一部抜粋） 

危険個所１ 

・危険箇所をタッチまたはクリックする． 
・危険イラストと危険箇所（写真）を対照すること

で危険源を明らかにする． 

起こり得る危険イラストを選択する． 
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図 21 危険源を出発点とする決定論的な前向き推論（演繹的推論） 
（出典：JIS B 9702：2000 87）の解説図 2，向殿政男（監修）「安全設計の 

基本概念」 88）などに記載された図に一部追記） 

 
 

図 22 災害情報（危害）を出発点とする確率統計的な後ろ向き推論 
（帰納的推論，原因と予防策の直接推論） 

危険源 危険状態 危険事象 危 害

人が危険
源に接近

安全防護が
不十分

人による
回避の失敗

本質的安全設計
方策の失敗

安全防護
の失敗

管理的対策
の失敗

演繹 演繹 演繹

危害

事故の型
（Ｔ）

起因物
（Ｍ）

業種
（Ｉ）

作業その
他の条件

（Ｏ）

原因と予防策
（Ｃ）

帰納

（典型災害事例）
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図 23 典型災害事例を応用した簡易リスクアセスメント手法 

 
 

図 25 典型災害事例を応用した使用段階 RA 支援システム 
（入力用のアクティブスタイラスペンを含む） 

典型災害事例から
直接的に危害を抽出

危害の比率(%)が高い順
番に優先順位をつける
→リスク評価と同等の効果

ステップ１
（危害の明確化）

ステップ３
（保護方策の実施）

評価結果の記録と、
残留リスクの明確化

ステップ４
（評価結果の
記録と、残留リ
スクの明確化）

・専門家の遠隔安全診断な
どによって妥当性の確認
・評価結果を見直し、必要
な場合は修正

ステップ５
（妥当性確認、
見直しと修正）

典型災害事例

管理的方策
：任意

技術的方策（様式Ａ）と
管理的方策（様式Ｂ）の
チェックリスト

様式Ａ

様式Ｂ

技術的方策
：必須

ステップ２
（リスク評価）

記録と残留リスク
明確化：必須

様式Ｃ

関連情報の収集と
iPadへの登録

ステップ０
（関連情報の収集） 写真、動画、作業手順

安全上の留意事項など

関連情報

管理者

メーカー

専門家

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
の実施者

１

２ ３

４
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 基本要求仕様 

第 1 章 序文* 

第 1.1 節 目的* 

第 1.2 節 適用範囲* 

第 1.3 節 製品の概要 

 第 1.3.1 項 製品の概観* 

 第 1.3.2 項 製品の機能* 

 第 1.3.3 項 利用者特性* 

 第 1.3.4 項 制限* 

第 1.4 節 用語の定義* 

第 2 章 参考文献 

第 3 章 要求事項 

第 3.1 節 機能に関する要求事項 

第 3.2 節 性能に関する要求事項 

第 3.3 節 ユーザビリティ要求事項* 

第 3.4 節 インタフェース要求事項 

第 3.5 節 論理データベース要求事項* 

第 3.6 節 設計制約 

第 3.7 節 ソフトウェアシステム属性* 

第 3.8 節 支援情報 

第 4 章 検証* 
（本章の項目は第 3 章と対応する形で構成する） 

第 5 章 付録 

第 5.1 節 前提条件及び依存性 

第 5.2 節 頭字語及び略語 

 
 

図 26 RA 支援を目的としたシステム（ソフトウェア）の基本要求仕様 
*：システムがRA支援を目的に開発される場合に，必須となる記載

事項や記載する際に留意すべき事項を含む項目 
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表 1 企業規模別回答数及び RA 実施割合注） 

企業規模 
アンケート回答数 RA を実施していると回答した割合 

メーカ インテグレータ ユーザ メーカ インテグレータ ユーザ 
全 体 167 141 487 80.3 % 67.1 % 80.9 % 

1000 人以上 60 48 142 91.7 % 85.4 % 92.3 % 
500～999 人 30 20 76 90.0 % 75.0 % 93.4 % 
300～499 人 15 11 56 73.3 % 63.6 % 89.3 % 
100～299 人 23 23 117 78.3 % 59.1 % 76.1 % 

50～99 人 15 13 51 53.3 % 46.2 % 56.9 % 
49 人以下 24 26 45 62.5 % 46.2 % 53.3 % 

注：文献 10），11）, 12）の調査結果に基づき著者作成。 
 

表 2 メーカ及びインテグレータが RA を実施していない理由（複数回答）注） 

RA を実施していない理由 
メーカ，インテグレータ 

（64 事業場） 
回答数 割合 

どのように実施すれば良いか分からないから 21 32.8 % 
実施できる人材（外部人材を含む）がいないから 19 29.7 % 
実施したリスクアセスメントが適切か確認できないから 14 21.9 % 
技術的に難しいから 2 3.1％ 
使用者（同一企業の統合システムの構築を行う部門とは別に当該システ

ムを使用する部門がある場合にはその部門）からの要望がないから 20 31.3 % 

構造規格や業界規格に準拠しているから 20 31.3 % 
コスト又は納期との関係で実施できないから 16 25.0 % 
販売促進に繋がらないから 8 12.5 % 
実施してもしなくてもリスク低減措置の内容が変わらないから 6 9.4 % 
その他 10 15.6 % 

注：文献 10）, 12）の調査結果に基づき著者作成。 
 

表 3 ユーザが RA を実施していない理由（複数回答）注） 

RA を実施していない理由 
ユーザ（90 事業場） 

回答数 割合 
どのように実施すれば良いか分からないから 39 43.3 % 
実施できる人材（外部人材を含む。）がいないから 27 30.0 % 
実施したリスクアセスメントが適切か確認できないから 9 10.0 % 
技術的に難しいから 8 8.9 % 
実施してもしなくてもリスク低減措置の内容が変わらないから 11 12.2 % 
努力義務だから 15 16.7 % 
構造規格や業界規格に準拠しているから 14 15.6 % 
その他 23 25.6 % 

注：文献 11）の調査結果に基づき著者作成。 
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表 4 RA を実施している事業場で用いられている RA 手法（複数回答）注） 

RA 手法 
メーカ，インテグレータ 

（239 事業場） ユーザ（395 事業場） 

回答数 割合 回答数 割合 
1. ISO 12100（JIS B 9700）又は「機械の包括的な安

全基準に関する指針」に基づく手法 106 44.4% 85 21.5 % 

2. 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」

に基づく手法 79 33.1% 272 68.9 % 

 2.のうち，1.を回答していない場合 59 24.7% 244 61.8 % 
3. 顧客等の指定する手法 57 23.8% 25 6.3 % 
4. 自社基準など，上記以外の手法 39 16.3% 46 11.6 % 

注：文献 81），82）, 83）の調査結果に基づき著者作成。 
 
 
 

表 5 推奨される RA の実施タイミング（文献 14 に基づき著者作成） 

受注段階 ① 受注契約時 制限事項の明確化 
設計開発段階 ② 構想設計時 本質的安全設計の選定，適用の検討 

③ 詳細設計時 安全防護方策の選定，適用の検討 
④ 量産設計（工程設計）時 変更した設計要素に対する評価 

実機による妥当性

確認段階 
⑤ 試作機段階 試作実機での評価 
⑥ 量産機段階 量産実機での評価 

改造・設計変更段階 ⑦ 事故・災害情報や新技術を得た段

階 
設計変更の場合の再実施 

 
 
 

表 6 旋盤の C 規格 ISO 23125 の重要危険源リスト（一部）注） 

No. 危険源，危険状態， 
危険事象 旋盤での状態 ISO 12100 の 

関連する箇条 
関連する 

タイプ B 規格 
この規格の関連

する（細分）箇条 
B.1 1 機械的危険源 
 加速，減速 

（運動エネルギ） 
 6.2.2.1 

6.2.2.2 
6.2.3 a) 
6.2.3 b) 
6.2.6 
6.2.10 
6.3.1 
6.3.2 
6.3.3 
6.3.5.2 
6.3.5.4 
6.3.5.5 
6.3.5.6 
6.4.1 
6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 

ISO 6385 
ISO 13851 
ISO 13854 
ISO 13855 
ISO 13856-2 
ISO 13856-3 
ISO 13857 
ISO 14118 
ISO 14119 
ISO 14120 
ISO 14122-1 
ISO 14122-2 
ISO 14122-3 
ISO 14122-4 
ISO 16156 
IEC 60204–1 

5.2.1.1 g) 
5.2.3 a) 4) ii) 

 弾性要素（放出，飛散）， 
高圧：液体の注入又は放

出 
吸引， 
重力（蓄積エネルギ） 
高圧 
地面からの高さ 

機械内部の蓄積エネル

ギの 散逸 
5.2.4.5 b) 1) iii) 
5.2.2.4 a) 1) 
5.2.2.4 c) 6) 
5.2.2.4 b) 
5.2.4.3 a) 3) 
5.2.4.4.1 c) 
5.2.4.5 a) 3) 
5.8 e) 1) iv) 
5.8 h) 4) 
5.10 d) 

 可動要素（巻込み）  5.1.1 
5.2  回転要素（巻込み）  

 安定性 安定性の喪失 5.14 

注：ISO 23125:2015，表 3 より機械的危険源の一部を抜粋して規格に記載のとおりに再掲 
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表 7 旋盤の危険源リスト（ISO 23125:2015 26）表 3 より機械的危険源を抜粋） 
機械的危険源 旋盤での状態 関連する安全要求事項の要約 
加速，減速（運動

エネルギ） 

－ 

5.2.1.1 g)  
主軸の最大加工回転速度の設定方法を操作マニュアルに記載しなければならない。加速度の

低減，自動アンバランス検知に係る説明を含めてもよい。 
5.2.3 a) 4) ii) 
大形旋盤については，コレット以外の保持装置の工作物保持力の喪失に至るおそれのある加

速／減速を防止する手段を備えていなければならない（例えば，ソフトスタート／ストップ）。 
放出，飛散  
高圧（液体）の 
注入 
重力（蓄積エネ

ルギ） 

機械内部の蓄積

エネルギ の散逸 
5.2.2.4 a) 1) 
ガードは，飛散又は放出の可能性がある切くず，液体及び工作物を受け止め，及び／又は防止

するように設計しなければならない。 
5.2.4.3 a) 3) 
切削液／クーラントの吐出は，作業領域へのアクセスのための可動式ガードが開いたときには

自動的に遮断しなければならない。 
5.8 e) 1) iv) 
重力下での送り台の垂直軸又は傾斜軸の予期しない動作を防止しなければならない。 

5.10 d) 
動力供給の中断又は故障が重力下の垂直軸又は傾斜軸の危険な動作を引き起こしてはならな

い。 
可動要素，回転

要素（巻込み） 
－ 

5.1.2 b) 
駆動部のガードについては，機械の動力伝達装置（例えば，チェーン及びスプロケット，歯車，

親ねじ，送りねじ，ボールねじ）へのアクセスは，位置的に安全でない限り，固定式ガード（テレス

コープ式のガード含む）によって防護しなければならない。 
安定性 安定性の喪失 5.14 

予見可能な使用条件の下で，転倒，落下又は予期しない動作をしないように，機械が安定する

設計としなければならない。転倒を避けるために基礎ボルトを使用する場合には，製造業者はボ

ルト及び基礎の要件を指定しなければならない。 
   

 
 

表 8 動力プレスの危険源リスト（ISO 16092-1:2017 27）表 A.1 より機械的危険源を抜粋） 
機械的危険源 プレスでの状態 関連する安全要求事項の要約 
可動要素 
（運動エネルギ） 

すべての操作 5.3.1 
プレス機械の主要な危険区域は金型領域であり，金型領域及び関連するダイクッション，ノック

アウト装置，搬送装置にどのように安全防護を講じるのかを箇条 5.3～5.5 に示す。 
5.3.3.1 
部品の単一障害又は電源の異常が発生しても金型がプレス機械に確実に締結なければならな

い。 
5.3.3.4 
プレス機械に統合された送り装置を有する自動プレスにおいて，コイル始端が自動的に誘導で

きない場合，33mm/s 未満の低速度を伴う 3 ポジション式ホールド・トゥ・ラン制御装置を備えた

搬送装置を設けなければならない。 
5.5.4 
手動で調整可能な材料送り装置は，スライドが静止している状態でだけ設定できなくてはならな

い。 
5.6.1 
プレス機械の一部を構成する駆動機械機構，伝達機械機構，補助装置には次の安全防護を講

じなければならない。 

回転要素 

弾性要素 油圧，空気圧要

素，可変速機構

のメンテナンス 

5.2.1.4 
圧力の印加された透明の容器（ガラス製やプラスチック製）は，可視性を損なうことなく，破片の

飛散による傷害を防止するよう保護しなければならない。 
5.2.2.1 
レシーバ又はサージタンクを含む空気圧システムは，空気圧源が停止したときに大気圧まで減

圧し，かつ，蓄積されたエネルギが新たな行程を始動しないように設計及び製造しなければなら

ない。 

蓄積エネルギ 

重力 スライドの設定 
点検，保全，修

理 

5.3.6 
スライド／ラムの落下のリスクがある場合，クサビ，安全ブロック又はスライドロックなどの機械的拘

束装置を備えなければならない。 
   



齋藤･濱島･芳司･清水･池田･梅崎･木村 

62 
 

表 9 JIS B 9700，6.2 から抽出した危険源／危険区域とその判断基準／定義の例 

危険源の原因

／危険区域 判断基準／定義 出典箇条 

押しつぶし 可動部分と固定部分との間又は二つの可動部分の間にある，全身又は人体の一

部が侵入できるほど広い隙間のうち，機械の作動中に人体の一部を押しつぶす

（挟み込む）ほど狭くなり，かつ，次のいずれかに該当する隙間： 
- 頭部又は頸部（肩より上の部分）に触れる. 
- 人に触る部分の推力が 28 N を超える． 
- 人に触る部分の面圧が 22 N/ cm2 を超える. 
ただし，人体と接触する面積が 0.80 cm2 未満の場合は，「端部，角部，突出部」と

して同定すること. 
【参考】 接触が 1 日に 1 回以下である場合に限り，推力の基準を 43 N，面圧の

基準を 54 N/ cm2 としても良い． 
【参考】 人体の各部の押しつぶしが起きない寸法については ISO 13854:2017 の

表 1 を参照． 

6.2.2.1 b)，
6.2.2.2 a) 

引用元：ISO/CD TR 21260:2021 「Safety of machinery - Mechanical safety data for physical 
contacts between moving machinery or moving parts of machinery and persons」 

ISO 13854:2017 「機械類の安全性 - 人体部位が押しつぶされることを回避するため

の最小すきま」 

端部，角部， 
突出部 

身体を傷つける硬さ（ショア A50 以上）の次のいずれかに該当する部分： 
- 丸みが R 0.3 mm 未満の端部で人と接触するもの. 
- 面取りが 0.3 mm 未満の端部で人と接触するもの. 
- 半径 4 mm 未満の突起部で人と接触するもの. 
- 人に接触する部分のうち，接触面積が 0.80 cm2 未満のもの. 
- JIS B 0721 での呼び記号「並み」より鋭利な部分. 

6.2.2.1 c) 

引用元：ISO 12508 : 1994 「土工機械 -  運転席及び整備領域 - 端部の丸み」 
JIS B 0721：2004 「機械加工部品のエッジ品質及びその等級」 
ISO/CD TR 21260:2021 「Safety of machinery - Mechanical safety data for physical 
contacts between moving machinery or moving parts of machinery and persons」 
国立研究開発法人農業／食品産業技術総合研究機構 「農業機械安全装備検査 - 
2019 年基準 - Ver 2.1」 

衝撃，衝突 
 
飛来物，放出

物 

移動する機械本体，又は，機械の動力で可動する部分及びそれに伴って動作す

る部分，材料／加工物／運搬物，排出（放出）される部材／破片のうち，次のい

ずれかに該当する部分： 
- 人に接触する面積が 0.80 cm2 未満である． 
- 頭部又は頸部（肩より上の部分）に触れる． 
- 運動エネルギが 0.14 J を超える． 
- 人と接触する部分での単位面積当たりの運動エネルギが 0.18 J/cm2 を超える． 
【参考】 接触が 1 日に 1 回以下である場合に限り，運動エネルギの基準を 5.0 J

と，単位面積当たりの運動エネルギを 1.0 J/cm2 としても良い． 
【参考】 ISO 10218-2 に適合した産業用協働ロボットシステムで，人に接触する面

積が 2.0 cm2 以上あり，準静的接触力／圧力の大きさ又は過渡的接触

力／圧力の大きさが推定可能な場合には，ISO/TS 15066:2016 の表

A.2 を基準に判断して良い． 

6.2.2.2 b) 

引用元：ISO/CD TR 21260:2021 「Safety of machinery - Mechanical safety data for physical 
contacts between moving machinery or moving parts of machinery and persons」 

ISO 10218-2：2011 「ロボット及びロボティックデバイス - 産業用ロボットのための安全

要求事項 - 第 2 部：ロボットシステム及びインテグレーション」 
ISO/TS 15066:2016 「ロボット及びロボティックデバイス - 協働ロボット」 
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表 9 JIS B 9700，6.2 から抽出した危険源／危険区域とその判断基準／定義の例（つづき） 

死角，視認性の

不足 
次のいずれかに該当する区域／範囲： 
- 移動機械の走行区域／作業区域で，操作位置／制御位置から直接視認でき

ない範囲． 
- 持ち上げられた荷の可動区域で，操作位置／制御位置から直接視認できない

範囲． 
- 人を昇降する搬送機械類の可動区域で，操作位置／制御位置から直接視認

できない区域． 
- 手持ち機械／手案内機械の工具と作業対象材料とが接する所で，操作位置

／制御位置から直接視認できない範囲． 
- 通常運転のほか，調整，設定，保全のために侵入する区域で，機械の形状や

寸法，ガードなどの影響のために明るさが十分でない範囲． 
【参考】 十分な明るさについては労働安全衛生規則第 604 条（照度）及び JIS Z 

9110 を参照． 

6.2.2.1 a)，
6.2.11.8 
d)，6.2.8 e) 

引用元：労働安全衛生規則第 604 条，JIS Z 9110:2011 「照明基準総則」 

応力の考慮不

足（I） 
ボルト締め／溶接で組み立てる機械の構造部分で，加わる（発生する）応力を推

定／検討していない部分． 
【参考】 このような部分は破断／破損／座屈する可能性があり，その結果として，

移動する機械本体，又は，機械の動力で可動する部分及びそれに伴っ

て動作する材料／加工物／運搬物が，停止しないこと，予期せず動作す

ること，制限速度を超えること，出力や動作速度が低下することに至る． 
【参考】 使用するボルトが ISO 13849-2：2012 表 A.4 にある「障害の除外」 に該

当する場合は同定しなくとも良い． 

6.2.3 a） 

引用元：ISO 13849-2：2012 「機械類の安全性－制御システムの安全関連部－第 2 部：妥当

性確認」 

応力の考慮不

足（II） 
ボルト締め／溶接で組み立てる機械の構造部分で，加わる（発生する）応力を推

定／検討していない部分． 
【参考】 このような部分は破断／破損して飛散／脱落する可能性がある．ただ

し，飛散／脱落する部分が，機械的危険源の「飛来物，放出物」に該当

しない場合は同定しなくとも良い． 
【参考】 使用するボルトが ISO 13849-2：2012 表 A.4 にある「障害の除外」 に該

当する場合は同定しなくとも良い． 

6.2.3 a） 

引用元：ISO 13849-2：2012 「機械類の安全性－制御システムの安全関連部－第 2 部：妥当

性確認」 
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表 10  危険源同定支援ツールに登録した危険源（種類と細目） 

機械的 
50 液圧システムの液体式熱交換器

（機械的）Ⅰ 
100 サーボ弁／比例弁を使用する液

圧／空気圧システム 
4 静磁界 

1 押しつぶし 51 液圧システムの液体式熱交換器
（機械的）Ⅱ 

101 空気圧システムの消音器の使用 5 電磁両立性の不足（エミッション過
大） 

2 端部，角部，突出部 52 他の装置／機器の支持に用いる
液圧配管Ⅰ 

102 空気圧システムのシール／シール
装置 材料／物質 

3 巻き込み 53 他の装置／機器の支持に用いる
液圧配管Ⅱ 

103 エアーレシーバータンク／サージ
タンクⅠ 

1 危険有害性物質 

4 衝撃・衝突，飛来物・放出物 54 液圧配管の管継手Ⅰ 104 エアーレシーバータンク／サージ
タンクⅡ 

2 作動油 

5 死角，視認性の不足 55 液圧配管の管継手Ⅱ 105 カム，フォロワ 3 空気圧システムの危険有害性物
質 

6 応力の考慮Ⅰ 56 鋼製チューブの肉厚Ⅰ 106 チェーン 4 空気圧システムのろ過（材料／物
質） 

7 応力の考慮Ⅱ 57 鋼製チューブの肉厚Ⅱ 107 クラッチ 人間工学的 
8 使用材料の選定Ⅰ 58 チューブ支持具の間隔Ⅰ 108 ブレーキ 1 接近性 
9 使用材料の選定Ⅱ 59 チューブ支持具の間隔Ⅱ 109 シャフト，ベアリング 2 重量物 
10 安定性の不足（機械的） 60 液圧流路の異物 110 コイルばね 3 表示灯など 
11 動力源の起動，動力供給の接続 61 液圧／空気圧システムのホース 

電気的 
4 液圧バルブなどのマニホールドブ

ロックの識別記号 
12 機構の起動又は停止 62 液圧システムのホース 1 直接接触による感電（基本保護） 5 液圧配管の取り付け識別 
13 動力中断後の再起動 63 液圧システムのホースの取付けⅠ 2 間接接触による感電（故障保護） 6 システムの運転パラメータの表示 
14 動力供給の中断 64 液圧システムのホースの取付けⅡ 3 絶縁被覆の破損 7 液圧システムの圧力計 
15 高所からの墜落 65 液圧配管の急速継手Ⅰ 4 可撓ケーブルの損傷 8 空気圧配管の識別 
16 動力遮断 66 液圧配管の急速継手Ⅱ 5 導体ワイヤ，導体バー，スリップリ

ング機構の保護不備による損傷 
9 空気圧配管の配置 

17 蓄積エネルギ 67 空気圧システムの使用最高圧力 6 導体ワイヤ，導体バー，スリップリ
ング機構の誤った構造，配置 

10 通路を横切る空気圧配管 

18 液圧システムの使用最高圧力 68 空気圧システムの圧力の増加Ⅰ 7 エンクロージャ内の不適切な配線 11 収納箱，仕切，扉，カバー 
19 液圧システムの圧力の増加Ⅰ 69 空気圧システムの圧力の増加Ⅱ 8 エンクロージャ外の不適切な配線 12 配線の接続や経路の誤り 
20 液圧システムの圧力の増加Ⅱ 70 空気圧システムの圧力の低下 9 ダクト，接続箱，その他の箱の不

適切な使用 
13 配線の導体識別誤り 

21 液圧システムの圧力の喪失 71 空気圧システムのエネルギ供給 10 コントロールギア・エンクロージャ
の不適切な取り付け（電気的） 

14 コントロールギア・エンクロージャ
の不適切な取り付け（人間工学） 

22 液圧コンポーネントの内部漏れ 72 空気圧システムの圧力除去 11 不適切な等電位ボンディング（保
護ボンディング） 

15 電源断路器・例外回路の不適切
な設置 

23 液圧コンポーネントの外部漏れ I 73 空気圧システムの予期しない起動 12 不適切な等電位ボンディング（機
能ボンディング） 

16 オペレータインタフェース・操作機
器の適切でない配置／選択 

24 液圧コンポーネントの外部漏れⅡ 74 制御されない空気圧アクチュエー
タ 

13 入力電源導体の不適切な接続 
使用環境 

25 高温又は低温になる液圧コンポー
ネント 

75 空気圧機器の保護 14 電源断路器及び例外回路の機能
不全 

1 安定性の不足（使用環境） 

26 液圧コンポーネント／配管の交換
など 

76 エアモータ及び揺動形空気圧アク
チュエータ 

15 過電流保護の不備／適切でない
機能（電気的） 

2 滑りによる転倒 

27 液圧コンポーネント／配管のシー
ル，密封装置Ⅰ 

77 空気圧シリンダ 16 保護機能の不備 3 絶縁被覆の破損 

28 液圧コンポーネント／配管のシー
ル，密封装置Ⅱ 

78 空気圧シリンダの附属品 17 適切でない制御回路電源 4 電磁両立性の不足（イミュニティ不
足） 

29 液圧モータⅠ 79 空気圧バルブ 18 空気圧システムのホース（電気的） 制御 

30 液圧モータⅡ 80 空気圧バルブなどのマニホールド 熱的 1 ポジティブな機械的作用の適用 
31 ポンプ 81 空気圧システムのリリーフ弁／流

量制御弁 
1 高温となる部分／機器／配管 2 手動制御器 

32 ポンプ，液圧モータの駆動カップリ
ング 

82 空気圧システムの 3 位置弁 2 低温となる部分／機器／配管 3 非定常作業に対する制御モード 

33 液圧シリンダⅠ 83 空気調質機器 3 液圧システムの液体式熱交換器
（熱的）Ⅰ 

4 制御モード切り替え装置 

34 液圧シリンダⅡ 84 空気圧システムのろ過（機械的） 4 液圧システムの液体式熱交換器
（熱的）Ⅱ 

5 非常停止 

35 液圧シリンダの附属品 85 空気圧システムのフィルタ／セパ
レータ 

5 液圧システムの空気式熱交換器 6 液圧システムの電気式操作弁 

36 液圧シリンダ及び附属品の取り付
け用留め具 

86 空気圧機器の潤滑 6 液圧システムの作動油ヒータ 7 調整可能な液圧／空気圧バルブ 

37 液圧シリンダのピストンロッド 87 空気圧システムの潤滑油の適合
性 

7 導体の高温化 8 空気圧機器の内部漏れ／ 
外部漏れ 

38 液圧システムのアキュムレータⅠ 88 空気圧システムのルブリケータ 8 ケーブルの高温化 9 空気圧システムの電気式操作弁 
39 液圧システムのアキュムレータⅡ 89 空気圧システムの空気乾燥 9 エンクロージャ外の不適切なプラ

グ・ソケット対 
10 空気圧システムの圧力制御弁／

流量制御弁 
40 液圧システムのアキュムレータの

機器／管継手Ⅰ 
90 空気圧システムのフィルタなどの

非金属ケース 
10 過電流保護の不備／適切でない

機能（熱的） 
11 両手操作制御装置 

41 液圧システムのアキュムレータの
機器／管継手Ⅱ 

91 空気圧システムの配管及び流路 
騒音 

12 位置検出ベースのシーケンス制御 

42 液圧システムのアキュムレータの
使用・支持 

92 空気圧配管の設置／支持 1 騒音源 13 空気圧システムの圧力測定器 

43 液圧バルブ 93 空気圧配管の異物 2 空気圧システムの騒音 14 非常スイッチングオフ 
44 液圧バルブなどのマニホールド 94 空気圧アセンブリ間の配管Ⅰ 振動 15 動作監視手段の不備 
45 液圧システムの作動油の清浄度 95 空気圧アセンブリ間の配管Ⅱ 1 振動源 16 不適切なイネーブル制御機能 
46 タンク 96 空気圧配管の急速継手Ⅰ 

放射 
17 不適切な感電保護インターロック

の機能 
47 タンクの液面計及び液面センサ 97 空気圧配管の急速継手Ⅱ 1 電離放射線   
48 作動油のろ過 98 空気圧システムのホース（機械的） 2 非電離放射線   
49 作動油のフィルタ 99 空気圧アクチュエータの安全位置 3 レーザ光   
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表 11 抽出した災害事例，作成した危険シナリオ及び危険イラストの数 

機械の種類 災害事例 危険シナリオ 危険イラスト 

プレス機械 333 118 239 

丸ノコ盤 219 63 120 

ロール機械 93 49 121 

フライス盤 55 37 92 

ボール盤 85 36 108 

旋盤 97 48 93 
 
 
 
 

表 12 調査に参加した事業場の概要 
 A 社 B 社 C 社 

業 種 製造業 製造業 製造業 

労働者数 104 人 226 人 130 人 

機械設備の

RA の実施 
実施 実施 実施 

 
 
 
 

表 13 調査結果（アンケート回答）の要約 
質問事項 回答（事業場数） 

簡易に RA（危険源同定）を行う

ことができたか 
簡易に行えた（2 社） 
簡易に行えない（1 社） 

危険シナリオの分りやすさ 分かりやすい（3 社） 
アプリの操作のしやすさ 良い（3 社） 
危険イラストの量 やや少ない（3 社） 
写真の大きさ やや小さい（1 社） 

適切（2 社） 
所要時間（1 機種 1 工程あたり） 10 分程度（1 社） 

30 分程度（2 社） 
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表 17 調査に参加した事業場の概要 

 A 社 B 社 C 社 
労働者数 13 人 33 人 104 人 
業 種 器材整備業 製造業 器材整備業 

回答者の職種 副工場長 工場長 安全統括管理者 
 
 

表 18 調査結果の要約 

質問事項 回答（事業場数） 

全般について 
本システムを用いた簡易 RA 手法であれば，

専門知識を持たずともRAを実施できると感

じたか？ 

感じた（2 社） 
まだ断定できないが，継続的に取り組んでいけると

感じた（1 社） 
この簡易 RA 手法であっても，RA 実施の負

担は大きいと思うか？ 
思わない（1 社） 
どちらとも言えない（1 社） 
負担は大きい（1 社） 
 ・タブレットの操作にとまどう 
 ・システム自体の操作を覚えるのが難しそう 

典型災害事例シートについて 
抜けていると思った災害事例はあるか？ 特にない（3 社） 
機械設備の種類及び数は適切であるか？ 適切である（3 社） 
理解し難い記載（語句，表現）はあったか？ 特にない（2 社） 

一部あった（1 社） 
 ・画像があると分かり易い 

保護方策チェックリストについて 
技術的方策のリストは有用だと感じたか？ 感じた（1 社） 

どちらとも言えない（2 社） 
管理的方策のリストは有用だと感じたか？ 感じた（2 社） 

どちらとも言えない（1 社） 

遠隔安全診断について 
本システムを介して機械安全の専門家が遠

隔で RA 結果の妥当性を判定する機能（仕組

み）は，中小企業に RA の普及定着を推進す

る上で必要と思うか？ 

大変重要で，必要である（2 社） 
必要だが，アドバイスが欲しい時に接続できればよ

い（1 社） 

その他，改善すべき点（自由記述） 
・結果がスマートフォンで見られるなど，タブレットに依らずに関係者が情報共有できる

工夫が必要 
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クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

 



 
令和５年５月１５日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         

                             機関名 独立行政法人労働者健康安全機構 
労働安全衛生総合研究所     

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 鷹屋光俊            
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                                

２．研究課題名 機械設備に係るリスクアセスメント支援システムの開発                   

３．研究者名   新技術安全研究グループ・特任研究員                           

         清水尚憲・シミズショウケン                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

 



 
令和５年５月１５日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         

                             機関名 独立行政法人労働者健康安全機構 
労働安全衛生総合研究所     

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 鷹屋光俊            
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                                

２．研究課題名 機械設備に係るリスクアセスメント支援システムの開発                   

３．研究者名   新技術安全研究グループ・特任研究員                           

         池田博康・イケダヒロヤス                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

 


